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　日頃からの、新潟県労働者福祉協議会（労福協）へのご支援とご協力に感謝申し上げます。
　当労福協では、新潟県の助成を受けて、労働、生活、福祉などをテーマ素材として、単年度
の調査・研究事業を行っています。この度、2017年度の調査研究の報告がまとまりましたので、
関係各位にご報告申し上げます。
　ぜひともご一読いただき、皆様のご活動の参考の資に供していただければ幸いです。

　労福協では、「連帯・協同でつくる安心・共生の福祉社会」の実現に向けて、労働団体や福
祉事業団体、ＮＰＯ団体、自治体などと連携し多種・多様な活動を行っています。その活動の
一環として新潟県からの助成を受けて、県内外の地域状況や社会の動向を踏まえた勤労者の生
活全般の課題について様々な切り口や視点から調査・研究事業を行っており、広範な皆様から
本事業を高く評価いただきながら進めているところです。

　本年度の調査･研究は、勤労者の「ソーシャル･セーフティ･ネット」を大テーマとして「少
子化社会」「介護」「教育」に続く№Ⅳとして「勤労者の健康と医療」の課題をテーマとして
進めてまいりました。
　「働き方改革」が、本年一月召集の通常国会で関連法案が審議されるなど、政治的にも労働
者運動としても大きな課題となっています。勤労者が健康で安心して働くことのできる環境づ
くりは重要な課題ですが、産業構造の変化の中で就労環境も変りつつあります。
　長時間労働や成果主義的な雇用など、働く者にとって健康を守れるかが問われている課題で
あると考えます。
　また、勤労者の労災防止や職場復帰についても様々な問題があり、勤労者の健康を守る労働
安全衛生についてその実効性が問われ、課題としていただきました。
　本調査・研究は、新潟の地でシンクタンクとして活動されている、「公益社団法人　新潟県
自治研究センター」にお願いをいたしました。
　また、調査・研究にあたり労福協会員団体の皆様からもご協力をいただきました。
　ご協力、ご尽力いただきました皆様に、厚くお礼申し上げますとともに、今後とも一層のご
協力を賜りますようお願い申し上げます。

　　　　　　2018年３月

一般社団法人　新潟県労働者福祉協議会　　　
理事長　齋　藤　敏　明　　　

《ソーシャル･セーフティ・ネット（SSN）を考える－Ⅳ》
あしたへ ―― 健康と医療のセーフティ・ネット

「勤労者の健康・医療の現実と将来へのステップ」に関する調査･研究≪Ⅰ≫

報告書の発刊にあたり



− 2 −



− 1 −

当センターへの日頃からのご厚情とご協力に感謝いたします。
当センターでは、定款により委託研究事業及び自主研究事業を行っており、まとめられた報

告書は皆様から様々な活動にご活用いただいております。
本報告書は、この数年「ソーシャル・セーフティ・ネットを考える」を大テーマとしてすす

めているところですが、そのシリーズとして「勤労者の健康と医療」をテーマにまとめたもの
です。

日本の労働法制は、労動基準法をはじめ、多くの法律によって構成され、資本主義社会にお
ける「労働者の生存権」にもとづいた法体系として価値あるものとなっています。

法は、その時折の要請によって改正が行われていますが、時には事象が先行し法改正が後追
いになることも多々あります。

「労働」の実態は、その時代の経済状況や産業構造と極めて密接な関係にあり、その変化は
「労働のあり方」や「労働者の生活」に影響をおよぼすものとなっています。

バブル崩壊以降の日本経済もグローバル化や多様化の中で産業構造の転換が求められ、労
働・働き方にもその変化に対応できる仕組みが必要とされています。

しかし、企業サイドの一方的な「変化」は許されるものではないでしょう。
近年、36協定違反や残業代未払いなど、労働問題をめぐる訴訟・審判事件は増加傾向にあり

ます。また、過労死や過労自殺あるいはメンタルな問題などの事例も目立つものとなっていま
す。

勤労者が、どのような時代にあっても「健康で働く」ことを求めることは当然であり、「労
働者の生存権」の本質と言えるでしょう。

本調査・研究の課題は、多様な視点からの考察が必要なことから、「健康の視点」と「医療
の視点」に大別し報告をまとめることといたしました。

今次報告書は、№１として「職場の労働安全衛生の現状と課題」「働き方改革」「長時間労
働」を中心に、当センターで実施した「勤労者と職場の安全対策にかかる実態調査」を加えた
内容としてまとめたところです。

次年度は、№２として「勤労者の労働災害」「勤労者医療の現状と課題」「職場復帰の課
題」等をまとめる予定です。

本報告にあたり、労働組合をはじめ関係各位のご協力に改めて御礼申し上げ、本報告書が今
後の勤労者の健康と安全を確保する活動に資することを願い、発刊するものです。

《ソーシャル･セーフティ・ネット（SSN）を考える－Ⅳ》
あしたへ ―― 健康と医療のセーフティ・ネット

「勤労者の健康・医療の現実と将来へのステップ」に関する調査･研究≪Ⅰ≫
〔 調査･研究報告書の発刊にあたり 〕

公益社団法人　新潟県自治研究センター　　
理事長（日弁連副会長）　和　田　光　弘
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健康で生活することを、望まぬ者はいない。
特に、勤労者にとっては罹患や怪我は、家族を含めた生活に大きな影響を与えることとなる。
本調査・研究は、勤労者の健康と医療に視点を置き、「勤労者」の健康に係わる現状と課題

を整理し、安心して働くことのできる労働環境づくりと労働による災害に対する医療の課題に
ついて考察するものである。

＊日本における労働災害の歩みと近年の課題
日本の職場における勤労者の医療とは、当初それぞれの職場での作業等に関連した業務上の

疾病（じん肺、振動障害、有害化学物質等の中毒症など）による「労働災害」への対策からで
あった。労働災害への医療提供は、「医療費の負担」への対応としての労働者災害補償保険法
等に基づき行われてきた。

また、並行して労働安全衛生法などによって、職場での危険除去や勤労者の健康管理が進め
られてきている。それぞれ「治療」と「予防」のための制度として、運用されてきたのである。

近年では、従来のいわゆる「労働災害」は減少しているものの、心疾患、脳血管疾患、糖尿
病、ストレス性疾患、長時間労働など就労環境の変化が発症の一因とされる勤労者の健康自体
が注目されてきている。

勤労者の就労環境はＩＴ化や合理化などにより大きく変化する中で、長時間労働が社会的問
題となっているように不規則な生活習慣や精神的負担の増大が誘因となり、極めて不幸な事件
も続いている。さらに、勤労者の高年齢化に伴う働き続けるための健康管理は新たな時代的対
応が迫られている。

また、勤労者にとっては「職場復帰」が重要な課題であるが、その一因とされる職場（環
境）と医療（治療）との連携が必ずしも十分とは言えず、療養後の就労断念に追い込まれる状
況は決して少なくない。例えば、近年増加するメンタルヘルス不調対策は、その予防から職場
復帰に至るまでの一貫した継続的な対策の充実が求められているのである。

働く者の健康は、個人の価値だけではなく、極めて重要な社会資本でもある。
少子化の進展により労働力人口の減少が続き、今後も見込まれている日本において、雇用の

安定と労働力維持への対策は喫緊の課題となっている。
政府は、「働き方改革」を重要政策として具体的な推進を図ることとしている。また厚労省

においても、政策医療として勤労者医療を推進することとし、「予防対策」と「職場復帰」の
ための職場（環境・予防）と医療（就労中の医療や復帰）の連携システムの構築と実践を進め
はじめたところである。

《ソーシャル･セーフティ・ネット（SSN）を考える－Ⅳ》
あしたへ ―― 健康と医療のセーフティ・ネット

「勤労者の健康・医療の現実と将来へのステップ」に関する調査･研究≪Ⅰ≫

≪２０１７年度及び２０１８年度≫
〔 調査･研究企画にあたり 〕
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＊産業構造と労働者意識の転換
これらの課題の考察には、現代の日本における構造的背景や労働者の意識変化も考慮する必

要がある。
上述の課題は、使用者である企業・業界ひいてはあらゆる産業・経済界にとっても、また働

く者にとっても、継続した永年の課題であるが、振り返れば、その時代背景や経済状況などに
よりその時折の課題や事件が発生し、対応が迫られ改善に向けた努力も積み重ねられてきた。

つまり、就労・業務の変化は、産業構造の変化により影響され続けてきたのである。
今日、経済・産業のグローバル化と高度化により、主産業への依存度が移行し労働者の産業

移動がすすんでいる。
また、それに伴い日本の従来型といわれる終身雇用や年功序列といった雇用環境や競争を避

け全体の成長を目指す経済構造は、その転換が余儀なくされた。
日本における多くの分野・産業において、国際的な競争力の衰弱が問題視され競争力強化や

生産性の向上など、産業構造の再編や社会制度の見直しがすすめられている。
このような変化の一方で、日本では人口減少と高齢化社会の到来による就労人口の減少と高

齢化は激しさを増し続けている。
産業構造の転換は、能力主義・成果主義を労働者に求め、これまでに経験のない様々な課題

を引き起こすこととなっている。
また、労働者も意識や価値観の多様化から自己実現の要求が高まり、「仕事優先」の時代か

らの転換を求める時代を迎えているのである。

調査・研究にあたっては、上述した社会・経済の背景を踏まえる中で、政府が進める「働き
方改革」の本質や問題、職場での労働安全衛生の現状と課題、勤労者の疾病状況と勤労者医療
の充実度、職場復帰への医療体制の現状と課題、メンタルヘルス不調対策等々について、歴史
的経過や将来のあるべき姿も含め考察することとする。

本調査・研究は、全体テーマを「勤労者の健康と医療」としながらも、下記の内容により二
年度にわたりまとめることとしている。

調査・研究の報告としては、
　　１ 、2017年度≪Ⅰ≫は、「健康と安全の確保」を中心テーマとし、労働安全衛生法に係

わる現状と「働き方改革」の問題と対応に視点を置きまとめる。

　　２ 、2018年度≪Ⅱ≫は、「労働による健康障害への対応」を中心テーマとし、労働者医
療の体制と課題、労働者の職場復帰への問題と対応に視点を置きまとめる。

以上の内容で単年度ごとにまとめ、報告を行うこととする。



【 Ⅰ．総括論文 】
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はじめに

勤労者の健康を守るための対策、すなわち

産業保健においては、古くはいわゆる職業病

の予防や不衛生で非健康的な労働環境の是正

が主体であったものから、過労死や生活習慣

病対策、メンタルヘルス対策へと大きく焦点

が変化してきた。それに伴い、わが国の産業

保健対策も法制度の整備が進み、着実に成果

を上げてきた。近年では長時間の時間外労働

が要因となった自殺例の報道があいつぎ、安

倍内閣がすすめている働き方改革においても

長時間労働の改善に重点が置かれており、時

間外労働の制限が労働基準法改正の俎上に登

る予定となっている。しかし、真に勤労者の

健康を守るためには、国が制度を整備して事

業者が形を整えるだけではなく、事業者には

そこに魂を入れるための意識改革が必要であ

り、労働者も自らの問題として真摯に取り組

む必要がある。また整備された制度の対象か

らこぼれ落ちる労働者に対して、どのように

対処すべきか、という課題も残る。

本寄稿では、産業保健の目的に立ち返り、

産業保健の歴史を踏まえ、新潟県自治研究セ

ンターが県内労働組合を対象に行ったアン

ケート調査の結果も参考にしつつ、わが国に

おける産業保健関連法制度をめぐる現状と課

題について雑感を述べたい。

１．産業保健の目的

国際労働機関（ILO）および世界保健機関

（WHO）では、産業保健の目的を図１のよ

うに表現している。なお図の（　　）内の記

述は筆者による。「業務上疾病」とは職業上

の業務によって引き起こされる疾病のことで

あり、一般的には「職業病」と呼ばれるもの

と同義である。また「作業環境管理」「作業

管理」「健康管理」とは、労働衛生の三管理

と呼ばれ（図２）、職場に勤務する労働者の

労務管理において、業務上疾病の予防等の

観点から特に重要視されている。すなわち、

勤労者の健康・医療をめぐる現状と課題
― わが国の法体系に基づく産業保健の仕組みをふまえて ―

新潟県立大学　人間生活学部健康栄養学科
教　授　田　邊　直　仁
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ILO/WHOによる産業保健の目的とは、働く

場の環境を適切にし（作業環境管理）、働き

方にも工夫を加える（作業管理）ことで業務

上疾病等を予防し、労働者の健康状態に応じ

て労働者を適正配置（健康管理）することで

労働者の健康状態の悪化を防止することを

もって、労働者の健康を最高度に維持・増進

させようとするものである。このように産業

保健は、労働者にとっては自らの健康を維

持・増進させるために、事業者にとっては労

働者の労働能力を維持するために重要な意味

を持ち、両者の利益にかなうものである。

産業保健の発展に伴い、特に先進諸国にお

いては職業業務が直接の原因となる業務上疾

病は大きく減少した。その一方で、必ずしも

労働が原因とはいえないが、その発症・進展

に少なからず関わりを持つ疾病の存在が認識

されるようになった。これがWHOによって

1976年に定義された「作業関連疾患」であり

（図３）、WHOは代表的な作業関連疾患と

して図４に示した５疾患群をあげている。余

談ながら「疾病」と「疾患」は一般用語であ

る「病気」を表す医学用語であり、特に区別

せず用いられることも多いが、「疾病」は

個々の病気のことをイメージさせるのに対し

て、「疾患」は同じような特徴を持つ病気の

グループ（疾患群）の存在も想定して用いる

ことが多い。図４のいずれも職業の有無にか

かわらず見られる疾患で②～④は生活習慣病

とも位置づけられるが、①～③は職業上のス

トレス、④は職場の空気環境、⑤は作業の姿

勢等が関与する可能性がある。なお業務作業

中のギックリ腰のように明確に作業が原因の

場合には災害性腰痛と位置づけ、座業従事者

等に多い作業関連疾患としての腰痛とは区別

される。作業関連疾患にはその発症にどの程

度職業が関与するのか判断が難しく（図５）、

労働災害（労災）補償関係の訴訟等では議論

の的となる場合が多い。いずれにせよ、その

ような作業との関連の有無・程度に関わらず

労働者の健康が維持されることは労働者・事

業者のみならず国民全体の利益にかなうも

のであり、WHOは「労働の場におけるヘル

ス・プロモーション専門委員会報告（1988

年）」において、作業関連疾患や一般疾患の
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図3．勤労と疾病（疾患）の関係による疾病の分類

図4．代表的な作業関連疾患群

図5．疾病（疾患）に対する職業要因の関与の大きさ
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予防を見据えた職場での取組も重要であると

指摘した（図６）。

２．産業保健の歴史

特有の職業への従事に基づく健康障害につ

いては古くから記録が残っている。西洋にお

いては紀元前370年頃にヒポクラテスが金属

精錬従事者の鉛疝痛を記録し、紀元前１世紀

頃のローマ時代においては鉛職人の鉛中毒が

記録されている。わが国においては奈良時

代に東大寺大仏の金メッキ作業による水銀

中毒が発生した記録がある。科学論文とし

ては、16世紀にドイツのEllenbogが金属蒸気

（フューム）の有害性、スイスの錬金術師

Paracelsusが鉱山労働者における鉱夫肺病等

の鉱山病について報告し、17世紀前半には明

の宋應星が産業技術書の「天工開物」におい

て産業関連のヒ素中毒や酸欠について記述し

ている。我が国では17世紀後半に益田玄皓が

佐渡金山の金穿師の病気（煙毒）に紫金丹を

投薬したとの記録がある。

以上のように、主に金属加工技術者や鉱山

技術者における健康障害について散発的な記

録は残るが、いわゆる職業病について初めて

体系的にまとめたのは産業医学の父といわ

れるイタリアのRamazziniであり、1700年に

「職人の病気」を刊行して54種類の職業病を

列記した。その病因として「作業」および

「作業環境」をあげたが、この考え方は現在

まで続いている。

労働者の健康維持に対して政府等が制度と

して取り組む近代的な産業保健は、18世紀終

わり頃のイギリスに端をする。当時、イギリ

スでは煙突掃除に子どもが使役されていた。

狭い煙突の空間内で煤を落とすためには身体

の小さい子どもが好都合であったからであ

る。英国のPercival Pottは幼小児期から煙突

掃除に関わっている煙突掃除人に陰嚢がんが

多発することを1775年に報告した。いわゆる

職業がんの発見である。これに対応し、1785

年には英国で「煙突掃除とその徒弟の改良取

締法」が制定され、８歳以下の煙突掃除人徒

弟を禁止した。次いで社会問題となったのは、

産業革命下で急速に拡大した工場労働者の労

働問題である。1800年頃にはRobert Owenが

工場主として待遇改善に乗り出すだけではな

く、その後の労働組合活動にも影響する様々

な活動を行った。一方、政府側の制度として

は年少者の労働時間を１日12時間に制限する

最初の「工場法」が1802年に制定され、紡績

工場での９歳以下の児童労働を禁止する「紡

績工場法」が1819年に制定された。1833年に

は新たな「工場法」が制定され、全ての工場

において９歳以下児童労働の禁止と未成年労

働の制限を定め、工場への立ち入り検査権を

もつ工場監督官の任命等が規定された。工場

法はその後の改正によって児童労働や婦人労

働の制限が強化され、1899年には現在の産業

医につながる医学監督官の設置が定められた。

工場内の換気、環境衛生、安全、労働者の補

償に関する法規もこの頃までに制定され、ま

た鉱山労働者を保護する「鉱山・炭坑法」も
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図6．作業関連疾患や一般疾患の予防も
見据えた取り組みへ
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1842年に制定されるなど、現在の産業保健制

度の骨格はほぼ19世紀のイギリスで形作られ

たと考えて良い。労働問題への国際的な取り

組みの重要性は早くからRobert Owenが主張

していたが、産業革命の国際的な広がりに伴

い19世紀終盤には欧米各国の政府にもその重

要性が認識されるようになった。第一次大戦

後にはロシア革命の影響で革命的気運が広ま

ることへの危惧が、パリ講和会議で締結され

た1919年のヴェルサイユ条約において、国際

労働機関（ILO）の設置につながったとされ

る。

明治維新後のわが国においても明治８

（1875）年には「官役人夫死傷手当規則」に

よって公傷補償制度がまず規定され、明治38

（1905）年には鉱業業務の監察を規定した

「鉱業法」が、明治44（1911）年には、工場

の労働条件の改善や婦女子の保護、深夜業務

の廃止、業務上負傷疾病扶助、医師の衛生監

督官などを規定する「工場法」が制定された。

工場法は現在の労働基準法、労働災害補償保

険法（労災保険法）、労働安全衛生法などに

もつながるものであり、その制定は日本の労

働法制史上最重要な出来事に位置づけられる。

第二次大戦後の日本では連合国最高司令官

総司令部（GHQ）の影響下で国内体制の大

改革が行われ、労働法制においても昭和22

（1947）年には「労働基準法」、「労災保険

法」が制定されて労働条件や労災補償制度が

大きく改善されることとなった。職場におけ

る労働者の安全と健康の確保については労働

基準法に基づいて労働安全衛生規則が定めら

れていたが、昭和47（1972）年には労働基準

法から独立して「労働安全衛生法」が制定さ

れ、現在の労働法制の骨格ができた。直後か

ら労災による死亡者数が大きく減少、続いて

休業４日以上の負傷者を含む死傷者数も減少

し（図７）、業務上疾病者数も急速に減少す

るに至った（図８）。

一方、わが国における戦後の衛生状態や医

療環境の改善は国民の長寿化につながり（図

９）、産業の場においても中高齢労働者が増

加してきた。日本人の死亡原因も脳血管疾
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図7．労働災害による死傷者数の推移（休業4日以上）
厚生労働省：「労働災害発生状況」より作図
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図8．業務上疾病者数の推移（休業4日以上）
厚生労働省：「業務上疾病発生状況等調査」より作図

図9. 平均寿命の推移
厚生労働省：「簡易生命表」「完全生命表」より作図
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患、悪性新生物（がん）、心疾患など、加齢

に伴って発症者が増加する疾患群、いわゆる

成人病が上位を占めるようになるなど（図

10）、わが国の疾病構造も大きく変化し、高

度成長期も末期となる昭和50年代には過労に

よる脳血管疾患・心疾患の発症や突然死（過

労死等）が社会的問題になるようになった。

労働安全衛生法においても当初より「事業者

は、労働者の健康の保持増進を図るため、体

育活動、レクリエーションその他の活動につ

いての便宜を供与する等必要な措置を講ず

るように努めなければならない（旧・第70

条）」との健康保持増進措置に関する努力義

務規定が設けられている。このような背景を

もとに、中高齢労働者の体力低下に伴う事故

の防止や成人病の予防を主な目的として、事

業場における積極的な健康づくりにも目が向

けられるようになった。昭和54（1979）年に

は中高齢者を対象とした事業場における健康

づくり運動が「シルバー

ヘルスプラン」（SHP）

として始まったが（図

11）、WHOより「労働

の場におけるヘルス・プ

ロモーション専門委員会

報告（1988年）」が報告

されたのと期を一にして

昭和63年（1988年）に労

働安全衛生法が改正され、

厚生労働大臣は労働者の

健康の保持増進のための

指針を公表することが規

定された（第70条の２）。

これに基づいて「事業場

における労働者の健康保

持増進のための指針」（THP指針）が公表

され、その指針に基づいて事業場が行う健康

づくりの取り組みが「トータル・ヘルス・

プロモーション・プラン」（THP）である。

SHPは中高齢者を対象としていたのに対して、

THPでは事業者は全労働者を対象として産

業医等による健康測定と健康づくりに関する

全般的な指導を行い、必要に応じて運動指導、

保健指導、メンタルヘルスケア、栄養指導を
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図10. 死亡者の原因別内訳の推移
厚生労働省：「人口動態統計」より作図

図11．SHPからTHPへ
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行う（図12）。しかし昭和63年の改正におい

ても事業場における健康保持増進措置は努力

義務のままであったことから（現・第70条）、

事業場におけるTHPの取組が広く普及して

いるとは言い難いようである。

昭和63年の安全衛生法改正により、労働者

の健康保持増進に関連して加えて特筆すべき

事は、事業場における健康教育等に関する条

文が加わったことである（第69条　事業者は、

労働者に対する健康教育及び健康相談その他

労働者の健康の保持増進を図るため必要な措

置を継続的かつ計画的に講ずるように努めな

ければならない）。これにより、健康に課題

のある労働者に対し、業務上疾病以外の一般

的な疾病等についても、健康診断の結果等に

基づいて健康教育や医療機関受診指

導などを行う法的な根拠が定まった。

しかしやはり努力義務規定であるこ

とから、その取り組みには事業場に

よって大きく温度差があるのは否め

ない。一方、昭和63年の改正によっ

て、後述する事業場の安全衛生管理

体制が確立したことは、労働者の健

康を維持・増進させる取り組みをす

すめる上で重要な意味を持つものと

なった。

健康課題を持つ労働者に対する事業場での

健康教育等が努力義務となっていることから、

労働安全衛生法の枠組の中では、健康に課題

があっても健康教育等を受けることがない労

働者が多く残されることとなった。これをカ

バーすることとなったのが、平成20年から始

まった特定健康診査・特定保健指導（特定健

診等）である。特定健診等は、日本の人口の

高齢化に伴う医療費の急速な増加を抑制する

ことを主な目的として、高齢者の医療の確保

に関する法律（平成20年、老人保健法から改

称・施行）に基づいて医療保険者が行う事業

である。国民皆保険制度のもと職場の労働者

は全員が医療保険に加入していることから、

労働者は事業者が行う定期健康診断と医療保

険者が行う特定健康診査（以下、両者を併せ

て、健診という）の両者の対象となり、事業

者が健康教育等を行わなくても全労働者に対

して医療機関受診勧奨を含む保健指導を行い

得る法制度上の体制が整ったことになる。健

診は原則として事業者と保険者が共同で実施

するが、健診や保健指導の実施主体が二重に

なったことによる課題も生じており、これに

ついては後述する。
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図12. 事業場におけるTHP活動の流れ

図13．自殺者数の年次推移（警察庁調べ）
厚生労働・警察庁「平成28年中における自殺の状況」より転載 
出典：http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/jisatsu/H28/H28_jisatunojoukyou_01.pdf
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わが国における近年の労働者の医療・健康

課題にとって特記すべき事はメンタルヘルス

問題の顕在化である。バブル崩壊に伴う平成

一桁年代の景気後退のなか、平成９年までは

２万人～２万５千人強の間で推移していた自

殺者数が、平成10年には３万人以上に急増し

た（図13）。その要因については諸説あるが、

厚生労働省の研究班（平成16年 自殺の実態

に基づく予防対策の推進に関する研究、分担

研究：竹島正「自殺増加の社会的要因につい

ての検討」）では、平成10年がマイナス成長

となった年であること、完全失業率が４%を

超えたこと、職業を持つ中高年男性の自殺者

の増加が大きな割合を占めていたことなどか

ら、景気後退局面の中での経済的要因や厳し

い勤務環境が影響したと推察している。これ

らは確かに自殺企図の原因になり得るが、自

殺企図者が実際に自殺に踏み切る背景にはう

つ病を中心としたメンタルヘルス問題が隠れ

ている場合も多いと考えられており、メンタ

ルヘルス対策の充実が国を挙げての大きな課

題となった。産業保健分野においても厚生労

働省が平成18年に「労働者の心の健康の保持

増進のための指針」（メンタルヘルス指針）

を策定し、事業場においてメンタルヘルスケ

アの取り組みが重点的に進められることと

なった。これらの対策が成果を挙げたのか、

景気や雇用状況の改善とも相まって、平成22

年以降自殺者数は減少し、平成27年には平成

９年以前のレベルまで復してなお減少を続け

ている。職場でのメンタルヘルス対策をさら

に充実させるため、労働安全衛生法の改正に

より、平成27年12月から労働者50人以上の事

業場ではストレスチェックの実施と事後措置

が義務化され、現在に至る。

３ ．産業保健制度の概要および衛生管理

体制の現状と課題

（１）産業保健を取り巻く法制度の枠組

わが国の産業保健関連分野は、大きく分け

て労働安全衛生、作業関連疾患・一般疾患の

予防と対策、労働者の権利の保護、労働災害

補償の給付に分けることができ、それぞれ主

に対象とする法律がある（図14）。労働安全

衛生は労働災害の予防対策であり、先に図２

で示した労働衛生の三管理や労働衛生教育が

事業者の義務と規定されている。

産業関連疾患・一般疾患の予防と対策では、

労働安全衛生法において労働者の健康の保持

増進として位置づけられ、THPや健康教育

が事業者の努力義務として規定されているほ

か、メンタルヘルス対策のうち、前述のよう

にストレスチェックの実施と事後措置は労働

者50人以上の事業場では義務化された。また

高齢者の医療の確保に関する法律では、特に

肥満関連の健康問題への対策に重点が置かれ、

メタボリック・シンドロームおよびその予備

群を特定するための特定健診審査（特定健

診）および健診後の事後指導が医療保険者に

よって行われる。
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図14．わが国の産業保健に関連する法体系
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労働者の権利の保護としては、労働時間、

年少者の雇用制限、妊産婦の就業制限等の労

働条件等や、労災に対する補償義務などを規

定し、労災保険法では事業者の労災補償義務

を担保するために事業者が保険に加入するこ

とを義務とし、労災を認定された労働者が保

険から給付が受けられるしくみを労災保険と

して定めている。

（２）事業場の労働安全衛生管理体制

事業場の労働安全衛生管理体制の概要を図

15に示した。このうち、産業保健に関わる

キーパーソンは衛生管理者と産業医であり、

労働者との調整を含む衛生管理に関する審議

組織が衛生委員会である。いずれも労働者が

50人以上の事業場に選任・設置義務がある。

各々の役割等の概要は図16～18に記した。特

記すべきことは、衛生委員会では委員長以外

の委員の半数以上は労働組合等からの推薦に

よる労働者の代表が選任されること、および、

会議の都度、その議事概要が、掲示、文書、

または、電磁的方法によって労働者に周知さ

せることが定められていることである。すな

わち労働組合等も事業場の衛生管理体制には

自らの問題として責任と関心を持たなければ

ならないということである。なお労働者10人

以上50人未満の事業場では衛生管理者の代わ

りに安全衛生推進者または衛生推進者が選任

され、労働者50人未満の事業場では産業医を

選任する代わりに地域産業保健センター（通

称、さんぽセンター）が利用できる。

今回のアンケート調査では労働組合を対象

として各事業場での安全衛生管理体制につい

て調査している。その集計結果の要点を表１

～３に示した。なおこの結果は事業場での労

働安全衛生管理体制に関する労働組合におけ

る認知度を示しているものであり、事業場の
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図15．労働安全衛生法に基づく事業場の労働安全衛生管理体制

図16. 衛生管理者の職務

図17．産業医の職務

図18．衛生委員会の概要
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実態そのものを表しているものではないこと

に留意する必要がある。

安全衛生担当者の選任状況では、衛生管理

者は、その選任義務がある労働者50人以上の

事業場であっても「選任あり」と回答された

のは78%にとどまる（表１）。総括安全衛生

管理者が選任されている事業場では衛生管理

者も選任されているものとして集計に加えて

も84%と、産業医の選任認知状況（労働者50

人以上事業場の95%）より低い。衛生管理者

は少なくとも１名は事業場に選任され、かつ、

毎週職場巡視をしているはずであり、産業医

より労働者には身近な存在である。にもかか

わらず認知度が低いのは、実際に選任状況が

悪いのか、事業場での周知努力に欠けるのか、

あるいは、労働者に関心がないことの表れな

のかもしれない。

衛生委員会についても同様の課題が認めら

れる（表２）。すなわち、設置義務がある

労働者50人以上の事業場のうち、９%が「な

し」と回答し、無回答を含めると14%に及ぶ。

また衛生委員会は毎月１回以上の会議が必要

とされているが、衛生委員会「あり」と回答

された事業場においても、22.1%では年間開

催数が12回未満であった。比較対象として、

安全委員会を設置する必要がある業種の事業

場における、安全委員会の設置・開催状況を

集計した（表３）。集計に含めた業種のうち

全ての事業場で設置が必要となるのは労働者

数100人以上の事業場であり、50～99人の事
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業場には設置が必要ではない場合も含まれて

いるにも関わらず、50人以上の事業場での設

置認知度が91.4%と高かった。また毎月１回

以上開催が必要なのは衛生委員会同様だが、

開催回数12回未満であったのは8.6%と、衛生

委員会の場合の半分以下である。安全委員会

必要業種では安全対策が日々の業務の中で意

識されているのに対して、衛生対策は目に見

えづらく、安全対策よりも労働者にとって自

らの問題として捉えにくいのかもしれない。

なお「安全衛生委員会の位置づけ」につい

て、表２の①～④は労働安全衛生法による衛

生委員会の付議事項に含まれるが（図19）、

衛生委員会ありの事業場の労働組合において

も正しく認識されているとは言い難いようで

ある。特に②審議調整機

能については労働者50人

以上の事業場においても

50%に満たなく、③労働

者聴取も約半数にとどま

る。衛生委員会は労働組

合等の代表が参加して事

業者側と直接意見を交換

できる貴重な場であるこ

とに鑑み、衛生委員会を

より活用できるよう、労

働者側も認識を改める必要があると思われる。

なお表２の⑤⑥は衛生委員会の意見具申や産

業医の勧告を受けて事業者が行うべきものだ

が、そこには事業者側と労働者側の協議に

よって得られる衛生委員会の判断が大きな影

響力を持つことを認識する必要がある。

４．労働者の健康課題の現状と課題

平成28年の業務上疾病者の内訳では災害性

腰痛が最多であり、腰痛以外を加えると、負

傷に起因する疾病が４分の３以上を占める

（図20）。昭和63年と比較すると発生総数は

約5,000人減少しているが、負傷に起因する

疾病の割合はほぼ同じである。負傷以外では

じん肺及び合併症が数・割合ともに大きく減

少しているのが目立つが、これは安全衛生対

策の効果のほか、産業構造の変化も影響した

ものと思われる。なお、昭和63年には集計さ

れていない「過重な業務による脳血管疾患・

心臓疾患等」「強い心理的負荷を伴う業務に

よる精神障害」が平成28年には集計されてい

る。これは脳血管疾患・心臓疾患等について

は平成13年に、精神障害については平成23年

に、それぞれの労災認定基準が作成されたこ
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図19．衛生委員会の付議事項（労働安全衛生法第22条）

図20．業務上疾病者数の内訳（休業4日以上）
厚生労働省：「業務上疾病発生状況等調査」より作図
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とによる。なお、図20では平成28年の各発生

数は65件および41件だが、これは図21および

22で示した労災認定件数よりかなり少ない。

この不一致は、図20の「業務上疾病発生状況

等調査」は事業者から各年中に報告された発

生件数をもとに集計しているのに対して、図

21、22では、各年の労災認定件数をもとに集

計していることによる。労災認定では労働者

個人からの労災申請による認定数も含まれる

が、申請から認定までには時間がかるため事

業者による報告時には業務上疾病として認定

されていない場合が多い。このような事例が

事業者からの報告には含まれないことが、労

災認定数より相当少なくなっている主な理由

である。図７の労働災害による死傷者数の基

となっている「労働災害発生状況」について

も同様の事情があることから、「労働災害発

生状況」や「業務上疾病発生状況等調査」に

基づく労災発生件数や業務上疾病者数は労災

認定件数に比べて過小評価になっていること

に注意が必要である。

余談ではあるが、脳血管疾患・心臓疾患等

の労災認定基準作成の根拠１）には、筆者が

研究・執筆に関わった論文３編２-４）も用いら

れている。当時、過重労働者における急死が、

いわゆる「過労死」として社会問題となって

おり、その原因疾患として脳血管疾患・心臓

疾患が重要視されたことを受けて労災認定基

準が作成された。認定基準の明確化を受けて

平成14年には労災認定数が急増したが、認定

件数や死亡件数は平成19～20年以降、徐々に

減少している（図21）。これには過重労働対

策の一環として行われてきた長時間労働の是

正や長時間労働者に対する面接の実施が一部

寄与した可能性がある。図23のとおり就業時

間が週60時間以上の従業者の割合は着実に減

少しており、平成32年の目標値である５%を

達成しつつある。なお週60時間以上の労働は、

週40時間以上の労働を時間外労働として月換

算すると、いわゆる過労死ラインとされる時

間外労働月80時間以上に相当する。

一方、精神疾患の労災認定数は長時間労働

者の減少にも関わらず減少していない（図

22）。これは平成23年に認定基準が定められ

てから24年に認定件数が増加したこと、職業
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図21．脳血管疾患・心臓疾患の労災補償状況
厚生労働省：「過労死等の労災補償状況」より作図

図22．精神疾患の労災補償状況
厚生労働省：「過労死等の労災補償状況」より作図

図23. 雇用者のうち週間就業時間が60時間以上の
　　  従業者の割合 総務省：「労働力調査」より作図
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上のストレスと精神障害の関連について社会

的な認知が広まり、特にうつ病などについて

はありふれた障害であることが広く認知され

るようになった結果、精神障害であることを

公にすることに対する心理的バリアが低く

なったこと、その結果として労災の請求件数

が増加を続けていることがあげられる。

なお自殺も精神障害の労災認定対象となっ

ている。表４は警察省調べによる自殺の原因

別内訳である。自殺総計では勤務問題は第５

位だが、被雇用人・勤め人では第２位に位置

しており、勤労者では特に職業上の要因が自

殺原因として重要であることを示している。

自殺者総数の減少に伴って勤務問題による自

殺者数も減少しているが（図24）、被雇用

人・勤め人自殺者に占める勤務問題割合は約

25%と横ばいであり、職場での取り組みが相

変わらず重要であることを示している。メン

タルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割

合は平成14年以後急増して平成25年には約６

割に達したが、強い不安、悩み、ストレスが

ある労働者の割合は減少傾向を見せていない

（図25）。厚生労働省の最新の調査結果では、

労働者の強い不安、悩み、ストレスの内容で
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図24．被雇用人・勤め人の自殺者数年次推移
警察庁統計資料より作図

図25．メンタルヘルス対策とストレスの状況
厚生労働省：「労働安全衛生に関する調査」より作図

図26．強い不安、悩み、ストレスの内容（1人3つまで）
厚生労働省：「労働安全衛生に関する調査」より作図
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は「仕事の質・量」が最も多く、「仕事の失

敗、責任の発生等」が次いで多い（図26）。

このような労働者のストレス等を減らすのに

は限界があり、ストレス等があることを前提

として、ストレス等がメンタル不調に至った

早期の段階で、職場においてサポートする体

制をいかに構築するか考える必要がありそう

である。なおメンタルヘルス対策に取り組ん

でいる事業場の割合自体も平成25年以降伸び

悩んでいることも課題である。平成18年に公

示された「労働者の心の健康の保持増進のた

めの指針」では、事業場が心の健康づくり計

画を作成し、セルフケア、ラインによるケア、

事業場内産業保健スタッフ等によるケア、事

業場外資源によるケアの４つのケアによるメ

ンタルヘルス対策に取り組むことを求めてい

る（図27）。このメンタルヘルス対策も衛生

委員会の調査審議事項であり、衛生委員会の

重要性をここでも認識する必要がある。なお

平成27年に改正された指針では、メンタル不

調発生後の対応（二次予防、三次予防）につ

いて加筆されており、労働者にストレス等が

あることを前提とした取り組みの必要性を従

来以上に強調したものとなっている。新たに

労働者50人以上の事業場で義務化さ

れたストレスチェックやその事後措

置が効果を挙げることも期待されて

いる。

以上のように国では長時間労働の

是正や職場でのメンタルヘルス対策

に取り組んできた一方で、労働者に

過酷な労働を強いる「ブラック企

業」の問題や、過重労働に伴うメン

タル不調が原因とされる自殺の報道

が相次ぎ、社会的な問題となってい

る。先に図23で示したとおり、長時間労働従

業者の割合は減少してきているものの、労使

の合意があれば過酷な長時間労働も可能とす

る法的枠組みが残っていることが、その根源

的な問題として考えられている。そこで平成

29年３月には経団連と連合との間で時間外労

働の上限規制等に関する労使合意を得るに至

り、厚生労働省の労働政策審議会では、時間

外労働の上限規制を原則「月45時間、年360

時間」（休日労働分は含まない）とし、一時

的な繁忙期の上限を、休日労働を含み単月で

100時間未満とすることを基本とする労働基

準法の改正が建議された（図28）。政府は今

年一月からの通常国会で、この労働基準法改
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図27．労働者の心の健康の保持増進のための指針による４つのケア
（平成18年公示、平成27年改正）

厚生労働省・独立行政法人労働者健康福祉機構編： 
「職場における心の健康づくり～労働者の心の健康の保持増進のための指針～」より転載

出典：http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000153869.html
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正も含む「働き方改革関連法案」を提出する

とされている。しかしこの法案には、高収入

の専門職を労働時間規制対象から外すいわゆ

る「高度プロフェッショナル制度」なども含

まれており、これについては賛否両論がある

ことから、成り行きを見守りたい。

５ ．勤労者の医療・健康をめぐる課題に

ついての雑感

（１） 健診は勤労者の健康改善や早期医療に

有効に機能しているか？

勤労者の健診は、既に述べたように、労働

安全衛生法に基づく健康診断と、高齢者の医

療の確保に関する法律に基づく特定健康診査

との二重構造、学校教職員については学校安

全保健法に基づく健康診断との三重構造に

なっており、実施主体が事業者と医療保険者

に別れていることが事を複雑にしている。

事業者が実施する健康診断の第一の目的は、

図２で示した労働衛生の三管理のうちの「健

康管理」である。多くの人が誤解していると

思われるが、ここでの健康管理の主な目的は

労働者の健康を良好に保つための保健指導に

結びつけることではなく、労働者の健康状態

に応じた職務配置を行う労務管理である。基

本的に全ての勤労者が受診の対象となる一般

定期健康診断では過半数の受診者に何らかの

所見が指摘されるが（図29）。これらの有所

見者に対する健康教育等は労働安全衛生法で

は努力義務になっているため、健診結果の文

書による通知と簡単なコメントにとどってい

るところが多いのではないか。また受診勧奨

値となった場合にその結果は労使双方に伝え

られるが、医療機関を受診するかどうかは基

本的には労働者本人の判断になる。重度な健

康問題については産業医から受診が勧奨され

ることはあり得るものの、事業者側が積極的

に医療受診を勧めるかどうかについては事業

場によって温度差が大きい。ストレスチェッ

クの結果については高度な個人情報になるた

め本人が同意しないかぎり事業者に伝えられ

ない仕組みとなっており、就業上の措置につ

いては本人が求めない限り行われない（図

30）。

一方、特定健診の結果に基づく特定保健

指導等の保健指導は医療保険者に責務があ

る。勤労者の特定健診は一般定期健診と共同

で職場において行われるため、保健指導も職

場において勤務時間内に行えるのが望まし

い。しかしそのためには事業者に同意を得る
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必要がある。大企業では企業単位で健康保険

組合が設置され、事業者と保険者が重なって

いるため職場における勤務時間内での保健指

導は行いやすい。筆者も若い頃、特定健診が

始まるより相当前の時代に、某企業の保険者

が各地の事業場で行う保健指導に携わった経

験がある。一方、中小企業では保険者は全国

健康保健協会であり、事業者とは運営主体が

異なるため、保険者と事業者の連携が難しい

場合がある。筆者は同協会新潟県支部の顧問

医師を務めている関係から、同協会の保健担

当者から様々な悩みや課題を聴く機会がある

が、事業者によっては職場での保健指導に同

意が得られない場合も多いと聞く。実際、厚

生労働省が集計した被用者医療保険の強制被

保険者（＝被用者本人）の特定保健指導実施

状況では、特定保健指導の対象者に対する終

了者の割合が全国健康保健協会において最も

低い（表５）。また強く医療機関受診を勧め

たい労働者がいても、個人情報保護の観点か

ら、本人の同意がない限り保険者が

事業者に対して受診勧奨を働きかけ

ることができないなどの事情もある

ようである。また、本人に強く受診

を働きかけても、なかなか本人の受

診には結びつかない事例も多い。ス

トレスチェックに至っては、そもそも本人の

希望がなければ、保健指導や受診勧奨にも結

びつかない。

健診やストレスチェックが受診行動に結び

つかない事例が、なぜ多く認められるのであ

ろう。以下推測だが、入院や定期的な受診で

仕事を休む必要が生じるかもしれないことや、

就業上の措置に対する不安を感じている場合

に、適切な受診行動が阻害されるのではない

だろうか。就業上の措置として、収入が少な

い部署や望まない職種へ配置転換されること

は十分あり得る。極端な例ではあるが、視

覚障害を持つ短大教員が事務職に配置転換

されたことが訴訟によって無効にされた事例

が報道されている（図31）。この事例では労

働者が障害者であったため障害者差別解消法

によって事業者による合理的な配慮が義務づ

けられており、極端な配置転換が報道でとり

あげられたが、一般疾患での配置転換であっ

たらここまで表沙汰にはならなかった可能性

がある。またドライバーなどが健康上の問題

や内服薬の副作用等を理由として医師から

運転業務を禁じられた場合には職を失う可能

性もある。経済的な余裕がない事業場では健

康上の理由での解雇もあり得ないことではな

い。図32は法律で禁止されている解雇理由で

ある。ここには健康上の理由での解雇は業務

上の傷病の場合以外には含まれていない。た

とえ業務上の傷病であっても、療養する期間
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図31．無効とされた配置転換の事例
朝日新聞デジタル：2017年3月29日の記事より引用
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の後30日を過ぎれば解雇可能となる。古い話

だが、医療機関に医師として勤めていた際に、

患者に入院を勧めたが「クビになるかもしれ

ないから」となかなか同意が得られなかった

ことがある。ストレスチェック後の事後措置

については医師による面接指導の結果を理由

として労働者に対して不利益な措置を行うこ

とは禁止されているが、これを直接の理由と

せずに不利益な措置が行われる危惧を労働者

は捨てきれないかもしれない。健診やストレ

スチェックを勤労者の適切な健康・医療行動

に結びつけるためには、労働者が適切な医療

を受けて健康状態の悪化を防ぐことが事業者

にとってもメリットになることを事業者が認

識すること、および、健康上の理由によって

安易に労働者に不利な措置をとらないという

態度を事業者が明確にすることが、まず求め

られるのではないか。そのためには労働者の

代表が委員となっている衛生委員会の役割は

大きい。

（２） 産業保健の法制度体系から取り残され

る勤労者の問題

衛生委員会の設置や産業医の選任が必要と

なるのは労働者50人以上の事業場である。す

なわち、労働者が50人未満の中小企業ではい

ずれも設置・選任する義務を負わない。ま

た、たとえ大企業であっても、一事業場の労

働者数が50人未満であれば、その事業場には

設置・選任しなくて良い。労働者10人未満の

事業場では安全衛生推進者・衛生推進者さえ

も選任する義務はない。例えば飲食産業の

チェーン店などは、法人としての規模は大き

くても一店舗の労働者数が少なければ衛生委

員会も産業医も、場合によっては安全衛生推

進者も必要ないことになる。一時期、深夜営

業がある飲食店チェーンのブラックぶりが盛

んに報道されたが、このような事情も背景に

ある可能性がある。デパート等の小規模テナ

ント店員なども同様である。小規模事業場を

抱える大企業では、小規模事業場だからと

いって放っておくのではなく、複数の事業場

を包括する産業保健システムの構築が求めら

れるし、また、その構築を求めるような法制

度上の改革も必要と思われる。それでも取り

残されるのは労働者数が少ない中小企業であ

り、そこに働く労働者の健康を護り、必要な

医療が必要な時に受けられ、かつ、職も維持

されるようにするためにはどのような仕組み

が必要か、さらに考えていく必要がある。

（３） 高度専門職や医師の労働時間問題に関

する雑感

高度専門職や医師の労働時間問題について

雑感を述べたい。筆者は現在教育職にあると

ともに研究職にもある。その観点から、いわ

ゆる高度プロフェッショナル制度については

容認する立場にあるかもしれない。そもそも

筆者の労働時間には相当の自由度がある。教

員としての授業と、大学の役職にあるものと
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しての管理運営業務以外に行っている活動に、

労働と労働以外の区別をつけることが非常に

難しい。今現在行っている本執筆活動も、地

域貢献が責務に含まれる新潟県立大学の教員

としては、労働時間に含まれるのかもしれな

い。また本稿執筆のために行った知識と情報

の整理は、本学で担当している授業内容の充

実や本学衛生委員会委員としての職務に大き

く役立つものとなった。少なくとも勤務時間

中に本稿のような原稿を執筆することについ

ての制限はない。かといって、自宅で行って

いる執筆時間が労働時間として算入されるこ

とはない。高度プロフェッショナル制度が時

間外労働の上限規制等の例外として成立しな

ければ、これらの時間について労働時間か否

か明確にする必要が生じるであろう。一方で、

高度プロフェッショナル制度がいわゆる「残

業代ゼロ法案」との非難を浴びていることに

ついても、頷ける部分があることは否めない。

法制度をいかに整えても、それを悪用する抜

け道は必ずどこかに存在する。やはり法制度

に魂を入れるために求められるのは、第一に

は事業者の倫理であり、労働者としては衛生

委員会の活用などによって自らの健康を護れ

る職場を作り上げていくという意識ではない

だろうか。

医師の労働時間問題についてはさらに複

雑な問題をはらんでいる。医師は高度プロ

フェッショナル制度の対象には含まれず、図

28で示したように適用まで猶予期間はあるも

のの、時間外労働の上限規制等の対象職種に

含まれている。一方で、医師法第19条は「診

療に従事する医師は、診察治療の求めがあっ

た場合には、正当な事由がなければ、これを

拒んではならない」と定めている。都市部の

大病院ならいざしらず、医療機関が少ない地

域の小規模な中核病院において、時間外労働

の上限超過が診療を拒む正当な理由に含まれ

るとは思えない。災害等による繁忙状態にお

いてはなおさらである。そもそも医師におい

ても労働時間とそれ以外の時間を明確に区別

するのは難しい。診療技術を高めるための練

習やカルテを利用した症例の検討、診療情報

を利用した研究活動などは、医師が自らの能

力を高めるために行う「研鑽」であって労

働時間にはあてはまらないとの考え方がある。

新潟市民病院の研修医の自殺が労災と認定さ

れて半年、丁度本稿執筆中に新潟日報で関連

した特集記事が掲載されていた。12月21日の

記事では「研鑽」がとりあげられており、医

師側からは自己研鑽は医師として必須のもの

であって労働時間に組み込むのはなじまない

との主旨の意見が述べられていた。一方、研

修医のご遺族の弁護士は、例えば手術を指示

された場合には手術の前の練習や勉強も含め

て指示されたと考えるのが妥当であり、労働

に認めないのはおかしいとコメントしている。

平成29（2017）年４月の日本医事新報には

医師の働き方に関する調査結果が一部報告さ

れているが、研究や自己研鑽など診療外業

務を含めた労働時間は、常勤勤務医の男性

27.7%、女性17.3%が週60時間以上となってい

る５）。ここには当直や院外待機（オンコー

ル）の拘束時間は含まれていない。一方、奈

良県立奈良病院の産科医が提訴した当直業務

の時間外割増賃金を巡る裁判において、平成

25（2013）年に最高裁は、当直中に分娩や診

療行為が少なからず行われていたことから

「当直も時間外労働と認める」との一、二審

判決を支持し、判例として確定した。すなわ
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ち常態的に診療行為が発生するような当直に

おいては、診療に従事していない待機時間に

ついても時間外労働に該当することになった。

オンコールについては「病院の指示ではな

い」として時間外勤務には含めないとされた

が、逆に明確に病院の指示があった場合には

時間外勤務に含む可能性が残ったことになる。

すなわちこのような場合には当直と、場合に

よってはオンコールも、時間外労働の上限規

制等に含まれることになる。急患等への待機

や対応によって過重な精神的・身体的負担が

当直・オンコール医にかかってくる急性期病

院に関していえば妥当な判決であろう。一方、

多くの病院では夜間休日勤務を労働基準法に

基づいて時間外労働から除外できる「宿日

直」の許可を労働基準局から得ていると思わ

れる。先の判例の病院でもこの許可を得てい

たが、それが妥当ではなかったということに

なった。今後、同様に「宿日直」の許可が見

直される病院が生じた場合、勤務医の時間外

労働の上限超過を回避するためには医師を増

やす必要が生じる可能性があるが、ただでさ

え地方の医師不足が深刻な中、医師を確保で

きずに診療に支障を来す医療機関も出てくる

可能性がある。医師の働き方改革と地域医療

の確保を天秤にかけ、どのような解決策を見

いだすことができるか、検討するために残さ

れた時間は短い。

いずれにせよ、高度専門職も医師も、仮に

労働時間が曖昧であることを自ら容認するの

であれば、自らの健康にも十分気を配ること

が責務となることも認識すべきであり、事業

者側も該当労働者の健康には一般の労働者以

上に目を配る必要がある。

おわりに

今回行われたアンケート調査を契機として、

産業保健をめぐる課題について雑感を述べ

た。国は産業保健に関する制度の整備や改革

を進めてきており、着実に成果を挙げてきた

ことは評価すべきであろう。にもかかわらず

勤労者の健康問題について次々と新たな課題

が浮かび上がるのは何故であろう。ひとつに

は、解決すべき数多の課題のうち、社会的に

注目された１つの課題に解決の目処が立つと、

他に残されている課題に目が向けられるとい

う、いわゆる生き残り効果の側面はあると思

う。生き残っている課題が次々に見つかって

くるということは、勤労者の健康問題が解決

されるには長い道のりが残っているというこ

とであろう。そのなかで、事業者、労働者と

もに、産業保健に関する制度に魂を入れる努

力や意識改革が求められると思う。労働者が

クビを恐れて医者にかかれないなどというの

はもっての他であり、事業者は健康問題を来

して医療が必要になった労働者の職も確保す

るのだという意志を明確に表して、労働者が

安心して医療機関を受診できるような雰囲気

を醸成することが望まれる。一方労働者側も、

労働者の健康を護る環境は国や事業者から与

えられるのを待つのではなく、自らの問題と

して取り組み作り上げていくものだという意

識を持つ必要がある。そのためには、衛生委

員会など、労働者が関わることができるシス

テムがあることを十分に認識して活用する必

要がある。一方、産業保健の法制度上の枠組

みから外れる中小企業や小規模事業場の労働

者の健康を護り、必要な医療を受ける機会を

いかに保障していくのかについては、さらに

考えていく必要がある。
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【 Ⅱ．「勤労者と職場の安全対策」に　
　　かかわる実態調査の集約と分析 】
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実態調査の概要と目的

　　＊調査期間：2017年９月８日～25日

　　＊調査対象：一般社団法人 新潟県労働者福祉協議会　加盟労働組合（事業所）

　　＊ 対象抽出： 上記対象より地域、規模、業種を勘案し182労働組合（事業所）を抽出（郵送

による依頼）

　　＊回 答 数：125労働組合（事業所）

　　＊回 答 率：68.68％

　「勤労者と職場の安全対策」にかかわる実態調査は、調査・研究のテーマである勤労者の健康

と医療についてそれぞれの職場の実態を把握することを目的とし、実施したものである。

　その視点として、産業保健の拠りどころとなっている労働安全衛生法による制度の理解や実施

実態を中心に行った。

　対象とした労働組合（事業所）数は、決して多いとは言えないが、県内の人口に応じた地域、

就労者数、業種を新潟県労働者福祉協議会に加盟する労働組合（事業所）の中から抽出し、調査

要請を行った。

　調査要請の抽出にあたっては、就労者数について重視することとし、労働安全衛生法による具

体的な制度整備（安全衛生管理組織の基準など）のもととなっている、一事業所100人以上を中

心に約５割、同50人以上100人未満を約３割、50人未満を約２割とした。

　対象とした事業所は、労働組合組織が結成され基本的には産業別単一労働組合（全国単産）に

加盟し、一単産を除いては連合（日本労働組合総連合会）に加盟している。

　業種とのかかわりもあることから、事業所抽出数の違いはあるが新潟県内に所在する全ての単

産を網羅し抽出を行った。

　抽出した単組（事業所）は、公務・公共関係では県・市町村職場33事業所、学校職場が20校と

なった。民間事業所からの回答は53事業所となり、その他として８事業所からの回答をいただい

た。

　調査依頼対象は、労働組合が結成され就労者の大半が組合員として組織されており、日常的な

労働組合の活動があると考えられる事業所を基本的に選んでおり、中小や未組織職場に比べ労働

安全に対する意識や認識が高い職場であると考えられる。

　実態調査の集約については、全体集約及び【１】職場・労働組合の基本情報をもとに、①運営

区分、②業種、③勤務状況、④職場の内外勤の状況、⑤就労者数、⑥就労者の男女比率、それぞ

れの区分による集約を行った。

「勤労者と職場の安全対策」にかかわる実態調査の集約と分析
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　また、報告論文の資料として、いくつかのクロス集約を行ったところである。

　実態調査のデータはかなりの内容・量となるため、本報告書では掲載容量を考慮し、全体集約

の全設問の回答状況と各区分による回答の集約比較の抜粋を紹介することとした。

　なお、他の集約及び他のクロス集計内容は、電子データとして保管・提供することとし、必要

に応じてクロス集計が可能なALLロウデータも電子データとして提供を可能とした。

報告書に掲載する実態調査（アンケート）の集約内容

　　№１．全体集約（グラフ）：事業所数【125】

　　№２．民間企業と公務・公共職場の比較集約：事業所数【53：64】（抜粋）

　　№３．就労者数別の比較集約：事業所数【25：28：72】（抜粋）

　　№４．業種別の比較集約：事業所数【125】（抜粋）

　　№５．内勤・外勤者各80％以上職場の比較集約【81：14】（抜粋）

　　

　報告書では、上記の集約内容について、それぞれのデータ紹介の前文に数値をもと

にした分析の内容等を掲載することとし、主張や提言については各論文の中で理解を

深めていただきたい。

　

　最後となりますが、本調査にご協力いただいた皆様に、感謝申し上げます。
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調査の目的
＊ 本調査は、県内企業(労働組合)における職場安全対策や働くことに起因する健康課題の状況等

についてアンケート調査を行い、「勤労者医療と職場安全対策」の現状と課題を把握するとと
もに、得られた結果を基に、勤労者の生活向上に資することを目的として、仕事と健康･安全
に関する提言を行うためのものです。

調査概要
＊調査対象は、連合新潟に加盟する主な労働組合です。
＊アンケート用紙の配布方法
　　◎連合新潟を通して、新潟県自治研究センターから対象の各単産・単組への郵送。
＊ 皆様からいただきましたご回答は、集約・分析を行い、実効策等への提言を含め、「あしたへ 

―医療のセーフティー・ネット 『勤労者医療の現実と将来へのステップ』に関する調査･研究
報告書」（仮称）として、公表することとしています（2018年2月発刊予定）。

＊ご回答については、目的以外での活用はいたしません。
＊本調査・研究は、一般社団法人 新潟県労働者福祉協議会からの調査・研究受託事業として、
　　公益社団法人 新潟県自治研究センター が実施するものです。　
＊趣旨をご理解いただき、何卒ご協力をお願い申し上げます。

調査書類内容
① アンケート用紙（全５ページ）
② 回答用封筒（返送用：切手不要）
　　＊返送用封筒は、アンケートを同封しご投函ください。

ご回答いただくにあたり
１，（複数回答）の標記のある質問以外は、一つを選んでください。
２，ご返送いただくもの・・・本アンケート用紙　及び　参考となる資料等です。
３，ご記入いただいた用紙等は、
　　返送用（切手不要）封筒で 2017年9月25日までにご投函・ご提出してください。

《ソーシャル･セーフティ・ネット（SSN）を考える－Ⅳ》

「県内企業（労働組合）における
　『勤労者医療と職場安全対策の現状』に関する調査」
　　　　　　　　　　　　　　へのご協力のお願い

一般社団法人　新潟県労働者福祉協議会
公益社団法人　新潟県自治研究センター

調査についてのお問合せ先　（問合せ時間：平日9：00～16：00）
　公益社団法人　新潟県自治研究センター
　　　新潟市中央区新光町6−7　　電話：025-281-8060　　担当：桝口・斎藤・平間
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《　設　問　》

【１】職場・労働組合の基本情報

１）単産・労働組合名
　　　単産名：　　　　　　　　　　　　　　労働組合名：　　　　　　　　　　　　

２）業種・勤務状況など
　　Q1）運営区分
　　　□①民間企業　　　□②公務・公共団体　　　□③それ以外

　　Q2）業種　（複数回答）
　　　□①農林水産　　□②製造　　□③営業･販売　　□④建設
　　　□⑤電気･ガス･水等の供給　　□⑥運輸･郵便　　□⑦宿泊･飲食　　□⑧交通サービス
　　　□⑨ＩＴ･情報通信　　　　　 □⑩金融･保険　　□⑪教育　　　　 □⑫保育
　　　□⑬医療　　□⑭介護･福祉関連　　□⑮国･自治体行政　　□⑯その他

　　Q3）貴職場の主な勤務状況はどのようになっていますか？　（複数回答）
　　　□①変則的な勤務　　□②拘束時間の長い勤務　　□③出張の多い勤務
　　　□④交代制勤務・深夜勤務　　□⑤危険物を扱う業務
　　　□⑥機械（自動車）等を操作する業務　　□⑦時間外勤務が恒常化している業務
　　　□⑧その他
　　　　具体的にお書きください：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　Q4）貴職場の内外勤の状況
　　　□①主に内勤となっている人の割合・・・（約　　　％程度）
　　　□②主に外勤となっている人の割合・・・（約　　　％程度）

　　Q5）就労者数（複数職場の場合は1事業所の人数）
　　　□①50人未満　　　□②50～99人　　　□③100人以上

　　Q6）就労者の男女比率

「勤労者と職場の安全対策」にかかわる
実態調査アンケート

構成割合
男　性 約　　　　％程度
女　性 約　　　　％程度
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【２】労働安全衛生管理体制の状況

　＊ 労働安全衛生法に基づく体制は、事業場の業種・規模によって以下の選任・設置が義務付け
られています。

　　　統括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・安全衛生推進者
　　　安全委員会・衛生委員会

　　Q1）上記の区分や内容を就労者全体で、理解･承知されていますか？
　　　□①十分理解･承知されている
　　　□②おおむね理解･承知されている
　　　□③約半数の者は、理解･承知している
　　　□④ほとんどの者は、理解･承知していない
　　　□⑤全く理解・承知されていない

　　Q2）貴職場での選任状況はいかがですか？（選任されている全てをお答えください）
　　　□①統括安全衛生管理者　　□②安全管理者   
　　　□③衛生管理者　　　　　　□④安全衛生推進員

　　Q3）職場では、労働者の意見反映するための下記委員会が設置されていますか？
　　　□①安全委員会（一定業種で常時100人以上・特定業種は50人以上）
　　　□②衛生委員会（全ての業種で50人以上）
　　　□③わからない

　　Q4）前問Q3）でお答えの委員会の開催状況はいかがですか？
　　　　（対象期間2016年1月～12月）
　　　□①定期的に開催されている（年　　　回）
　　　□②不定期だが、開催されている（年　　　回）
　　　□③問題が起きたときに開催されている（年　　　回）
　　　□④ほとんど（年3回以下）開催されていない
　　　□⑤わからない

　　Q5）貴職場における安全衛生委員会の性格･位置づけはどのようなものとお考えですか？
　　　　（複数回答）
　　　□①安全衛生活動のチェック機能（日常的な職場環境の点検などを行う）
　　　□②審議調整機能（労使で出された課題についての調整を行う）
　　　□③労働者の意見聴取の場（労使双方による実態の意見聴取などを行う）
　　　□④調査機能（問題点や改善点などの調査を行う）
　　　□⑤意思決定機能（事業者への意見や改善の決定を行う）
　　　□⑥実行機能（必要な改善の実施とその把握などを行う）
　　　□⑦その他
　　　　具体的にお書きください：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　Q6）委員会では意見や要望は出されていますか？　
　　　　 また、それらの課題解決の取組みは行われていますか？
　　　□①意見･要望は反映され、課題解決の検討を行い実現している
　　　□②意見や要望は出されるが、「検討する」で終わることが多い　　
　　　□③報告が中心で議論は少ない
　　　□④問題意識が薄く、形式的な開催となっている

　　Q7）委員会の開催にあたり、職場での意見交換や議論が行われていますか？
　　　□①日常的に会議を開催している
　　　□②委員会開催前に、意見や要望を聞く機会を設けている
　　　□③意見や要望などは、いつでも委員に申し出る状況にある　　
　　　□④特に行っていない

　　Q8）現在、貴委員会で課題となっている事案を選んでください。（複数回答）
　　　□①個々の職場環境の課題（照明・冷暖房など）　　□②長時間勤務の問題　　
　　　□③メンタルヘルス問題　　　　□④「働き方改革」について
　　　□⑤労働災害・事故への対処　　□⑥女性労働者の保護や課題
　　　□⑦その他
　　　　具体的にお書きください：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　Q9）産業医の選任と関係はどのようになっていますか？
　　　□①産業医は選任され、いつでも連絡が取れる
　　　□②産業医は選任されているが、日常的なつながりはない
　　　□③産業医は選任されているが、同じ事業所の職員である（医療職場など）
　　　□④産業医が選任されているか、誰なのか分からない
　　　□⑤産業医は選任されていない・・・（Q10は、回答必要なし）

　　Q10）産業医と委員会の関係はどのようになっていますか？
　　　□①産業医は委員会に出席し、助言等を行っている
　　　□②産業医は、要請があった場合のみ出席することとなっている
　　　□③産業医は、委員会に出席していない
　　　□④その他
　　　　具体的にお書きください：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【３】労働災害の状況
　　Q1）貴職場での労働に関わる健康問題の訴えはいかがですか？
　　　□①増えているように強く感じている（訴えが多い）
　　　□②以前とあまり変化はない
　　　□③以前より減少している
　　　□④把握されていない
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　　Q2）労働災害認定の申請状況はいかがですか？ 
　　　□①認定請求に際し、特に問題はなく申請されている
　　　□②認定請求に際し、事業者からの抵抗が感じられ難しいことがある
　　　□③わずらわしさなどから、本人が請求しないケースがある
　　　□④把握されていない

　　Q3）労働災害認定の件数状況はいかがですか？
　　　□①増えている
　　　□②以前とあまり変化はない
　　　□③以前より減少している
　　　□④把握されていない

　　Q4）労働災害防止の法律等の遵守や協力の状況（事業者・管理者・同僚etc.）
　　　□①全て問題はなく、必要な防止対策が行われている
　　　□②防止対策を決めても、実施に問題を抱えることが多い
　　　□③事業者・管理者の協力が得づらい
　　　□④同僚や職場内での理解が不足し、十分な成果があげられていない

　　Q5）今後の労働災害防止にむけて、どのような課題が重要かつ必要と考えますか？
　　　　 あてはまる項目を全て選んでください。（複数回答）
　　　□①メンタルヘルスへの対策
　　　□②長時間労働への対策
　　　□③労働密度増大への対策
　　　□④勤務･作業環境の改善
　　　□⑤女性の就労環境の対策
　　　□⑥高齢者の就労環境の対策
　　　□⑦その他
　　　　具体的にお書きください：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【４】労働組合としての取り組みと職場の状況について

　　Q1） 労働安全に関する周知や啓発にむけた取組みの状況で、あてはまる項目を全て選んで
ください。（複数回答）

　　　□①労働安全に関わる学習会を行っている
　　　□②労働側委員との定期的な意見交換の場を設定している
　　　□③産業医との意見交換を行い、助言を得るようにしている
　　　□④組合員に対し、相談の窓口を設置している
　　　□⑤安全衛生委員会の開催報告を行っている
　　　□⑥問題把握のため、アンケートなどの調査を行っている
　　　□⑦特に行っていない
　　　□⑧その他
　　　　具体的にお書きください：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　Q2）健康や職場環境などについて、組合員からの相談等の状況はいかがですか？
　　 ⅰ）過去２年間の相談実績について
　　　□①相談実績がある
　　　□②相談実績はない

　　 ⅱ）相談窓口の状況について
　　　□①組合員への相談窓口の周知は、十分に行われている
　　　□②組合員への相談窓口の周知は、十分とはいえない
　　　□③ほとんどの組合員は相談窓口があることを知らない
　　　□④全く周知されていない

　　Q3）現在、労働組合として労働安全衛生に関わる具体的な要求を行っていますか？
　　　□①現時点では、要求するものはない
　　　□②要求課題があり、要求している
　　　□③要求課題はあるが、要求していない

　　Q4）職場での安全･保健の環境や対策で実施されている項目を全て選んでください。
　　　　（複数回答）
　　　□①健康管理室の設置　　　□②診療施設の設置　　□③運動施設（体育館等）の設置
　　　□④休憩室の設置　　　　　□⑤残業制限　　　　　□⑥年休取得推奨　　
　　　□⑦メンタルヘルス教育　　□⑧労働安全衛生に関する社内報や健康関連冊子等の配布
　　　□⑨喫煙対策　　　　　　　□⑩保健対策　　　　　□⑪職場巡視（安全パトロール）
　　　□⑫職場清掃管理　　　　　
　　　□⑬その他
　　　　具体的にお書きください：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　最後に、調査項目や労働安全（健康・職場環境・安全衛生委員会など）に関するご意見等があ
りましたら、ぜひお聞かせください。

　ご回答いただき、ありがとうございました。　
＊ なお、貴組合で参考となります資料等がありましたら、同封いただけますようお願い申し上げ
ます。
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本実態調査先の抽出にあたっては、労働者福祉協議会及び連合新潟とも相談のうえで依頼をし

たが、182労働組合への依頼に対して68.68％の回答状況であった。

回答状況では、自治労（県職労）、電力総連、全港湾、紙パ連合、私鉄総連、全国ガス、全労

金、JR連合、労災労連、政労連は100%の回答率であった。

全体集約による特徴的な勤務状況（１-Q３）として、それぞれの事業所の特徴として「出張

が多い」12%、「交代制・深夜勤務」36%などがあるが、業種にかかわらず「時間外勤務が恒常

化している」50.4％、「拘束時間が長い」27.2%など、働く時間が一日の就労時間（８時間）を

超える勤務状況がみられる。

労働安全衛生管理体制の就労者の理解・周知度（Q２-１）では、28.8％の職場で「ほとんどの

ものは、理解・承知していない」との回答であった。

また、各種の選任状況は全体としては法的な措置義務が守られているが、努力義務の必要性を

考慮すると最低限の対応であると考えられる。衛生委員会などの設置で、「わからない」3.2%の

回答があることは少ないとはいえ、委員会を通した対応の有無も含め考えられない状況である。

委員会の開催状況（２-Q４）では、義務付けされていない職場は未記載の回答となってい

ることから、ほとんどの職場では開催されている。しかし、開催回数は年に６回以下が18職場

18.5％となっている。また開催状況が「わからない」２職場の回答は、委員の選考自体にも問題

があると言わざるを得ない。

委員会の状況（２-Q６）は、「報告が中心で議論は少ない」36.0%、「問題意識が薄く、形式

的な開催となっている」40.0%との回答であり、「意見や要望は出されるが、『検討する』で終

わることが多い」8.8%を加えると回答の９割を超えている状況である。そのことは、開催前の職

場対応（２-Q７）で、「意見や要望などは、いつでも委員に申し出る状況にある」36.0%、「特

に行っていない」40.0％と回答者が一致していることからも、日常的な産業保健に対しても、委

員会の開催にあたっても、対応の低さと機会を活かす意識の低さを示している。

委員会の課題（２-Q８）では、これまで一般的に行われてきている「個々の職場の環境の課

題」48.8%、「労働災害・事故への対応」44.0%は、未記載回答を除けばほぼ半数で行われている

が、決して高い割合とは言えないであろう。

近年問題とされている「長時間勤務の問題」45.6%、「メンタルヘルス問題」46.4%は未記載回

答を除けば半数の職場で委員会の課題となっている。政府が提唱する「働き方改革」14.4%は、

具体性に乏しいことから課題として取り上げる職場が少ないことがわかる。しかし、「働き方」

「勤労者と職場の安全対策」にかかわる実態調査の考察

№１　全体集約
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は長時間勤務やメンタルヘルスの課題とも大きくかかわることから、委員会での議論は不可欠と

いえるのではないだろうか。

産業医の選任（２-Q９）と関係（２-Q10）については、現在の医師不足問題や産業医の役割

の明確さが欠けることなどから、十分に役割を果たしているとは言えない回答となっている。労

働安全衛生法では、産業医の委員会への委員としての参加を義務付けているが、その対応は３割

程度となっている。

就労者の健康と労働災害の状況の把握では、就労者の健康問題（３-Q１）では回答未記載と

把握されていないを除けば、「増えているように強く感じている」26.0％と高く、「以前より減

少している」5.4％と比べ、全体的には職場では様々な健康問題を抱える就労者が拡大している

と認識すべきであろう。

労働災害の認定（３-Q２）では、特に問題なく申請されていると考えられる。しかし、若干

ではあるが、請求しないケースがあることは見過ごしてはならない。それにもまして問題である

ことは、認定の件数状況（３-Q３）にもみられるように、「把握されていない」との回答が多

いことである。また、近年問題が拡大している「過労死」や「メンタル問題」は、その要因が労

働災害に該当するか否かの証明が難しいことや雇用者責任が問われることとなるため、労災認定

を拒むケースが多い。そのようなケースが増加している状況に応じた対応や認識を、労使ともに

共有する必要があるであろう。

産業保健や労働安全への就労者に対する周知や啓発（４-Q１）については、回答の約７割の

職場で何らかの対応がとられている。学習会の開催や委員会の開催報告などは、就労者の意識高

揚に有効と考えられ、回数や内容の工夫が求められる対応である。

「組合員に対し、相談窓口を設置している」27.2％は、労働組合の対応として極めて問題では

ないだろうか。組合員とその家族の安全や安心を守ることは労働条件の改善と直接かかわる問題

であり、組合員との接点である窓口の設置は当然の使命であろう。また、窓口の設置にかかわら

ず相談に応ずる対応が求められるが、相談実績や窓口状況（４-Q２-ⅰ・ⅱ）は、組合員に安心

を与える対応が不十分であると言わざるを得ない。回答の約７割の職場では、「周知が不十分」

であることを認識しており、組合員にとっては「頼りになる存在」となっていないことが懸念さ

れる。

労働安全衛生にかかわる要求課題の有無（４-Q３）の現状は、６割超える職場で課題がある

と回答している。また、現状の具体的対策（４-Q４）では、何らかの対策が施されている状況

が解る。休憩室の設置や安全パトロールの実施などは、回答数が多い。しかし、残業制限や年休

取得奨励などの労働軽減やメンタルヘルス教育への対策が回答の５割に達せず、表面的な対策に

とどまっていると推測される。
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「勤労者と職場の安全対策」にかかわる実態調査
【№１ 全体集約】

【１】　職場・労働組合の基本情報

Q1）運営区分

運営形態 回答数 回答比率

①民間企業 53 42.4%

②公務・公共団体 64 51.2%

③それ以外 8 6.4%

回答職場数 125 100.0%
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Q2）業種　【複数回答】

業　　種 回答数 回答比率

①農林水産 0 0.0%

②製造 20 14.1%

③営業・販売 8 5.6%

④建設 4 2.8%

⑤電気・ガス・水等の供給 7 4.9%

⑥運輸・郵便 9 6.3%

⑦宿泊・飲食 0 0.0%

⑧交通サービス 4 2.8%

⑨ＩＴ・情報通信 4 2.8%

⑩金融・保険 4 2.8%

⑪教育 21 14.8%

⑫保育 1 0.7%

⑬医療 11 7.7%

⑭介護・福祉関連 9 6.3%

⑮国・自治体行政 31 21.8%

⑯その他 9 6.3%

記載（業種）数 142 100.0%

回答職場数 125 113.6%
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Q3）貴職場の主な勤務状況は、どのようになっていますか？　【複数回答】

主な勤務状況 回答数 回答比率

①変則的な勤務 28 22.4%

②拘束時間の長い勤務 34 27.2%

③出張の多い勤務 15 12.0%

④交代制勤務・深夜勤務 45 36.0%

⑤危険物を扱う業務 17 13.6%

⑥機械（自動車）等を操作する業務 30 24.0%

⑦時間外勤務が恒常化している業務 63 50.4%

⑧その他 20 16.0%

記載（職場）数 116 92.8%

未記載（職場）数 9 7.2%

回答職場数 125 100.0%
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Q4）職場の内外勤の状況

内勤と外勤の割り合い 回答数 回答比率 80％以上の職場

①内勤： 0～20％  ＊外勤：80～100％ 14 11.2% 内勤 81

②内勤：21～40％  ＊外勤：60～79％ 3 2.4% 外勤 14

③内勤：41～60％  ＊外勤：40～59％ 9 7.2%

④内勤：61～80％  ＊外勤：20～39％ 16 12.8%

⑤内勤：81～100％ ＊外勤： 0～19％ 78 62.4%

未記載（職場）数 5 4.0%

回答職場数 125 100.0%
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Q5）就労者数（複数職場の場合は１事業所の人数）？

就業者数 回答数 回答比率

①５０人未満 25 20.0%

②５０人～９９人 28 22.4%

③１００人以上 72 57.6%

回答職場数 125 100.0%
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Q6）就労者の男女比率？

男性と女性の割り合い 回答数 回答比率 80％以上の職場

①男性： 0～20％  ＊女性：80～100％ 9 7.2% 男性 43

②男性：21～40％  ＊女性：60～79％ 20 16.0% 女性 9

③男性：41～60％  ＊女性：40～59％ 24 19.2%

④男性：61～80％  ＊女性：20～39％ 29 23.2%

⑤男性：81～100％ ＊女性： 0～19％ 35 28.0%

未記載（職場）数 8 6.4%

回答職場数 125 100.0%
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【２】　労働安全衛生管理体制の状況

Q１）労働安全衛生法に基づく体制区分や内容を就労者全体で、
      理解・承知されていますか？

労働安全衛生法の理解・周知度合い 回答数 回答比率

①十分理解・承知されている 12 9.6%

②おおむね理解・承知されている 55 44.0%

③約半数の者は、理解・承知している 22 17.6%

④ほとんどの者は、理解・承知していない 36 28.8%

⑤全く理解・承知されていない 0 0.0%

回答職場数 125 100.0%
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Q2）貴職場での選任状況はいかがですか？　【複数回答】
      （選任されている全てをお答えください）

選任状況 回答数 回答比率

①統括安全衛生管理者 64 51.2%

②安全管理者 72 57.6%

③衛生管理者 90 72.0%

④安全衛生推進員 31 24.8%

記載（職場）数 116 92.8%

未記載（職場）数 9 7.2%

回答職場数 125 100.0%
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Q3)職場では、労働者の意見反映するための下記委員会が設置されていますか？
      【複数回答】

各種委員会の設置状況 回答数 回答比率

①安全委員会
　（一定業種で常時100人以上、特定業種は50人以上）

65 52.0%

②衛生委員会
　（全ての業種で50人以上）

98 78.4%

③わからない 4 3.2%

未記載（職場）数 13 10.4%

回答職場数 125 100.0%
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Q4）設問Q3）でお答えの委員会の開催状況はいかがですか？

　Ｑ4－１）開催状況

委員会の開催状況 回答数 回答比率

①定期的に開催されている 93 74.4%

②不定期だが、開催されている 10 8.0%

③問題が起きたときに開催されている 3 2.4%

④ほとんど開催されていない
　（年3回以下）

6 4.8%

⑤わからない 2 1.6%

未記載（職場）数 11 8.8%

回答職場数 125 100.0%



− 49 −

　Ｑ4－2）開催回数／年

開　催　数 回答数 回答比率

０回 0 0.0%

１回 2 1.6%

２回 1 0.8%

３回 4 3.2%

４回 7 5.6%

５回 1 0.8%

６回 3 2.4%

７回 0 0.0%

８回 2 1.6%

９回 0 0.0%

１０回 3 2.4%

１１回 0 0.0%

１２回 79 63.2%

１３回 0 0.0%

未記載（職場）数 22 17.6%

回答職場数 125 100.0%
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Q5)貴職場における安全衛生委員会の性格･位置づけはどのようなものとお考えですか？
      【複数回答】

安全衛生委員会等の性格・位置づけ 回答数 回答比率

①安全衛生活動のチェック機能
　（日常的な職場環境の点検などを行う）

103 82.4%

②審議調整機能
　（労使で出された課題についての調整を行う）

44 35.2%

③労働者の意見聴取の場
　（労使双方による実態の意見聴取などを行う）

61 48.8%

④調査機能
　（問題点や改善点などの調査を行う）

73 58.4%

⑤意思決定機能
　（事業者への意見や改善の決定を行う）

41 32.8%

⑥実行機能
　（必要な改善の実施とその把握などを行う）

57 45.6%

⑦その他 3 2.4%

未記載（職場）数 8 6.4%

回答職場数 125 100.0%
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Q6）委員会では意見や要望は出されていますか？
      また、それらの課題解決の取組みは行われていますか？

委員会での意見や要望と取り組み状況 回答数 回答比率

① 意見･要望は反映され、課題解決の検討を行い実現
している

9 7.2%

② 意見や要望は出されるが、「検討する」で終わること
が多い

11 8.8%

③報告が中心で議論は少ない 45 36.0%

④問題意識が薄く、形式的な開催となっている 50 40.0%

未記載（職場）数 9 7.2%

回答職場数 125 100.0%
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Q7）委員会の開催にあたり、職場での意見交換や議論が行われていますか？

委員会開催に向けた職場の意見集約等の状況 回答数 回答比率

①日常的に会議を開催している 9 7.2%

②委員会開催前に、意見や要望を聞く機会を設けている 11 8.8%

③ 意見や要望などは、いつでも委員に申し出る状況に
ある

45 36.0%

④特に行っていない 50 40.0%

未記載（職場）数 10 8.0%

回答職場数 125 100.0%
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Q8）現在、貴委員会で課題となっている事案を選んでください。
      【複数回答】 

課題となっている事案 回答数 回答比率

①個々の職場環境の課題
　（照明・冷暖房など）

61 48.8%

②長時間勤務の問題 57 45.6%

③メンタルヘルス問題 58 46.4%

④「働き方改革」について 18 14.4%

⑤労働災害・事故への対処 55 44.0%

⑥女性労働者の保護や課題 8 6.4%

⑦その他 7 5.6%

記載（職場）数 114 91.2%

未記載（職場）数 11 8.8%

回答職場数 125 100.0%
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Q9）産業医の選任と関係はどのようになっていますか？

産業医の選任と関係 回答数 回答比率

①産業医は選任され、いつでも連絡が取れる 69 55.2%

②産業医は選任されているが、日常的なつながりはない 29 23.2%

③ 産業医は選任されているが、同じ事業所の職員である
（医療職場など）

6 4.8%

④産業医が選任されているか、誰なのか分からない 8 6.4%

⑤産業医は選任されていない 7 5.6%

未記載（職場）数 6 4.8%

回答職場数 125 100.0%
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Q10）産業医と委員会の関係はどのようになっていますか？

産業医と委員会の関係 回答数 回答比率

① 産業医は委員会に出席し、助言等を行っている 41 32.8%

② 産業医は、要請があった場合のみ出席することと
なっている

27 21.6%

③産業医は、委員会に出席していない 38 30.4%

④その他 5 4.0%

未記載（職場）数 14 11.2%

回答職場数 125 100.0%
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【３】　労働災害の状況

Q1）貴職場での労働に関わる健康問題の訴えはいかがですか？

健康問題の状況 回答数 回答比率

①増えているように強く感じている
　（訴えが多い）

24 19.2%

②以前とあまり変化はない 76 60.8%

③以前より減少している 5 4.0%

④把握されていない 19 15.2%

未記載（職場）数 14 11.2%

回答職場数 125 100.0%
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Q2）労働災害認定の申請状況はいかがですか？ 

労働災害認定の申請状況 回答数 回答比率

①認定請求に際し、特に問題はなく申請されている 78 62.4%

② 認定請求に際し、事業者からの抵抗が感じられ難し
いことがある

9 7.2%

③ わずらわしさなどから、本人が請求しないケースが
ある

6 4.8%

④把握されていない 27 21.6%

未記載（職場）数 5 4.0%

回答職場数 125 100.0%
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Q3）労働災害認定の件数状況はいかがですか？

労働災害の認定状況 回答数 回答比率

①増えている 14 11.2%

②以前とあまり変化はない 59 47.2%

③以前より減少している 15 12.0%

④把握されていない 32 25.6%

未記載（職場）数 5 4.0%

回答職場数 125 100.0%
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Q4）労働災害防止の法律等の遵守や協力の状況（事業者・管理者・同僚etc.）

法律等の遵守・協力の状況 回答数 回答比率

①全て問題はなく、必要な防止対策が行われている 59 47.2%

②防止対策を決めても、実施に問題を抱えることが多い 29 23.2%

③事業者・管理者の協力が得づらい 5 4.0%

④ 同僚や職場内での理解が不足し、十分な成果があげ
られていない

26 20.8%

未記載（職場）数 6 4.8%

回答職場数 125 100.0%
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Q5）今後の労働災害防止にむけて、どのような課題が重要かつ必要と考えますか？
      あてはまる項目を全て選んでください。　【複数回答】 

重要かつ必要な課題 回答数 回答比率

①メンタルヘルスへの対策 91 72.8%

②長時間労働への対策 82 65.6%

③労働密度増大への対策 49 39.2%

④勤務･作業環境の改善 70 56.0%

⑤女性の就労環境の対策 17 13.6%

⑥高齢者の就労環境の対策 26 20.8%

⑦その他 6 4.8%

記載（職場）数 121 96.8%

未記載（職場）数 4 3.2%

回答職場数 125 100.0%
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【４】　労働組合としての取り組みと職場の状況について

Q1）労働安全に関する周知や啓発にむけた取組みの状況で、
      あてはまる項目を全て選んでください。　【複数回答】 

周知や啓発の取り組み 回答数 回答比率

①労働安全に関わる学習会を行っている 15 12.0%

②労働側委員との定期的な意見交換の場を設定している 38 30.4%

③ 産業医との意見交換を行い、助言を得るようにしている 15 12.0%

④組合員に対し、相談の窓口を設置している 34 27.2%

⑤安全衛生委員会の開催報告を行っている 42 33.6%

⑥問題把握のため、アンケートなどの調査を行っている 22 17.6%

⑦特に行っていない 32 25.6%

⑧その他 8 6.4%

記載（職場）数 122 97.6%

未記載（職場）数 3 2.4%

回答職場数 125 100.0%
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Q2)健康や職場環境などについて、組合員からの相談等の状況はいかがですか？

Q2－ⅰ)過去２年間の相談実績について

相談の状況 回答数 回答比率

①相談実績がある 63 50.4%

②相談実績はない 57 45.6%

未記載（職場）数 5 4.0%

回答職場数 125 100.0%
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Q2－ⅱ)相談窓口の状況について

相談窓口の状況 回答数 回答比率

①組合員への相談窓口の周知は、十分に行われている 40 32.0%

②組合員への相談窓口の周知は、十分とはいえない 55 44.0%

③ほとんどの組合員は相談窓口があることを知らない 18 14.4%

④全く周知されていない 5 4.0%

未記載（職場）数 7 5.6%

回答職場数 125 100.0%
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Q3)現在、労働組合として労働安全衛生に関わる具体的な要求を行っていますか？

具体的要求の有無 回答数 回答比率

①現時点では、要求するものはない 44 35.2%

②要求課題があり、要求している 67 53.6%

③要求課題はあるが、要求していない 11 8.8%

未記載（職場）数 3 2.4%

回答職場数 125 100.0%
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Q4)職場での安全･保健の環境や対策で実施されている項目を全て選んでください。
　　 【複数回答】

実施している対策 回答数 回答比率

①健康管理室の設置 20 16.0%

②診療施設の設置 11 8.8%

③運動施設（体育館等）の設置 10 8.0%

④休憩室の設置 84 67.2%

⑤残業制限 48 38.4%

⑥年休取得推奨 61 48.8%

⑦メンタルヘルス教育 56 44.8%

⑧ 労働安全衛生に関する社内報や関連冊子等の配布 32 25.6%

⑨喫煙対策 56 44.8%

⑩保健対策 21 16.8%

⑪職場巡視（安全パトロール） 79 63.2%

⑫職場清掃管理 45 36.0%

⑬その他 1 0.8%

記載（職場）数 118 94.4%

未記載（職場）数 7 5.6%

回答職場数 125 100.0%
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回答職場数では、民間53、公務・公共64となり、公務・公共職場が11職場・8.8%多くなり、全

体の集約状況に反映されている。民間企業では、複数業種の事業所が14事業所あり、集約では重

複して業種に反映している。（１-Q２）

また、公務・公共職場には、高校10校、小中学校10校が含まれており、特に小中学校は就労者

数が50人に満たない職場が多いことを考慮しておく必要がある。

労働安全衛生法の理解・周知度（２-Q１）では、公務・公共職場の理解・周知度が低いこと

が解る。その要因としては、危険度の少ない内勤職場が多いことが考えられるが、周知責任を果

たさない姿勢や無関心な労働者が多いことも推測される。

委員会の開催状況（２-Q４-ⅰ・ⅱ）でも、月１回の開催原則が民間では９割に対し公務・公

共では７割に達していない状況である。

委員会での課題（２-Q８）では、この比較に大きな違いがみられる。外勤や作業の業種が含

まれる民間では、「労働災害・事故への対処」62.3％と多く、内勤者の多い公務・公共職場で

は、「長時間勤務問題」54.7％、「メンタルヘルス問題」59.5％と際立って多く回答されてい

る。業務内容の違いによると考えられるが、それぞれの環境に応じた重点的な対策の必要性があ

ると考えられる。

産業医との関係（２-Q９）では、労働災害の危険度が高いことから民間ではつながりが強い

ことが解る。公務・公共では、「いつでも連絡が取れる」43.8％との回答であるが、必ずしも

「つながりが強い」こととは思えず、「日常的なつながりはない」26.6％や「誰なのかわからな

い」9.4％などの回答は、産業医の存在価値が認識されていないものとなっている。また、病院

職場における就労者である医師が産業医とされていることは、資格があるとは言え労安法で想定

する公正・公平な立場や客観性の確保との観点からも不適切と考えられる。産業医は、委員会の

委員として参加することが職務とされているが、委員会との関係（２-Q10）の回答では、その

職務を果たしている産業医は３～４割程度となっている。

健康問題（３-Q１）の認識は公務・公共職場で「増えているように強く感じている」25.0％、

「以前より減少している」1.6％の回答となり、民間に比べ多くの問題を抱えていることが示さ

れている。

職場対策（４-Q４）では、民間に比べ各項目で上回るものが少なく、公務・公共職場におけ

る対策の遅れが示された回答であった。

全般的に、公務・公共職場は民間企業に比べ対策や認識が弱いと考えられる。

「勤労者と職場の安全対策」にかかわる実態調査の考察

№２　民間企業と公務・公共職場の比較集約
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「勤労者と職場の安全対策」にかかわる実態調査
【№２ 民間企業と公務・公共職場の比較集約】

【１】　職場・労働組合の基本情報

Q2)業種　【複数回答】

間 業 務・ 体

業　　種 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①農林水産 0 0.0% 0 0.0%

②製造 19 28.4% 0 0.0%

③営業・販売 7 10.4% 0 0.0%

④建設 4 6.0% 0 0.0%

⑤電気・ガス・水等の供給 5 7.5% 2 3.1%

⑥運輸・郵便 9 13.4% 0 0.0%

⑦宿泊・飲食 0 0.0% 0 0.0%

⑧交通サービス 4 6.0% 0 0.0%

⑨ ・情報通信 4 6.0% 0 0.0%

⑩金融・保険 3 4.5% 0 0.0%

⑪教育 1 1.5% 19 29.2%

⑫保育 1 1.5% 0 0.0%

⑬医療 1 1.5% 9 13.8%

⑭介護・福祉関連 3 4.5% 3 4.6%

⑮国・自治体行政 0 0.0% 31 47.7%

⑯その他 6 9.0% 1 1.5%

記載（業種）数 67 100.0% 65 100.0%

回答職場数 53 126.4% 64 101.6%

【２】　労働安全衛生管理体制の状況

Q１）労働安全衛生法に基づく体制区分や内容を就労者全体で、理解・承知されていますか？

間 業 務・ 体

労働安全衛生法の理解・周知度合い 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①十分理解・承知されている 10 18.9% 1 1.6%

②おおむね理解・承知されている 32 60.4% 22 34.4%

③約半数の者は、理解・承知している 4 7.5% 18 28.1%

④ほとんどの者は、理解・承知していない 7 13.2% 23 35.9%

⑤全く理解・承知されていない 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 53 100.0% 64 100.0%
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Q4）設問Q3）でお答えの委員会の開催状況はいかがですか？

　Ｑ4－１）開催状況

間 業 務・ 体

委員会の開催状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①定期的に開催されている 47 88.7% 44 68.8%

②不定期だが、開催されている 0 0.0% 8 12.5%

③問題が起きたときに開催されている 2 3.8% 1 1.6%

④ほとんど開催されていない
　（年3回以下）

1 1.9% 5 7.8%

⑤わからない 1 1.9% 1 1.6%

未記載（職場）数 2 3.8% 5 7.8%

回答職場数 53 100.0% 64 100.0%

　Ｑ4－2）開催回数／年

間 業 務・ 体

開　催　数 回答数 回答比率 回答数 回答比率

０回 0 0.0% 0 0.0%

１回 0 0.0% 1 1.6%

２回 1 1.9% 0 0.0%

３回 0 0.0% 4 6.3%

４回 0 0.0% 7 10.9%

５回 0 0.0% 0 0.0%

６回 1 1.9% 2 3.1%

７回 0 0.0% 0 0.0%

８回 0 0.0% 2 3.1%

９回 0 0.0% 0 0.0%

１０回 0 0.0% 3 4.7%

１１回 0 0.0% 0 0.0%

１２回 45 84.9% 32 50.0%

１３回 0 0.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 6 11.3% 12 18.8%

回答職場数 53 100.0% 64 100.0%
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Q8）現在、貴委員会で課題となっている事案を選んでください。　【複数回答】 

間 業 務・ 体

課題となっている事案 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①個々の職場環境の課題
　（照明・冷暖房など）

26 49.1% 34 53.1%

②長時間勤務の問題 19 35.8% 35 54.7%

③メンタルヘルス問題 17 32.1% 38 59.4%

④「働き方改革」について 12 22.6% 6 9.4%

⑤労働災害・事故への対処 33 62.3% 21 32.8%

⑥女性労働者の保護や課題 3 5.7% 5 7.8%

⑦その他 2 3.8% 4 6.3%

記載（職場）数 49 92.5% 60 93.8%

未記載（職場）数 4 7.5% 4 6.3%

回答職場数 53 100.0% 64 100.0%

Q9）産業医の選任と関係はどのようになっていますか？

間 業 務・ 体

産業医の選任と関係 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①産業医は選任され、いつでも連絡が取れる 38 71.7% 28 43.8%

② 産業医は選任されているが、日常的なつな
がりはない

10 18.9% 17 26.6%

③ 産業医は選任されているが、同じ事業所
の職員である（医療職場など）

1 1.9% 5 7.8%

④ 産業医が選任されているか、誰なのか分
からない

1 1.9% 6 9.4%

⑤産業医は選任されていない 2 3.8% 4 6.3%

未記載（職場）数 1 1.9% 4 6.3%

回答職場数 53 100.0% 64 100.0%

Q10）産業医と委員会の関係はどのようになっていますか？

間 業 務・ 体

産業医と委員会の関係 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 産業医は委員会に出席し、助言等を行っ
ている

15 28.3% 25 39.1%

② 産業医は、要請があった場合のみ出席す
ることとなっている

9 17.0% 18 28.1%

③産業医は、委員会に出席していない 24 45.3% 11 17.2%

④その他 2 3.8% 2 3.1%

未記載（職場）数 3 5.7% 8 12.5%

回答職場数 53 100.0% 64 100.0%
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【３】　労働災害の状況

Q1）貴職場での労働に関わる健康問題の訴えはいかがですか？

間 業 務・ 体

健康問題の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①増えているように強く感じている
　（訴えが多い）

5 9.4% 16 25.0%

②以前とあまり変化はない 37 69.8% 37 57.8%

③以前より減少している 4 7.5% 1 1.6%

④把握されていない 7 13.2% 10 15.6%

未記載（職場）数 3 5.7% 8 12.5%

回答職場数 53 100.0% 64 100.0%

Q2）労働災害認定の申請状況はいかがですか？ 

間 業 務・ 体

労働災害認定の申請状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 認定請求に際し、特に問題はなく申請さ
れている

43 81.1% 31 48.4%

② 認定請求に際し、事業者からの抵抗が感
じられ難しいことがある

2 3.8% 7 10.9%

③ わずらわしさなどから、本人が請求しな
いケースがある

3 5.7% 2 3.1%

④把握されていない 4 7.5% 21 32.8%

未記載（職場）数 1 1.9% 3 4.7%

回答職場数 53 100.0% 64 100.0%

Q3）労働災害認定の件数状況はいかがですか？

間 業 務・ 体

労働災害の認定状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①増えている 4 7.5% 10 15.6%

②以前とあまり変化はない 31 58.5% 25 39.1%

③以前より減少している 12 22.6% 3 4.7%

④把握されていない 5 9.4% 24 37.5%

未記載（職場）数 1 1.9% 2 3.1%

回答職場数 53 100.0% 64 100.0%
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Q4）労働災害防止の法律等の遵守や協力の状況（事業者・管理者・同僚etc.）

間 業 務・ 体

法律等の遵守・協力の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 全て問題はなく、必要な防止対策が行わ
れている

34 64.2% 24 37.5%

② 防止対策を決めても、実施に問題を抱え
ることが多い

11 20.8% 16 25.0%

③事業者・管理者の協力が得づらい 1 1.9% 3 4.7%

④ 同僚や職場内での理解が不足し、十分な
成果があげられていない

6 11.3% 17 26.6%

未記載（職場）数 1 1.9% 4 6.3%

回答職場数 53 100.0% 64 100.0%

Q5）今後の労働災害防止にむけて、どのような課題が重要かつ必要と考えますか？
      あてはまる項目を全て選んでください。　【複数回答】 

間 業 務・ 体

重要かつ必要な課題 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①メンタルヘルスへの対策 34 64.2% 51 79.7%

②長時間労働への対策 28 52.8% 50 78.1%

③労働密度増大への対策 17 32.1% 31 48.4%

④勤務･作業環境の改善 26 49.1% 39 60.9%

⑤女性の就労環境の対策 4 7.5% 13 20.3%

⑥高齢者の就労環境の対策 17 32.1% 8 12.5%

⑦その他 2 3.8% 3 4.7%

記載（職場）数 50 94.3% 64 100.0%

未記載（職場）数 3 5.7% 0 0.0%

回答職場数 53 100.0% 64 100.0%
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【４】　労働組合としての取り組みと職場の状況について

Q1） 労働安全に関する周知や啓発にむけた取組みの状況で、あてはまる項目を全て選ん
でください。　【複数回答】 

間 業 務・ 体

周知や啓発の取り組み 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①労働安全に関わる学習会を行っている 6 11.3% 8 12.5%

② 労働側委員との定期的な意見交換の場
を設定している

27 50.9% 9 14.1%

③ 産業医との意見交換を行い、助言を得る
ようにしている

6 11.3% 8 12.5%

④組合員に対し、相談の窓口を設置している 22 41.5% 11 17.2%

⑤安全衛生委員会の開催報告を行っている 24 45.3% 16 25.0%

⑥ 問題把握のため、アンケートなどの調査
を行っている

4 7.5% 16 25.0%

⑦特に行っていない 8 15.1% 20 31.3%

⑧その他 4 7.5% 4 6.3%

記載（職場）数 53 100.0% 62 96.9%

未記載（職場）数 0 0.0% 2 3.1%

回答職場数 53 100.0% 64 100.0%

Q2)健康や職場環境などについて、組合員からの相談等の状況はいかがですか？

Q2－ⅰ)過去２年間の相談実績について

間 業 務・ 体

相談の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①相談実績がある 33 62.3% 28 43.8%

②相談実績はない 18 34.0% 33 51.6%

未記載（職場）数 2 3.8% 3 4.7%

回答職場数 53 100.0% 64 100.0%

Q2－ⅱ)相談窓口の状況について

間 業 務・ 体

相談窓口の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 組合員への相談窓口の周知は、十分に行
われている

25 47.2% 13 20.3%

② 組合員への相談窓口の周知は、十分とは
いえない

18 34.0% 34 53.1%

③ ほとんどの組合員は相談窓口があること
を知らない

4 7.5% 13 20.3%

④全く周知されていない 2 3.8% 1 1.6%

未記載（職場）数 4 7.5% 3 4.7%

回答職場数 53 100.0% 64 100.0%
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Q3)現在、労働組合として労働安全衛生に関わる具体的な要求を行っていますか？

間 業 務・ 体

具体的要求の有無 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①現時点では、要求するものはない 23 43.4% 19 29.7%

②要求課題があり、要求している 24 45.3% 38 59.4%

③要求課題はあるが、要求していない 5 9.4% 5 7.8%

未記載（職場）数 1 1.9% 2 3.1%

回答職場数 53 100.0% 64 100.0%

Q4)職場での安全･保健の環境や対策で実施されている項目を全て選んでください。
　　 【複数回答】

間 業 務・ 体

実施している対策 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①健康管理室の設置 13 24.5% 7 10.9%

②診療施設の設置 5 9.4% 6 9.4%

③運動施設（体育館等）の設置 4 7.5% 5 7.8%

④休憩室の設置 36 67.9% 43 67.2%

⑤残業制限 27 50.9% 20 31.3%

⑥年休取得推奨 27 50.9% 29 45.3%

⑦メンタルヘルス教育 22 41.5% 33 51.6%

⑧ 労働安全衛生に関する社内報や関連冊
子等の配布

19 35.8% 12 18.8%

⑨喫煙対策 29 54.7% 23 35.9%

⑩保健対策 8 15.1% 13 20.3%

⑪職場巡視（安全パトロール） 40 75.5% 35 54.7%

⑫職場清掃管理 24 45.3% 18 28.1%

⑬その他 1 1.9% 0 0.0%

記載（職場）数 51 96.2% 59 92.2%

未記載（職場）数 2 3.8% 5 7.8%

回答職場数 53 100.0% 64 100.0%
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就労者数を３段階に分け比較集約した。

50人未満の公務・公共団体には学校職場の12校が含まれている。製造、医療、国・自治体行政

では、100人以上の職場が多い調査となった。

労働安全衛生法の理解・周知度（２-Q１）では、就労者の多い事業所で理解・周知度が高い

事業所がみられ、何らかの対策を行っているものと考えられる。

法的には努力義務とされる50人未満職場では低くなっている。しかし、いずれの区分でも、回答

③～⑤の合計割合は、68％、39.3％、41.7％と理解・周知が不十分な職場が多いこととなっている。

また、各選任の状況（２-Q２）は、統括安全衛生管理者・安全管理者には業種と労働者数に

より選任義務が発生するが、衛生管理者は常時50人以上の事業所には選任義務がある。回答で

は、71.4％（50人以上）、80.6%（100人以上）の選任割合では法的義務を果たしていない事業所

があることが推察される。また、職場の労働者の状況を把握すべき労働組合として未記載（不

明）の回答は理解しがたいものである。

法的には「常時10人以上50未満の労働者を使用する事業場」にも、安全衛生推進者や衛生推進

者の選任義務を定めており、事業所の規模にかかわらず労働安全に対する理解・周知は労使とも

に高める努力が求められる。

委員会の開催では、多くの場合使用者側のリードで進められており、事前の労働者側としての

準備は重要である。（２-Q７）の回答では、事前の取り組みを行っていると考えられる①・②

の回答は、50人未満（４事業所）16.0％、50～100人未満（４事業所）14.3％、100人以上（12事

業所）16.6％であった。労働安全衛生法の目的は、事後対処ではなく事前の安全確保の対策であ

り、これらの回答は低いといえる。

健康問題の訴え（３-Q１）では、100人以上の職場で、「増えているように強く感じる」

23.6％と高い回答であった。「把握されていない」24.0％（50人未満）、28.6％（50～100人未

満）の回答は、労働組合の活動を改めて検証すべきであろう。

労災認定の状況（３-Q２）では、50人未満の②「事業者の抵抗」24.0％の問題とともに、「把

握されていない」32.0％、32.1％、13.9％は重要な問題との認識が必要であろう。

組合員からの相談実績（４-Q２-ⅰ）、相談窓口の状況（４-Q２-ⅱ）、具体的な要求の有無

（４-Q３）では、相反する回答状況となっている事業所が多く、（３-Q３）で①「全く問題な

く、必要な防止対策が行われている」との回答した事業所も存在する。辻褄の合わない回答は、

問題の把握が不十分である状況を表すこととなっている。

「勤労者と職場の安全対策」にかかわる実態調査の考察

№３　就労者数別の比較集約
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【１】　職場・労働組合の基本情報

Q1）運営区分

50人 職場 50人 100人 職場 100人以上職場

運営形態 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①民間企業 6 24.0% 11 39.3% 36 50.0%

②公務・公共団体 15 60.0% 15 53.6% 34 47.2%

③それ以外 4 16.0% 2 7.1% 2 2.8%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%

Q2）業種　【複数回答】

50人 職場 50人 100人 職場 100人以上職場

業　　種 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①農林水産 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

②製造 0 0.0% 3 8.6% 17 21.0%

③営業・販売 1 3.8% 3 8.6% 4 4.9%

④建設 0 0.0% 1 2.9% 3 3.7%

⑤電気・ガス・水等の供給 0 0.0% 3 8.6% 4 4.9%

⑥運輸・郵便 4 15.4% 3 8.6% 2 2.5%

⑦宿泊・飲食 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

⑧交通サービス 1 3.8% 0 0.0% 3 3.7%

⑨ＩＴ・情報通信 0 0.0% 1 2.9% 3 3.7%

⑩金融・保険 0 0.0% 2 5.7% 2 2.5%

⑪教育 12 46.2% 8 22.9% 1 1.2%

⑫保育 0 0.0% 0 0.0% 1 1.2%

⑬医療 0 0.0% 3 8.6% 8 9.9%

⑭介護・福祉関連 4 15.4% 2 5.7% 3 3.7%

⑮国・自治体行政 3 11.5% 3 8.6% 25 30.9%

⑯その他 1 3.8% 3 8.6% 5 6.2%

記載（業種）数 26 100.0% 35 100.0% 81 100.0%

回答職場数 25 96.2% 28 125.0% 72 112.5%

「勤労者と職場の安全対策」にかかわる実態調査
【№３ 就労者数別の比較集約】
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Q3）貴職場の主な勤務状況は、どのようになっていますか？　【複数回答】

50人 職場 50人 100人 職場 100人以上職場

主な勤務状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①変則的な勤務 6 24.0% 5 17.9% 17 23.6%

②拘束時間の長い勤務 8 32.0% 7 25.0% 19 26.4%

③出張の多い勤務 5 20.0% 4 14.3% 6 8.3%

④交代制勤務・深夜勤務 2 8.0% 8 28.6% 35 48.6%

⑤危険物を扱う業務 1 4.0% 2 7.1% 14 19.4%

⑥機械（自動車）等を操作する業務 4 16.0% 7 25.0% 19 26.4%

⑦時間外勤務が恒常化している業務 12 48.0% 15 53.6% 36 50.0%

⑧その他 4 16.0% 3 10.7% 13 18.1%

記載（職場）数 23 92.0% 26 92.9% 67 93.1%

未記載（職場）数 2 8.0% 2 7.1% 5 6.9%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%

Q4）職場の内外勤の状況

50人 職場 50人 100人 職場 100人以上職場

内勤と外勤の割り合い 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①内勤： 0～20％  ＊外勤：80～100％ 2 8.0% 5 17.9% 7 9.7%

②内勤：21～40％  ＊外勤：60～79％ 1 4.0% 0 0.0% 2 2.8%

③内勤：41～60％  ＊外勤：40～59％ 1 4.0% 4 14.3% 4 5.6%

④内勤：61～80％  ＊外勤：20～39％ 3 12.0% 2 7.1% 11 15.3%

⑤内勤：81～100％ ＊外勤： 0～19％ 17 68.0% 17 60.7% 44 61.1%

未記載（職場）数 1 4.0% 0 0.0% 4 5.6%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%

80％以上の職場 81％以上の職場 82％以上の職場

内勤 18 内勤 17 内勤 46

外勤 2 外勤 5 外勤 7

Q6）就労者の男女比率？

50人 職場 50人 100人 職場 100人以上職場

男性と女性の割り合い 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①男性： 0～20％  ＊女性：80～100％ 3 12.0% 1 3.6% 5 6.9%

②男性：21～40％  ＊女性：60～79％ 8 32.0% 4 14.3% 8 11.1%

③男性：41～60％  ＊女性：40～59％ 2 8.0% 3 10.7% 19 26.4%

④男性：61～80％  ＊女性：20～39％ 5 20.0% 12 42.9% 12 16.7%

⑤男性：81～100％ ＊女性： 0～19％ 6 24.0% 6 21.4% 23 31.9%

未記載（職場）数 1 4.0% 2 7.1% 5 6.9%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%

80％以上の職場 81％以上の職場 82％以上の職場

男性 7 男性 9 男性 27

女性 3 女性 1 女性 5
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【２】　労働安全衛生管理体制の状況

Q１）労働安全衛生法に基づく体制区分や内容を就労者全体で、理解・承知されていますか？

50人 職場 50人 100人 職場 100人以上職場

労働安全衛生法の理解・周知度合い 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①十分理解・承知されている 1 4.0% 2 7.1% 9 12.5%

②おおむね理解・承知されている 7 28.0% 15 53.6% 33 45.8%

③約半数の者は、理解・承知している 7 28.0% 5 17.9% 10 13.9%

④ ほとんどの者は、理解・承知してい
ない

10 40.0% 6 21.4% 20 27.8%

⑤全く理解・承知されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%

Q2）貴職場での選任状況はいかがですか？　【複数回答】
      （選任されている全てをお答えください）

50人 職場 50人 100人 職場 100人以上職場

選任状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①統括安全衛生管理者 11 44.0% 9 32.1% 44 61.1%

②安全管理者 11 44.0% 18 64.3% 43 59.7%

③衛生管理者 12 48.0% 20 71.4% 58 80.6%

④安全衛生推進員 9 36.0% 8 28.6% 14 19.4%

記載（職場）数 20 80.0% 26 92.9% 70 97.2%

未記載（職場）数 5 20.0% 2 7.1% 2 2.8%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%

Q3)職場では、労働者の意見反映するための下記委員会が設置されていますか？
      【複数回答】

50人 職場 50人 100人 職場 100人以上職場

選任状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①安全委員会
　（ 一定業種で常時100人以上、特定

業種は50人以上）
5 20.0% 14 50.0% 46 63.9%

②衛生委員会
　（全ての業種で50人以上）

12 48.0% 24 85.7% 62 86.1%

③わからない 1 4.0% 1 3.6% 2 2.8%

未記載（職場）数 11 44.0% 1 3.6% 1 1.4%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%
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Q4）設問Q3）でお答えの委員会の開催状況はいかがですか？

　Ｑ4－１）開催状況

50人 職場 50人 100人 職場 100人以上職場

委員会の開催状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①定期的に開催されている 8 32.0% 25 89.3% 60 83.3%

②不定期だが、開催されている 2 8.0% 1 3.6% 7 9.7%

③問題が起きたときに開催されている 2 8.0% 0 0.0% 1 1.4%

④ほとんど開催されていない
　（年3回以下）

4 16.0% 1 3.6% 1 1.4%

⑤わからない 0 0.0% 0 0.0% 2 2.8%

未記載（職場）数 9 36.0% 1 3.6% 1 1.4%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%

　Ｑ4－2）開催回数／年

50人 職場 50人 100人 職場 100人以上職場

開　催　数 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

０回 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

１回 1 4.0% 0 0.0% 1 1.4%

２回 0 0.0% 0 0.0% 1 1.4%

３回 1 4.0% 0 0.0% 3 4.2%

４回 0 0.0% 1 3.6% 6 8.3%

５回 0 0.0% 1 3.6% 0 0.0%

６回 0 0.0% 0 0.0% 3 4.2%

７回 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

８回 0 0.0% 0 0.0% 2 2.8%

９回 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

１０回 1 4.0% 2 7.1% 0 0.0%

１１回 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

１２回 7 28.0% 21 75.0% 51 70.8%

１３回 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 14 56.0% 3 10.7% 5 6.9%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%
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Q5)貴職場における安全衛生委員会の性格･位置づけはどのようなものとお考えですか？
      【複数回答】

50人 職場 50人 100人 職場 100人以上職場

安全衛生委員会等の性格・位置づけ 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①安全衛生活動のチェック機能
　（ 日常的な職場環境の点検などを

行う）
16 64.0% 24 85.7% 63 87.5%

②審議調整機能
　（ 労使で出された課題についての

調整を行う）
4 16.0% 7 25.0% 33 45.8%

③労働者の意見聴取の場
　（ 労使双方による実態の意見聴取

などを行う）
8 32.0% 19 67.9% 34 47.2%

④調査機能
　（問題点や改善点などの調査を行う）

9 36.0% 15 53.6% 49 68.1%

⑤意思決定機能
　（ 事業者への意見や改善の決定を

行う）
4 16.0% 8 28.6% 29 40.3%

⑥実行機能
　（ 必要な改善の実施とその把握な

どを行う）
9 36.0% 11 39.3% 37 51.4%

⑦その他 1 4.0% 1 3.6% 1 1.4%

未記載（職場）数 5 20.0% 1 3.6% 2 2.8%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%

Q6）委員会では意見や要望は出されていますか？
      また、それらの課題解決の取組みは行われていますか？

50人 職場 50人 100人 職場 100人以上職場

委員会での意見や要望と取り組み状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 意見･要望は反映され、課題解決の
検討を行い実現している

1 4.0% 1 3.6% 7 9.7%

② 意見や要望は出されるが、「検討す
る」で終わることが多い

3 12.0% 3 10.7% 5 6.9%

③報告が中心で議論は少ない 4 16.0% 11 39.3% 30 41.7%

④ 問題意識が薄く、形式的な開催と
なっている

9 36.0% 13 46.4% 28 38.9%

未記載（職場）数 8 32.0% 0 0.0% 1 1.4%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%
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Q7）委員会の開催にあたり、職場での意見交換や議論が行われていますか？

50人 職場 50人 100人 職場 100人以上職場

委員会開催に向けた職場の
意見集約等の状況

回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①日常的に会議を開催している 1 4.0% 1 3.6% 7 9.7%

② 委員会開催前に、意見や要望を聞く
機会を設けている

3 12.0% 3 10.7% 5 6.9%

③ 意見や要望などは、いつでも委員に
申し出る状況にある

4 16.0% 11 39.3% 30 41.7%

④特に行っていない 9 36.0% 13 46.4% 28 38.9%

未記載（職場）数 8 32.0% 0 0.0% 2 2.8%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%

Q8）現在、貴委員会で課題となっている事案を選んでください。　【複数回答】 

50人 職場 50人 100人 職場 100人以上職場

課題となっている事案 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①個々の職場環境の課題
　（照明・冷暖房など）

6 24.0% 18 64.3% 37 51.4%

②長時間勤務の問題 9 36.0% 15 53.6% 33 45.8%

③メンタルヘルス問題 5 20.0% 10 35.7% 43 59.7%

④「働き方改革」について 5 20.0% 2 7.1% 11 15.3%

⑤労働災害・事故への対処 6 24.0% 10 35.7% 39 54.2%

⑥女性労働者の保護や課題 1 4.0% 0 0.0% 7 9.7%

⑦その他 3 12.0% 0 0.0% 4 5.6%

記載（職場）数 19 76.0% 27 96.4% 68 94.4%

未記載（職場）数 6 24.0% 1 3.6% 4 5.6%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%

Q9）産業医の選任と関係はどのようになっていますか？

50人 職場 50人 100人 職場 100人以上職場

産業医の選任と関係 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 産業医は選任され、いつでも連絡が
取れる

4 16.0% 16 57.1% 49 68.1%

② 産業医は選任されているが、日常的
なつながりはない

10 40.0% 5 17.9% 14 19.4%

③ 産業医は選任されているが、同じ事
業所の職員である（医療職場など）

0 0.0% 1 3.6% 5 6.9%

④ 産業医が選任されているか、誰なの
か分からない

3 12.0% 2 7.1% 3 4.2%

⑤産業医は選任されていない 4 16.0% 3 10.7% 0 0.0%

未記載（職場）数 4 16.0% 1 3.6% 1 1.4%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%
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Q10）産業医と委員会の関係はどのようになっていますか？

50人 職場 50人 100人 職場 100人以上職場

産業医と委員会の関係 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 産業医は委員会に出席し、助言等
を行っている

2 8.0% 7 25.0% 32 44.4%

② 産業医は、要請があった場合のみ
出席することとなっている

4 16.0% 5 17.9% 18 25.0%

③産業医は、委員会に出席していない 7 28.0% 12 42.9% 19 26.4%

④その他 2 8.0% 0 0.0% 3 4.2%

未記載（職場）数 10 40.0% 4 14.3% 0 0.0%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%

【３】　労働災害の状況

Q1）貴職場での労働に関わる健康問題の訴えはいかがですか？

50人 職場 50人 100人 職場 100人以上職場

健康問題の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①増えているように強く感じている
　（訴えが多い）

4 16.0% 3 10.7% 17 23.6%

②以前とあまり変化はない 13 52.0% 17 60.7% 46 63.9%

③以前より減少している 1 4.0% 0 0.0% 4 5.6%

④把握されていない 6 24.0% 8 28.6% 5 6.9%

未記載（職場）数 10 40.0% 4 14.3% 0 0.0%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%

Q2）労働災害認定の申請状況はいかがですか？ 

50人 職場 50人 100人 職場 100人以上職場

労働災害認定の申請状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 認定請求に際し、特に問題はなく申
請されている

7 28.0% 18 64.3% 53 73.6%

② 認定請求に際し、事業者からの抵
抗が感じられ難しいことがある

6 24.0% 0 0.0% 3 4.2%

③ わずらわしさなどから、本人が請求
しないケースがある

1 4.0% 0 0.0% 5 6.9%

④把握されていない 8 32.0% 9 32.1% 10 13.9%

未記載（職場）数 3 12.0% 1 3.6% 1 1.4%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%
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Q3）労働災害認定の件数状況はいかがですか？

50人 職場 50人 100人 職場 100人以上職場

労働災害の認定状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①増えている 5 20.0% 1 3.6% 8 11.1%

②以前とあまり変化はない 2 8.0% 16 57.1% 41 56.9%

③以前より減少している 4 16.0% 1 3.6% 10 13.9%

④把握されていない 10 40.0% 9 32.1% 13 18.1%

未記載（職場）数 4 16.0% 1 3.6% 0 0.0%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%

Q4）労働災害防止の法律等の遵守や協力の状況（事業者・管理者・同僚etc.）

50人 職場 50人 100人 職場 100人以上職場

法律等の遵守・協力の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 全て問題はなく、必要な防止対策
が行われている

7 28.0% 12 42.9% 40 55.6%

② 防止対策を決めても、実施に問題を
抱えることが多い

5 20.0% 9 32.1% 15 20.8%

③事業者・管理者の協力が得づらい 2 8.0% 0 0.0% 3 4.2%

④ 同僚や職場内での理解が不足し、
十分な成果があげられていない

8 32.0% 7 25.0% 11 15.3%

未記載（職場）数 3 12.0% 0 0.0% 3 4.2%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%

Q5）今後の労働災害防止にむけて、どのような課題が重要かつ必要と考えますか？
      あてはまる項目を全て選んでください。　【複数回答】 

50人 職場 50人 100人 職場 100人以上職場

重要かつ必要な課題 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①メンタルヘルスへの対策 17 68.0% 21 75.0% 53 73.6%

②長時間労働への対策 18 72.0% 20 71.4% 44 61.1%

③労働密度増大への対策 9 36.0% 12 42.9% 28 38.9%

④勤務･作業環境の改善 12 48.0% 17 60.7% 41 56.9%

⑤女性の就労環境の対策 2 8.0% 2 7.1% 13 18.1%

⑥高齢者の就労環境の対策 6 24.0% 5 17.9% 15 20.8%

⑦その他 2 8.0% 1 3.6% 3 4.2%

記載（職場）数 24 96.0% 28 100.0% 69 95.8%

未記載（職場）数 1 4.0% 0 0.0% 3 4.2%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%
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【４】　労働組合としての取り組みと職場の状況について

Q1） 労働安全に関する周知や啓発にむけた取組みの状況で、あてはまる項目を全て選ん
でください。　【複数回答】 

50人 職場 50人 100人 職場 100人以上職場

周知や啓発の取り組み 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 労働安全に関わる学習会を行って
いる

6 24.0% 1 3.6% 8 11.1%

② 労働側委員との定期的な意見交換
の場を設定している

4 16.0% 9 32.1% 25 34.7%

③ 産業医との意見交換を行い、助言
を得るようにしている

1 4.0% 4 14.3% 10 13.9%

④ 組合員に対し、相談の窓口を設置し
ている

7 28.0% 6 21.4% 21 29.2%

⑤ 安全衛生委員会の開催報告を行っ
ている

7 28.0% 7 25.0% 28 38.9%

⑥ 問題把握のため、アンケートなどの
調査を行っている

7 28.0% 1 3.6% 14 19.4%

⑦特に行っていない 4 16.0% 12 42.9% 16 22.2%

⑧その他 2 8.0% 2 7.1% 4 5.6%

記載（職場）数 23 92.0% 27 96.4% 72 100.0%

未記載（職場）数 2 8.0% 1 3.6% 0 0.0%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%

Q2)健康や職場環境などについて、組合員からの相談等の状況はいかがですか？

Q2－ⅰ)過去２年間の相談実績について

50人 職場 50人 100人 職場 100人以上職場

相談の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①相談実績がある 8 32.0% 13 46.4% 42 58.3%

②相談実績はない 16 64.0% 13 46.4% 28 38.9%

未記載（職場）数 1 4.0% 2 7.1% 2 2.8%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%
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Q2－ⅱ)相談窓口の状況について

50人 職場 50人 100人 職場 100人以上職場

相談窓口の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 組合員への相談窓口の周知は、十
分に行われている

4 16.0% 4 14.3% 32 44.4%

② 組合員への相談窓口の周知は、十分
とはいえない

13 52.0% 16 57.1% 26 36.1%

③ ほとんどの組合員は相談窓口があ
ることを知らない

6 24.0% 6 21.4% 6 8.3%

④全く周知されていない 1 4.0% 1 3.6% 3 4.2%

未記載（職場）数 1 4.0% 1 3.6% 5 6.9%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%

Q3)現在、労働組合として労働安全衛生に関わる具体的な要求を行っていますか？

50人 職場 50人 100人 職場 100人以上職場

具体的要求の有無 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①現時点では、要求するものはない 12 48.0% 11 39.3% 21 29.2%

②要求課題があり、要求している 12 48.0% 13 46.4% 42 58.3%

③要求課題はあるが、要求していない 1 4.0% 3 10.7% 7 9.7%

未記載（職場）数 0 0.0% 1 3.6% 2 2.8%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%

Q4)職場での安全･保健の環境や対策で実施されている項目を全て選んでください。
　　 【複数回答】

50人 職場 50人 100人 職場 100人以上職場

実施している対策 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①健康管理室の設置 1 4.0% 0 0.0% 19 26.4%

②診療施設の設置 1 4.0% 3 10.7% 7 9.7%

③運動施設（体育館等）の設置 3 12.0% 1 3.6% 6 8.3%

④休憩室の設置 19 76.0% 16 57.1% 49 68.1%

⑤残業制限 7 28.0% 5 17.9% 36 50.0%

⑥年休取得推奨 10 40.0% 12 42.9% 39 54.2%

⑦メンタルヘルス教育 8 32.0% 8 28.6% 40 55.6%

⑧ 労働安全衛生に関する社内報や関
連冊子等の配布

5 20.0% 3 10.7% 24 33.3%

⑨喫煙対策 12 48.0% 9 32.1% 35 48.6%

⑩保健対策 4 16.0% 2 7.1% 15 20.8%

⑪職場巡視（安全パトロール） 13 52.0% 14 50.0% 52 72.2%

⑫職場清掃管理 8 32.0% 8 28.6% 29 40.3%

⑬その他 1 4.0% 0 0.0% 0 0.0%

記載（職場）数 24 96.0% 24 85.7% 70 97.2%

未記載（職場）数 1 4.0% 4 14.3% 2 2.8%

回答職場数 25 100.0% 28 100.0% 72 100.0%



業種別の比較では、16の分類により調査を行うこととしたが、農林水産、宿泊・飲食は該当す

る対象事業所がなく、14業種となった。また、業種が複数に跨る事業所があり、事業所数は125で

あるが、142の業種別の集約を行った。調査サンプルとしては少ないと考えるが、いずれの事業所

も各業種の中クラス以上の規模・運営に位置し、労働組合も各単産を代表するといえる組織であ

り、県内事情を把握するに相応しいサンプルと考えられる。特に、国・自治体行政31、教育21、

製造20は、県内の労働安全の対応では上位にランクされる職場である。なお、業種によっては、

複数の回答が得られない保育１は、県内の総体レベルを評価することはできないと考える。

労働安全衛生法の理解・周知度（２-Q１）では、「十分」「おおむね」理解・承知している

を合わせ、製造80.0％、営業・販売75.0％、電気ガス水道の供給87.5％、交通サービス75.0％、金

融・保険75.0%では高く、教育28.6％、医療27.3%、国・自治体行政38.7%の業種では低くなって

いる。また、「ほとんどの者は」「全く」理解・承知していないを合わせ、教育47.6％、介護・

福祉関連44.4%で周知不足の事業者が多い。特に学校の特殊性として、「職員問題は後回し」的

な感覚があると考えられる。

公務・公共職場の理解・周知度が低いことが解るが、その要因としては危険度の少ない内勤職

場が多いことが考えられるとともに、周知責任を果たさない姿勢や無関心な労働者が多いことも

推測される。

委員会での意見反映・課題解決（２-Q６）では、製造業が90.0%「実現している」と回答して

いる。製造業では、生産性に直接反映されるために、改善の実現性は高いものと推察される。

また、委員会での課題・事案（２-Q８）では、現場作業が伴う建設75.0%、運輸・郵便88.9％、

IT・情報通信75.0％が「労働災害・事故への対処」が高く、「長時間勤務の問題」では、医療

72.7％、金融・保険50.0％、介護・福祉関連44.4%、「メンタルヘルス問題」では、医療72.7％、

国・自治体行政61.3％が突出している

産業医の選任（２-Q９）では、⑪教育で３件、全体では７事業所で「選任されていない」と

の法義務違反の回答が見られた。

労災認定の件数状況（３-Q３）では、金融・保険、教育、保育、医療、介護・福祉関連で

は、「以前より減少している」との回答は０%であった。

労働組合としての具体的要求（４-Q３）については、建設100.0%、運輸・郵便77.8％、医療

72.7％、国・自治体行政74.2%と高く、単産としても重要な運動と位置付けられ、問題点を具体

的に要求する活動が行われていることが解る。

「勤労者と職場の安全対策」にかかわる実態調査の考察

№４　業種別の比較集約
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【１】　職場・労働組合の基本情報

Q2)業種　【複数回答】

業　　種 回答数 回答比率

①農林水産 0 0.0%

②製造 20 14.1%

③営業・販売 8 5.6%

④建設 4 2.8%

⑤電気・ガス・水等の供給 7 4.9%

⑥運輸・郵便 9 6.3%

⑦宿泊・飲食 0 0.0%

⑧交通サービス 4 2.8%

⑨ＩＴ・情報通信 4 2.8%

⑩金融・保険 4 2.8%

⑪教育 21 14.8%

⑫保育 1 0.7%

⑬医療 11 7.7%

⑭介護・福祉関連 9 6.3%

⑮国・自治体行政 31 21.8%

⑯その他 9 6.3%

記載（業種）数 142 100.0%

回答職場数 125 113.6%

「勤労者と職場の安全対策」にかかわる実態調査
【№４ 業種別の比較集約】

− 86 −



全　　体 営業・ 設

労働安全衛生法の理解・周知度合い 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①十分理解・承知されている 12 9.6% 4 20.0% 4 50.0% 1 25.0%

②おおむね理解・承知されている 55 44.0% 12 60.0% 2 25.0% 3 75.0%

③約半数の者は、理解・承知している 22 17.6% 3 15.0% 0 0.0% 0 0.0%

④ほとんどの者は、理解・承知していない 36 28.8% 1 5.0% 2 25.0% 0 0.0%

⑤全く理解・承知されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 125 100.0% 20 100.0% 8 100.0% 4 100.0%

の 運 ・ 交 ⑨ＩＴ・情報通信

労働安全衛生法の理解・周知度合い 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①十分理解・承知されている 0 0.0% 1 11.1% 1 25.0% 0 0.0%

②おおむね理解・承知されている 6 85.7% 5 55.6% 2 50.0% 2 50.0%

③約半数の者は、理解・承知している 0 0.0% 1 11.1% 0 0.0% 0 0.0%

④ほとんどの者は、理解・承知していない 1 14.3% 2 22.2% 1 25.0% 2 50.0%

⑤全く理解・承知されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 7 100.0% 9 100.0% 4 100.0% 4 100.0%

・保 保 医

労働安全衛生法の理解・周知度合い 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①十分理解・承知されている 2 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

②おおむね理解・承知されている 1 25.0% 6 28.6% 0 0.0% 3 27.3%

③約半数の者は、理解・承知している 0 0.0% 5 23.8% 0 0.0% 8 72.7%

④ほとんどの者は、理解・承知していない 1 25.0% 10 47.6% 1 100.0% 0 0.0%

⑤全く理解・承知されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 4 100.0% 21 100.0% 1 100.0% 11 100.0%

・ 関 ・ 体行 その

労働安全衛生法の理解・周知度合い 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①十分理解・承知されている 0 0.0% 1 3.2% 2 22.2%

②おおむね理解・承知されている 4 44.4% 11 35.5% 6 66.7%

③約半数の者は、理解・承知している 1 11.1% 10 32.3% 0 0.0%

④ほとんどの者は、理解・承知していない 4 44.4% 9 29.0% 1 11.1%

⑤全く理解・承知されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 9 100.0% 31 100.0% 9 100.0%

【２】　労働安全衛生管理体制の状況

Q１）労働安全衛生法に基づく体制区分や内容を就労者全体で、理解・承知されていますか？
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Q6) 委員会では意見や要望は出されていますか？
     また、それらの課題解決の取組みは行われていますか？

全　　体 営業・ 設

委員会での意見や要望と取り組み状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 意見･要望は反映され、課題解決の
検討を行い実現している

9 7.2% 18 90.0% 4 50.0% 2 50.0%

② 意見や要望は出されるが、「検討す
る」で終わることが多い

11 8.8% 1 5.0% 2 25.0% 2 50.0%

③報告が中心で議論は少ない 45 36.0% 0 0.0% 2 25.0% 0 0.0%

④ 問題意識が薄く、形式的な開催と
なっている

50 40.0% 1 5.0% 0 0.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 9 7.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 125 100.0% 20 100.0% 8 100.0% 4 100.0%

の 運 ・ 交 ⑨ＩＴ・情報通信

委員会での意見や要望と取り組み状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 意見･要望は反映され、課題解決の
検討を行い実現している

4 57.1% 3 33.3% 2 50.0% 2 50.0%

② 意見や要望は出されるが、「検討す
る」で終わることが多い

1 14.3% 2 22.2% 1 25.0% 1 25.0%

③報告が中心で議論は少ない 2 28.6% 2 22.2% 0 0.0% 1 25.0%

④ 問題意識が薄く、形式的な開催と
なっている

0 0.0% 2 22.2% 1 25.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 7 100.0% 9 100.0% 4 100.0% 4 100.0%

・保 保 医

委員会での意見や要望と取り組み状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 意見･要望は反映され、課題解決の
検討を行い実現している

2 50.0% 5 23.8% 0 0.0% 5 45.5%

② 意見や要望は出されるが、「検討す
る」で終わることが多い

1 25.0% 2 9.5% 0 0.0% 1 9.1%

③報告が中心で議論は少ない 1 25.0% 4 19.0% 1 100.0% 4 36.4%

④ 問題意識が薄く、形式的な開催と
なっている

0 0.0% 5 23.8% 0 0.0% 1 9.1%

未記載（職場）数 0 0.0% 5 23.8% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 4 100.0% 21 100.0% 1 100.0% 11 100.0%

・ 関 ・ 体行 その

委員会での意見や要望と取り組み状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 意見･要望は反映され、課題解決の
検討を行い実現している

1 11.1% 16 51.6% 3 33.3%

② 意見や要望は出されるが、「検討す
る」で終わることが多い

2 22.2% 7 22.6% 2 22.2%

③報告が中心で議論は少ない 2 22.2% 7 22.6% 2 22.2%

④ 問題意識が薄く、形式的な開催と
なっている

1 11.1% 1 3.2% 1 11.1%

未記載（職場）数 3 33.3% 0 0.0% 1 11.1%

回答職場数 9 100.0% 31 100.0% 9 100.0%
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Q7)委員会の開催にあたり、職場での意見交換や議論が行われていますか？

全　　体 営業・ 設

委員会開催に向けた
職場の意見集約等の状況

回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①日常的に会議を開催している 9 7.2% 4 20.0% 3 37.5% 0 0.0%

② 委員会開催前に、意見や要望を聞く
機会を設けている

11 8.8% 3 15.0% 1 12.5% 1 25.0%

③ 意見や要望などは、いつでも委員に
申し出る状況にある

45 36.0% 11 55.0% 4 50.0% 3 75.0%

④特に行っていない 50 40.0% 2 10.0% 0 0.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 10 8.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 125 100.0% 20 100.0% 8 100.0% 4 100.0%

の 運 ・ 交 ⑨ＩＴ・情報通信

委員会開催に向けた
職場の意見集約等の状況

回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①日常的に会議を開催している 0 0.0% 0 0.0% 1 25.0% 0 0.0%

② 委員会開催前に、意見や要望を聞く
機会を設けている

0 0.0% 1 11.1% 0 0.0% 1 25.0%

③ 意見や要望などは、いつでも委員に
申し出る状況にある

6 85.7% 5 55.6% 2 50.0% 3 75.0%

④特に行っていない 1 14.3% 1 11.1% 1 25.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 0 0.0% 2 22.2% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 7 100.0% 9 100.0% 4 100.0% 4 100.0%

・保 保 医

委員会開催に向けた
職場の意見集約等の状況

回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①日常的に会議を開催している 1 25.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

② 委員会開催前に、意見や要望を聞く
機会を設けている

1 25.0% 3 14.3% 0 0.0% 1 9.1%

③ 意見や要望などは、いつでも委員に
申し出る状況にある

1 25.0% 3 14.3% 0 0.0% 2 18.2%

④特に行っていない 1 25.0% 11 52.4% 1 100.0% 8 72.7%

未記載（職場）数 0 0.0% 4 19.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 4 100.0% 21 100.0% 1 100.0% 11 100.0%

・ 関 ・ 体行 その

委員会開催に向けた
職場の意見集約等の状況

回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①日常的に会議を開催している 0 0.0% 1 3.2% 1 11.1%

② 委員会開催前に、意見や要望を聞く
機会を設けている

0 0.0% 1 3.2% 1 11.1%

③ 意見や要望などは、いつでも委員に
申し出る状況にある

1 11.1% 8 25.8% 2 22.2%

④特に行っていない 5 55.6% 21 67.7% 3 33.3%

未記載（職場）数 3 33.3% 0 0.0% 2 22.2%

回答職場数 9 100.0% 31 100.0% 9 100.0%
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Q8)現在、貴委員会で課題となっている事案を選んでください。　【複数回答】 

全　　体 営業・ 設

課題となっている事案 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①個々の職場環境の課題
　（照明・冷暖房など）

61 48.8% 10 50.0% 5 25.0% 1 25.0%

②長時間勤務の問題 57 45.6% 4 20.0% 6 30.0% 3 75.0%

③メンタルヘルス問題 58 46.4% 9 45.0% 2 10.0% 0 0.0%

④「働き方改革」について 18 14.4% 3 15.0% 2 10.0% 2 50.0%

⑤労働災害・事故への対処 55 44.0% 10 50.0% 3 15.0% 3 75.0%

⑥女性労働者の保護や課題 8 6.4% 0 0.0% 1 5.0% 0 0.0%

⑦その他 7 5.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

記載（職場）数 114 91.2% 18 90.0% 6 30.0% 4 100.0%

未記載（職場）数 11 8.8% 2 10.0% 14 70.0% 0 0.0%

回答職場数 125 100.0% 20 100.0% 20 100.0% 4 100.0%

の 運 ・ 交 ⑨ＩＴ・情報通信

課題となっている事案 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①個々の職場環境の課題
　（照明・冷暖房など）

4 57.1% 3 33.3% 2 50.0% 3 75.0%

②長時間勤務の問題 2 28.6% 3 33.3% 1 25.0% 4 100.0%

③メンタルヘルス問題 1 14.3% 1 11.1% 1 25.0% 1 25.0%

④「働き方改革」について 0 0.0% 2 22.2% 1 25.0% 1 25.0%

⑤労働災害・事故への対処 0 0.0% 8 88.9% 2 50.0% 3 75.0%

⑥女性労働者の保護や課題 0 0.0% 0 0.0% 1 25.0% 1 25.0%

⑦その他 0 0.0% 1 11.1% 0 0.0% 0 0.0%

記載（職場）数 7 100.0% 9 100.0% 4 100.0% 4 100.0%

未記載（職場）数 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 7 100.0% 9 100.0% 4 100.0% 4 100.0%

・保 保 医

課題となっている事案 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①個々の職場環境の課題
　（照明・冷暖房など）

4 100.0% 10 47.6% 0 0.0% 10 90.9%

②長時間勤務の問題 4 100.0% 8 38.1% 0 0.0% 5 45.5%

③メンタルヘルス問題 2 50.0% 5 23.8% 0 0.0% 8 72.7%

④「働き方改革」について 1 25.0% 1 4.8% 0 0.0% 8 72.7%

⑤労働災害・事故への対処 2 50.0% 2 9.5% 0 0.0% 7 63.6%

⑥女性労働者の保護や課題 1 25.0% 1 4.8% 0 0.0% 7 63.6%

⑦その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

記載（職場）数 4 100.0% 16 76.2% 0 0.0% 11 100.0%

未記載（職場）数 0 0.0% 5 23.8% 1 100.0% 0 0.0%

回答職場数 4 100.0% 21 100.0% 1 100.0% 11 100.0%

・ 関 ・ 体行 その

課題となっている事案 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①個々の職場環境の課題
　（照明・冷暖房など）

4 44.4% 27 87.1% 4 44.4%

②長時間勤務の問題 1 11.1% 11 35.5% 4 44.4%

③メンタルヘルス問題 4 44.4% 11 35.5% 3 33.3%

④「働き方改革」について 3 33.3% 19 61.3% 2 22.2%

⑤労働災害・事故への対処 1 11.1% 12 38.7% 5 55.6%

⑥女性労働者の保護や課題 3 33.3% 11 35.5% 1 11.1%

⑦その他 2 22.2% 1 3.2% 1 11.1%

記載（職場）数 7 77.8% 30 96.8% 8 88.9%

未記載（職場）数 2 22.2% 1 3.2% 1 11.1%

回答職場数 9 100.0% 31 100.0% 9 100.0%
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Q9)産業医の選任と関係はどのようになっていますか？

全　　体 営業・ 設

産業医の選任と関係 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 産業医は選任され、いつでも連絡が
取れる

69 55.2% 14 70.0% 7 87.5% 4 100.0%

② 産業医は選任されているが、日常的
なつながりはない

29 23.2% 5 25.0% 0 0.0% 0 0.0%

③ 産業医は選任されているが、同じ事業
所の職員である（医療職場など）

6 4.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

④ 産業医が選任されているか、誰なの
か分からない

8 6.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

⑤産業医は選任されていない 7 5.6% 1 5.0% 1 12.5% 0 0.0%

未記載（職場）数 6 4.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 125 100.0% 20 100.0% 8 100.0% 4 100.0%

の 運 ・ 交 ⑨ＩＴ・情報通信

産業医の選任と関係 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 産業医は選任され、いつでも連絡が
取れる

5 71.4% 5 55.6% 2 50.0% 3 75.0%

② 産業医は選任されているが、日常的
なつながりはない

1 14.3% 3 33.3% 1 25.0% 0 0.0%

③ 産業医は選任されているが、同じ事業
所の職員である（医療職場など）

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

④ 産業医が選任されているか、誰なの
か分からない

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

⑤産業医は選任されていない 1 14.3% 1 11.1% 0 0.0% 1 25.0%

未記載（職場）数 0 0.0% 0 0.0% 1 25.0% 0 0.0%

回答職場数 7 100.0% 9 100.0% 4 100.0% 4 100.0%

・保 保 医

産業医の選任と関係 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 産業医は選任され、いつでも連絡が
取れる

4 100.0% 6 28.6% 1 100.0% 5 45.5%

② 産業医は選任されているが、日常的
なつながりはない

0 0.0% 5 23.8% 0 0.0% 1 9.1%

③ 産業医は選任されているが、同じ事業
所の職員である（医療職場など）

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 27.3%

④ 産業医が選任されているか、誰なの
か分からない

0 0.0% 4 19.0% 0 0.0% 1 9.1%

⑤産業医は選任されていない 0 0.0% 3 14.3% 0 0.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 0 0.0% 3 14.3% 0 0.0% 1 9.1%

回答職場数 4 100.0% 21 100.0% 1 100.0% 11 100.0%

・ 関 ・ 体行 その

産業医の選任と関係 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 産業医は選任され、いつでも連絡が
取れる

3 33.3% 18 58.1% 5 55.6%

② 産業医は選任されているが、日常的
なつながりはない

2 22.2% 10 32.3% 2 22.2%

③ 産業医は選任されているが、同じ事業
所の職員である（医療職場など）

0 0.0% 2 6.5% 1 11.1%

④ 産業医が選任されているか、誰なの
か分からない

2 22.2% 1 3.2% 0 0.0%

⑤産業医は選任されていない 1 11.1% 0 0.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 1 11.1% 0 0.0% 1 11.1%

回答職場数 9 100.0% 31 100.0% 9 100.0%
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全　　体 営業・ 設

健康問題の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①増えているように強く感じている
　（訴えが多い）

24 19.2% 2 10.0% 1 12.5% 1 25.0%

②以前とあまり変化はない 76 60.8% 14 70.0% 6 75.0% 3 75.0%

③以前より減少している 5 4.0% 2 10.0% 1 12.5% 0 0.0%

④把握されていない 19 15.2% 2 10.0% 0 0.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 14 11.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 125 100.0% 20 100.0% 8 100.0% 4 100.0%

の 運 ・ 交 ⑨ＩＴ・情報通信

健康問題の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①増えているように強く感じている
　（訴えが多い）

3 42.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

②以前とあまり変化はない 4 57.1% 6 66.7% 1 25.0% 4 100.0%

③以前より減少している 0 0.0% 0 0.0% 1 25.0% 0 0.0%

④把握されていない 0 0.0% 3 33.3% 2 50.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 7 100.0% 9 100.0% 4 100.0% 4 100.0%

・保 保 医

健康問題の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①増えているように強く感じている
　（訴えが多い）

1 25.0% 4 19.0% 1 100.0% 3 27.3%

②以前とあまり変化はない 3 75.0% 11 52.4% 0 0.0% 7 63.6%

③以前より減少している 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

④把握されていない 0 0.0% 6 28.6% 0 0.0% 1 9.1%

未記載（職場）数 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 4 100.0% 21 100.0% 1 100.0% 11 100.0%

・ 関 ・ 体行 その

健康問題の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①増えているように強く感じている
　（訴えが多い）

4 44.4% 9 29.0% 1 11.1%

②以前とあまり変化はない 3 33.3% 18 58.1% 7 77.8%

③以前より減少している 0 0.0% 1 3.2% 0 0.0%

④把握されていない 2 22.2% 3 9.7% 0 0.0%

未記載（職場）数 0 0.0% 0 0.0% 1 11.1%

回答職場数 9 100.0% 31 100.0% 9 100.0%

【３】　労働災害の状況

Q1)貴職場での労働に関わる健康問題の訴えはいかがですか？
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Q3)労働災害認定の件数状況はいかがですか？

全　　体 営業・ 設

労働災害の認定状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①増えている 14 11.2% 1 5.0% 0 0.0% 1 25.0%

②以前とあまり変化はない 59 47.2% 15 75.0% 7 87.5% 2 50.0%

③以前より減少している 15 12.0% 4 20.0% 1 12.5% 1 25.0%

④把握されていない 32 25.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 5 4.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 125 100.0% 20 100.0% 8 100.0% 4 100.0%

の 運 ・ 交 ⑨ＩＴ・情報通信

労働災害の認定状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①増えている 1 14.3% 1 11.1% 0 0.0% 0 0.0%

②以前とあまり変化はない 4 57.1% 3 33.3% 1 25.0% 3 75.0%

③以前より減少している 1 14.3% 4 44.4% 1 25.0% 1 25.0%

④把握されていない 1 14.3% 0 0.0% 2 50.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 0 0.0% 1 11.1% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 7 100.0% 9 100.0% 4 100.0% 4 100.0%

・保 保 医

労働災害の認定状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①増えている 0 0.0% 6 28.6% 1 100.0% 1 9.1%

②以前とあまり変化はない 4 100.0% 3 14.3% 0 0.0% 5 45.5%

③以前より減少している 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

④把握されていない 0 0.0% 10 47.6% 0 0.0% 5 45.5%

未記載（職場）数 0 0.0% 2 9.5% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 4 100.0% 21 100.0% 1 100.0% 11 100.0%

・ 関 ・ 体行 その

労働災害の認定状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①増えている 1 11.1% 4 12.9% 1 11.1%

②以前とあまり変化はない 3 33.3% 16 51.6% 4 44.4%

③以前より減少している 0 0.0% 2 6.5% 1 11.1%

④把握されていない 5 55.6% 8 25.8% 2 22.2%

未記載（職場）数 0 0.0% 1 3.2% 1 11.1%

回答職場数 9 100.0% 31 100.0% 9 100.0%
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Q4)労働災害防止の法律等の遵守や協力の状況（事業者・管理者・同僚etc.）

全　　体 営業・ 設

法律等の遵守・協力の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 全て問題はなく、必要な防止対策が
行われている

59 47.2% 14 70.0% 4 50.0% 3 75.0%

② 防止対策を決めても、実施に問題を
抱えることが多い

29 23.2% 4 20.0% 4 50.0% 1 25.0%

③事業者・管理者の協力が得づらい 5 4.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

④ 同僚や職場内での理解が不足し、十
分な成果があげられていない

26 20.8% 2 10.0% 0 0.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 6 4.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 125 100.0% 20 100.0% 8 100.0% 4 100.0%

の 運 ・ 交 ⑨ＩＴ・情報通信

法律等の遵守・協力の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 全て問題はなく、必要な防止対策が
行われている

4 57.1% 4 44.4% 2 50.0% 4 100.0%

② 防止対策を決めても、実施に問題を
抱えることが多い

2 28.6% 2 22.2% 1 25.0% 0 0.0%

③事業者・管理者の協力が得づらい 0 0.0% 0 0.0% 1 25.0% 0 0.0%

④ 同僚や職場内での理解が不足し、十
分な成果があげられていない

1 14.3% 2 22.2% 0 0.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 0 0.0% 1 11.1% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 7 100.0% 9 100.0% 4 100.0% 4 100.0%

・保 保 医

法律等の遵守・協力の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 全て問題はなく、必要な防止対策が
行われている

2 50.0% 5 23.8% 0 0.0% 4 36.4%

② 防止対策を決めても、実施に問題を
抱えることが多い

2 50.0% 4 19.0% 0 0.0% 2 18.2%

③事業者・管理者の協力が得づらい 0 0.0% 1 4.8% 0 0.0% 1 9.1%

④ 同僚や職場内での理解が不足し、十
分な成果があげられていない

0 0.0% 10 47.6% 1 100.0% 2 18.2%

未記載（職場）数 0 0.0% 1 4.8% 0 0.0% 2 18.2%

回答職場数 4 100.0% 21 100.0% 1 100.0% 11 100.0%

・ 関 ・ 体行 その

法律等の遵守・協力の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 全て問題はなく、必要な防止対策が
行われている

2 22.2% 14 45.2% 4 44.4%

② 防止対策を決めても、実施に問題を
抱えることが多い

2 22.2% 8 25.8% 2 22.2%

③事業者・管理者の協力が得づらい 1 11.1% 2 6.5% 0 0.0%

④ 同僚や職場内での理解が不足し、十
分な成果があげられていない

4 44.4% 6 19.4% 2 22.2%

未記載（職場）数 0 0.0% 1 3.2% 1 11.1%

回答職場数 9 100.0% 31 100.0% 9 100.0%
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全　　体 営業・ 設

周知や啓発の取り組み 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①労働安全に関わる学習会を行っている 15 12.0% 2 10.0% 2 25.0% 1 25.0%

② 労働側委員との定期的な意見交換の場を設定している 38 30.4% 9 45.0% 6 75.0% 3 75.0%

③ 産業医との意見交換を行い、助言を得るようにしている 15 12.0% 2 10.0% 1 12.5% 1 25.0%

④組合員に対し、相談の窓口を設置している 34 27.2% 6 30.0% 5 62.5% 2 50.0%

⑤安全衛生委員会の開催報告を行っている 42 33.6% 9 45.0% 5 62.5% 3 75.0%

⑥問題把握のため、アンケートなどの調査を行っている 22 17.6% 1 5.0% 2 25.0% 0 0.0%

⑦特に行っていない 32 25.6% 4 20.0% 0 0.0% 0 0.0%

⑧その他 8 6.4% 1 5.0% 0 0.0% 0 0.0%

記載（職場）数 122 97.6% 20 100.0% 8 100.0% 4 100.0%

未記載（職場）数 3 2.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 125 100.0% 20 100.0% 8 100.0% 4 100.0%

の 運 ・ 交 ⑨ＩＴ・情報通信

周知や啓発の取り組み 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①労働安全に関わる学習会を行っている 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 25.0%

② 労働側委員との定期的な意見交換の場を設定している 4 57.1% 4 44.4% 3 75.0% 2 50.0%

③ 産業医との意見交換を行い、助言を得るようにしている 1 14.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

④組合員に対し、相談の窓口を設置している 3 42.9% 2 22.2% 2 50.0% 1 25.0%

⑤安全衛生委員会の開催報告を行っている 4 57.1% 4 44.4% 1 25.0% 2 50.0%

⑥問題把握のため、アンケートなどの調査を行っている 1 14.3% 1 11.1% 0 0.0% 0 0.0%

⑦特に行っていない 1 14.3% 2 22.2% 1 25.0% 0 0.0%

⑧その他 0 0.0% 2 22.2% 0 0.0% 0 0.0%

記載（職場）数 7 100.0% 9 100.0% 4 100.0% 4 100.0%

未記載（職場）数 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 7 100.0% 9 100.0% 4 100.0% 4 100.0%

・保 保 医

周知や啓発の取り組み 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①労働安全に関わる学習会を行っている 1 25.0% 5 23.8% 0 0.0% 1 9.1%

② 労働側委員との定期的な意見交換の場を設定している 3 75.0% 1 4.8% 0 0.0% 2 18.2%

③ 産業医との意見交換を行い、助言を得るようにしている 1 25.0% 1 4.8% 0 0.0% 1 9.1%

④組合員に対し、相談の窓口を設置している 2 50.0% 6 28.6% 1 100.0% 4 36.4%

⑤安全衛生委員会の開催報告を行っている 2 50.0% 1 4.8% 0 0.0% 2 18.2%

⑥問題把握のため、アンケートなどの調査を行っている 0 0.0% 5 23.8% 0 0.0% 1 9.1%

⑦特に行っていない 0 0.0% 7 33.3% 0 0.0% 5 45.5%

⑧その他 0 0.0% 1 4.8% 0 0.0% 0 0.0%

記載（職場）数 4 100.0% 19 90.5% 1 100.0% 11 100.0%

未記載（職場）数 0 0.0% 2 9.5% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 4 100.0% 21 100.0% 1 100.0% 11 100.0%

・ 関 ・ 体行 その

周知や啓発の取り組み 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①労働安全に関わる学習会を行っている 0 0.0% 3 9.7% 1 11.1%

② 労働側委員との定期的な意見交換の場を設定している 1 11.1% 7 22.6% 4 44.4%

③ 産業医との意見交換を行い、助言を得るようにしている 1 11.1% 6 19.4% 2 22.2%

④組合員に対し、相談の窓口を設置している 3 33.3% 4 12.9% 2 22.2%

⑤安全衛生委員会の開催報告を行っている 0 0.0% 13 41.9% 4 44.4%

⑥問題把握のため、アンケートなどの調査を行っている 1 11.1% 11 35.5% 0 0.0%

⑦特に行っていない 4 44.4% 6 19.4% 3 33.3%

⑧その他 0 0.0% 3 9.7% 1 11.1%

記載（職場）数 9 100.0% 31 100.0% 8 88.9%

未記載（職場）数 0 0.0% 0 0.0% 1 11.1%

回答職場数 9 100.0% 31 100.0% 9 100.0%

【４】　労働組合としての取り組みと職場の状況について

Q1)労働安全に関する周知や啓発にむけた取組みの状況で、あてはまる項目を
     全て選んでください。　【複数回答】 
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全　　体 営業・ 設

相談の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①相談実績がある 63 50.4% 10 50.0% 7 87.5% 3 75.0%

②相談実績はない 57 45.6% 10 50.0% 1 12.5% 1 25.0%

未記載（職場）数 5 4.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 125 100.0% 20 100.0% 8 100.0% 4 100.0%

の 運 ・ 交 ⑨ＩＴ・情報通信

相談の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①相談実績がある 3 42.9% 6 66.7% 2 50.0% 2 50.0%

②相談実績はない 4 57.1% 2 22.2% 2 50.0% 2 50.0%

未記載（職場）数 0 0.0% 1 11.1% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 7 100.0% 9 100.0% 4 100.0% 4 100.0%

・保 保 医

相談の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①相談実績がある 3 75.0% 6 28.6% 1 100.0% 6 54.5%

②相談実績はない 1 25.0% 13 61.9% 0 0.0% 5 45.5%

未記載（職場）数 0 0.0% 2 9.5% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 4 100.0% 21 100.0% 1 100.0% 11 100.0%

・ 関 ・ 体行 その

相談の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①相談実績がある 4 44.4% 17 54.8% 5 55.6%

②相談実績はない 5 55.6% 13 41.9% 3 33.3%

未記載（職場）数 0 0.0% 1 3.2% 1 11.1%

回答職場数 9 100.0% 31 100.0% 9 100.0%

Q2)健康や職場環境などについて、組合員からの相談等の状況はいかがですか？

Q2－ⅰ)過去２年間の相談実績について
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全　　体 営業・ 設

相談窓口の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 組合員への相談窓口の周知は、十分
に行われている

40 32.0% 10 50.0% 4 50.0% 3 75.0%

② 組合員への相談窓口の周知は、十分
とはいえない

55 44.0% 7 35.0% 4 50.0% 1 25.0%

③ ほとんどの組合員は相談窓口がある
ことを知らない

18 14.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

④全く周知されていない 5 4.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 7 5.6% 3 15.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 125 100.0% 20 100.0% 8 100.0% 4 100.0%

の 運 ・ 交 ⑨ＩＴ・情報通信

相談窓口の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 組合員への相談窓口の周知は、十分
に行われている

5 71.4% 1 11.1% 1 25.0% 1 25.0%

② 組合員への相談窓口の周知は、十分
とはいえない

2 28.6% 4 44.4% 2 50.0% 3 75.0%

③ ほとんどの組合員は相談窓口がある
ことを知らない

0 0.0% 3 33.3% 1 25.0% 0 0.0%

④全く周知されていない 0 0.0% 1 11.1% 0 0.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 7 100.0% 9 100.0% 4 100.0% 4 100.0%

・保 保 医

相談窓口の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 組合員への相談窓口の周知は、十分
に行われている

1 25.0% 5 23.8% 1 100.0% 4 36.4%

② 組合員への相談窓口の周知は、十分
とはいえない

2 50.0% 9 42.9% 0 0.0% 6 54.5%

③ ほとんどの組合員は相談窓口がある
ことを知らない

1 25.0% 6 28.6% 0 0.0% 0 0.0%

④全く周知されていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 0 0.0% 1 4.8% 0 0.0% 1 9.1%

回答職場数 4 100.0% 21 100.0% 1 100.0% 11 100.0%

・ 関 ・ 体行 その

相談窓口の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 組合員への相談窓口の周知は、十分
に行われている

1 11.1% 6 19.4% 4 44.4%

② 組合員への相談窓口の周知は、十分
とはいえない

5 55.6% 16 51.6% 2 22.2%

③ ほとんどの組合員は相談窓口がある
ことを知らない

1 11.1% 7 22.6% 0 0.0%

④全く周知されていない 2 22.2% 1 3.2% 2 22.2%

未記載（職場）数 0 0.0% 1 3.2% 1 11.1%

回答職場数 9 100.0% 31 100.0% 9 100.0%

Q2－ⅱ)相談窓口の状況について
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全　　体 営業・ 設

具体的要求の有無 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①現時点では、要求するものはない 44 35.2% 11 55.0% 3 37.5% 0 0.0%

②要求課題があり、要求している 67 53.6% 6 30.0% 3 37.5% 4 100.0%

③要求課題はあるが、要求していない 11 8.8% 3 15.0% 2 25.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 3 2.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 125 100.0% 20 100.0% 8 100.0% 4 100.0%

の 運 ・ 交 ⑨ＩＴ・情報通信

具体的要求の有無 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①現時点では、要求するものはない 4 57.1% 2 22.2% 2 50.0% 2 50.0%

②要求課題があり、要求している 2 28.6% 7 77.8% 1 25.0% 2 50.0%

③要求課題はあるが、要求していない 1 14.3% 0 0.0% 1 25.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 7 100.0% 9 100.0% 4 100.0% 4 100.0%

・保 保 医

具体的要求の有無 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①現時点では、要求するものはない 1 25.0% 10 47.6% 0 0.0% 3 27.3%

②要求課題があり、要求している 2 50.0% 9 42.9% 1 100.0% 8 72.7%

③要求課題はあるが、要求していない 1 25.0% 2 9.5% 0 0.0% 0 0.0%

未記載（職場）数 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

回答職場数 4 100.0% 21 100.0% 1 100.0% 11 100.0%

・ 関 ・ 体行 その

具体的要求の有無 回答数 回答比率 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①現時点では、要求するものはない 4 44.4% 4 12.9% 4 44.4%

②要求課題があり、要求している 4 44.4% 23 74.2% 3 33.3%

③要求課題はあるが、要求していない 1 11.1% 2 6.5% 1 11.1%

未記載（職場）数 0 0.0% 2 6.5% 1 11.1%

回答職場数 9 100.0% 31 100.0% 9 100.0%

Q3)現在、労働組合として労働安全衛生に関わる具体的な要求を行っていますか？
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回答職場の中で、内勤と外勤がそれぞれ80%以上を占める職場の比較を行った。

勤務状況の特徴（１-Q３）では、「拘束時間の長い勤務」内勤28.4%、外勤35.7%、「交代制

勤務・深夜勤務」内勤35.8%、外勤35.7%、「時間外勤務が恒常化している業務」内勤59.3%、外

勤35.7%などは、ほぼ共通している。外勤の特徴としては、「危険物を扱う業務」21.4％、「機

械（自動車）等を操作する業務」57.1％が挙げられる。

また、就労者の男女比率（１-Q６）では、女性は内勤職場に働く割合が多い。

労働安全衛生法の理解・周知度（２-Q１）では、「十分」「おおむね」理解・承知している

を合わせ、内勤40.7％、外勤85.7％と大きな違いとなっている。外勤職場では、危険度も高くな

ることから、日常的にも労働安全が重要視されていることが解る。

委員会の開催状況（２-Q４-ⅰ・ⅱ）でも、内勤はバラツキがあるが、外勤ではほぼ定期開催

が行われていると推察される。

委員会での課題（２-Q８）も、外勤では「労働災害・事故への対処」64.3％、内勤では「メン

タルヘルス問題」48.1％が特徴的である。

労働災害の申請や認定状況（３-Q2.Q３）では、「把握されていない」との回答が内勤で

25.9%、29.6%とあるが、外勤では事故などを共有することを通して再発の防止を行う必要がある

ため、従業員に公表する場合が多いこととなる。法律等の遵守や協力の状況（３-Q４）でも公

表により対策が行われる回答も外勤64.3％と高くなっている。

今後の労働災害防止にむけての課題では、「メンタルヘルスの対策」内勤72.8％、外勤

71.4％、「長時間労働への対策」内勤69.1％、外勤42.9％が、いずれも重要と捉えられている。

組合員からの相談実績（４-Q２-ⅰ）では、外勤57.1％と内勤45.7％を上回っているが、相談窓

口の状況（４-Q２-ⅱ）では、「全く周知されていない」が内勤1.2％、外勤14.3％と、外勤者へ

の組合からの伝達の難しさがうかがえる。

労働安全衛生に関わる具体的な要求（４-Q３）については、外勤42.9％、内勤38.3％が「現時

点では、要求するものはない」と回答している。一般的に、外勤業務は事業所での対応に限界が

ある場合があること、対応すべきことに緊急性が高いものがあることから、外勤業務では改善可

能な対応が進んでいると考えられる。

職場での安全･保健の環境や対策（４-Q４）では、実施している対策に大差はないが、「保健

対策」については、内勤19.8％、外勤7.1％と差がみられた。外勤業務では、外部との関係で時間

的制約があることが多く、時間的な余裕の影響と考えられる。

「勤労者と職場の安全対策」にかかわる実態調査の考察

№５　内勤・外勤者各80％以上職場の比較集約
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Q3）貴職場の主な勤務状況は、どのようになっていますか？　【複数回答】

内勤者80％以上の職場 外勤者80％以上の職場

主な勤務状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①変則的な勤務 18 22.2% 4 28.6

②拘束時間の長い勤務 23 28.4 5 35.7%

③出張の多い勤務 10 12.3% 0 0.0

④交代制勤務・深夜勤務 29 35.8 5 35.7%

⑤危険物を扱う業務 11 13.6 3 21.4%

⑥機械（自動車）等を操作する業務 12 14.8 8 57.1%

⑦時間外勤務が恒常化している業務 48 59.3% 5 35.7%

⑧その他 18 22.2% 1 7.1%

記載（職場）数 78 96.3 11 78.6

未記載（職場）数 3 3.7% 3 21.4%

回答職場数 81 100.0 14 100.0

「勤労者と職場の安全対策」にかかわる実態調査
【№５ 内勤・外勤者各 80％以上職場の比較集約】

【１】　職場・労働組合の基本情報

Q2)業種　【複数回答】

内勤者80％以上の職場 外勤者80％以上の職場

業　　種 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①農林水産 0 0.0 0 0.0

②製造 17 21.0 0 0.0

③営業・販売 2 2.5% 2 14.3%

④建設 0 0.0 1 7.1%

⑤電気・ガス・水等の供給 1 1.2% 3 21.4%

⑥運輸・郵便 1 1.2% 4 28.6

⑦宿泊・飲食 0 0.0 0 0.0

⑧交通サービス 0 0.0 3 21.4%

⑨ＩＴ・情報通信 1 1.2% 1 7.1%

⑩金融・保険 0 0.0 1 7.1%

⑪教育 21 25.9% 0 0.0

⑫保育 1 1.2% 0 0.0

⑬医療 11 13.6 0 0.0

⑭介護・福祉関連 6 7.4% 1 7.1%

⑮国・自治体行政 22 27.2% 0 0.0

⑯その他 4 4.9% 4 28.6

記載（職場）数 81 100.0 14 100.0

回答職場数 81 100.0 14 100.0
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Q6）就労者の男女比率？

内勤者80％以上の職場 外勤者80％以上の職場

男性と女性の割り合い 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①男性： 0～20％  ＊女性：80～100％ 8 9.9% 0 0.0

②男性：21～40％  ＊女性：60～79％ 18 22.2% 0 0.0

③男性：41～60％  ＊女性：40～59％ 18 22.2% 1 7.1%

④男性：61～80％  ＊女性：20～39％ 17 21.0 1 7.1%

⑤男性：81～100％ ＊女性： 0～19％ 14 17.3% 12 85.7

未記載（職場）数 6 7.4% 0 0.0

回答職場数 81 100.0 14 100.0

80％以上の職場 80％以上の職場

男性 18 男性 13

女性 8 女性 0

【２】　労働安全衛生管理体制の状況

Q１）労働安全衛生法に基づく体制区分や内容を就労者全体で、理解・承知されていますか？

内勤者80％以上の職場 外勤者80％以上の職場

労働安全衛生法の理解・周知度合い 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①十分理解・承知されている 3 3.7% 3 21.4%

②おおむね理解・承知されている 30 37.0 9 64.3

③約半数の者は、理解・承知している 17 21.0 0 0.0

④ほとんどの者は、理解・承知していない 31 38.3 2 14.3%

⑤全く理解・承知されていない 0 0.0 0 0.0

未記載（職場）数 0 0.0 0 0.0

回答職場数 81 100.0 14 100.0

Q3)職場では、労働者の意見反映するための下記委員会が設置されていますか？
      【複数回答】

内勤者80％以上の職場 外勤者80％以上の職場

各種委員会の設置状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①安全委員会
　（ 一定業種で常時100人以上、特定業種

は50人以上）
40 49.4% 9 64.3

②衛生委員会
　（全ての業種で50人以上）

66 81.5 9 64.3

③わからない 2 2.5% 1 7.1%

未記載（職場）数 8 9.9% 3 21.4%

回答職場数 81 100.0 14 100.0
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Q4）設問Q3）でお答えの委員会の開催状況はいかがですか？

　Ｑ4－１）開催状況

内勤者80％以上の職場 外勤者80％以上の職場

委員会の開催状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①定期的に開催されている 59 72.8 11 78.6

②不定期だが、開催されている 6 7.4% 0 0.0

③問題が起きたときに開催されている 2 2.5% 0 0.0

④ほとんど開催されていない
　（年3回以下）

6 7.4% 0 0.0

⑤わからない 0 0.0 1 7.1%

未記載（職場）数 8 9.9% 2 14.3%

回答職場数 81 100.0 14 100.0

　Ｑ4－2）開催回数／年

内勤者80％以上の職場 外勤者80％以上の職場

開　催　数 回答数 回答比率 回答数 回答比率

０回 0 0.0 0 0.0

１回 1 1.2% 0 0.0

２回 0 0.0 0 0.0

３回 4 4.9% 0 0.0

４回 3 3.7% 0 0.0

５回 1 1.2% 0 0.0

６回 2 2.5% 1 7.1%

７回 0 0.0 0 0.0

８回 2 2.5% 0 0.0

９回 0 0.0 0 0.0

１０回 3 3.7% 0 0.0

１１回 0 0.0 0 0.0

１２回 48 59.3% 10 71.4%

１３回 0 0.0 0 0.0

未記載（職場）数 16 19.8 3 21.4%

回答職場数 81 100.0 14 100.0
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Q6）委員会では意見や要望は出されていますか？
      また、それらの課題解決の取組みは行われていますか？

内勤者80％以上の職場 外勤者80％以上の職場

委員会での意見や要望と取り組み状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 意見･要望は反映され、課題解決の検討
を行い実現している

3 3.7% 0 0.0

② 意見や要望は出されるが、「検討する」
で終わることが多い

8 9.9% 2 14.3%

③報告が中心で議論は少ない 21 25.9% 9 64.3

④ 問題意識が薄く、形式的な開催となって
いる

41 50.6 2 14.3%

未記載（職場）数 8 9.9% 0 0.0

回答職場数 81 100.0 14 100.0

Q7）委員会の開催にあたり、職場での意見交換や議論が行われていますか？

内勤者80％以上の職場 外勤者80％以上の職場

委員会開催に向けた職場の
意見集約等の状況

回答数 回答比率 回答数 回答比率

①日常的に会議を開催している 3 3.7% 0 0.0

② 委員会開催前に、意見や要望を聞く機会
を設けている

8 9.9% 2 14.3%

③ 意見や要望などは、いつでも委員に申し
出る状況にある

21 25.9% 9 64.3

④特に行っていない 41 50.6 2 14.3%

未記載（職場）数 8 9.9% 1 7.1%

回答職場数 81 100.0 14 100.0

Q8）現在、貴委員会で課題となっている事案を選んでください。　【複数回答】 

内勤者80％以上の職場 外勤者80％以上の職場

課題となっている事案 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①個々の職場環境の課題
　（照明・冷暖房など）

37 45.7% 5 35.7%

②長時間勤務の問題 37 45.7% 6 42.9%

③メンタルヘルス問題 39 48.1 4 28.6

④「働き方改革」について 11 13.6 2 14.3%

⑤労働災害・事故への対処 29 35.8 9 64.3

⑥女性労働者の保護や課題 5 6.2 0 0.0

⑦その他 5 6.2 1 7.1%

記載（職場）数 71 87.7 14 100.0

未記載（職場）数 10 12.3% 0 0.0

回答職場数 81 100.0 14 100.0
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【３】　労働災害の状況

Q1）貴職場での労働に関わる健康問題の訴えはいかがですか？

内勤者80％以上の職場 外勤者80％以上の職場

健康問題の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①増えているように強く感じている
　（訴えが多い）

17 21.0 0 0.0

②以前とあまり変化はない 49 60.5 11 78.6

③以前より減少している 3 3.7% 1 7.1%

④把握されていない 11 13.6 2 14.3%

未記載（職場）数 10 12.3% 2 14.3%

回答職場数 81 100.0 14 100.0

Q2）労働災害認定の申請状況はいかがですか？ 

内勤者80％以上の職場 外勤者80％以上の職場

労働災害認定の申請状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 認定請求に際し、特に問題はなく申請さ
れている

45 55.6 11 78.6

② 認定請求に際し、事業者からの抵抗が感
じられ難しいことがある

8 9.9% 1 7.1%

③ わずらわしさなどから、本人が請求しな
いケースがある

3 3.7% 1 7.1%

④把握されていない 21 25.9% 1 7.1%

未記載（職場）数 4 4.9% 0 0.0

回答職場数 81 100.0 14 100.0

Q10）産業医と委員会の関係はどのようになっていますか？

内勤者80％以上の職場 外勤者80％以上の職場

産業医と委員会の関係 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 産業医は委員会に出席し、助言等を行っ
ている

28 34.6 2 14.3%

② 産業医は、要請があった場合のみ出席す
ることとなっている

17 21.0 2 14.3%

③産業医は、委員会に出席していない 22 27.2% 7 50.0

④その他 4 4.9% 1 7.1%

未記載（職場）数 10 12.3% 2 14.3%

回答職場数 81 100.0 14 100.0
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Q4）労働災害防止の法律等の遵守や協力の状況（事業者・管理者・同僚etc.）

内勤者80％以上の職場 外勤者80％以上の職場

法律等の遵守・協力の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 全て問題はなく、必要な防止対策が行わ
れている

35 43.2% 9 64.3

② 防止対策を決めても、実施に問題を抱え
ることが多い

18 22.2% 3 21.4%

③事業者・管理者の協力が得づらい 3 3.7% 1 7.1%

④ 同僚や職場内での理解が不足し、十分な
成果があげられていない

21 25.9% 1 7.1%

未記載（職場）数 4 4.9% 0 0.0

回答職場数 81 100.0 14 100.0

Q5）今後の労働災害防止にむけて、どのような課題が重要かつ必要と考えますか？
      あてはまる項目を全て選んでください。　【複数回答】 

内勤者80％以上の職場 外勤者80％以上の職場

重要かつ必要な課題 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①メンタルヘルスへの対策 59 72.8 10 71.4%

②長時間労働への対策 56 69.1 6 42.9%

③労働密度増大への対策 30 37.0 4 28.6

④勤務･作業環境の改善 49 60.5 5 35.7%

⑤女性の就労環境の対策 15 18.5 0 0.0

⑥高齢者の就労環境の対策 13 16.0 5 35.7%

⑦その他 4 4.9% 1 7.1%

記載（職場）数 78 96.3 14 100.0

未記載（職場）数 3 3.7% 0 0.0

回答職場数 81 100.0 14 100.0

Q3）労働災害認定の件数状況はいかがですか？

内勤者80％以上の職場 外勤者80％以上の職場

労働災害の認定状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①増えている 10 12.3% 2 14.3%

②以前とあまり変化はない 37 45.7% 7 50.0

③以前より減少している 6 7.4% 4 28.6

④把握されていない 24 29.6 1 7.1%

未記載（職場）数 4 4.9% 0 0.0

回答職場数 81 100.0 14 100.0
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【４】　労働組合としての取り組みと職場の状況について

Q2)健康や職場環境などについて、組合員からの相談等の状況はいかがですか？

Q2－ⅰ)過去２年間の相談実績について

内勤者80％以上の職場 外勤者80％以上の職場

相談の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①相談実績がある 37 45.7% 8 57.1%

②相談実績はない 40 49.4% 6 42.9%

未記載（職場）数 4 4.9% 0 0.0

回答職場数 81 100.0 14 100.0

Q2－ⅱ)相談窓口の状況について

内勤者80％以上の職場 外勤者80％以上の職場

相談窓口の状況 回答数 回答比率 回答数 回答比率

① 組合員への相談窓口の周知は、十分に行
われている

25 30.9 5 35.7%

② 組合員への相談窓口の周知は、十分とは
いえない

37 45.7% 5 35.7%

③ ほとんどの組合員は相談窓口があること
を知らない

12 14.8 2 14.3%

④全く周知されていない 1 1.2% 2 14.3%

未記載（職場）数 6 7.4% 0 0.0

回答職場数 81 100.0 14 100.0

Q3)現在、労働組合として労働安全衛生に関わる具体的な要求を行っていますか？

内勤者80％以上の職場 外勤者80％以上の職場

具体的要求の有無 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①現時点では、要求するものはない 31 38.3 6 42.9%

②要求課題があり、要求している 42 51.9% 6 42.9%

③要求課題はあるが、要求していない 5 6.2 2 14.3%

未記載（職場）数 3 3.7% 0 0.0

回答職場数 81 100.0 14 100.0



− 107 −

Q4)職場での安全･保健の環境や対策で実施されている項目を全て選んでください。
　　 【複数回答】

内勤者80％以上の職場 外勤者80％以上の職場

実施している対策 回答数 回答比率 回答数 回答比率

①健康管理室の設置 12 14.8 3 21.4%

②診療施設の設置 8 9.9% 1 7.1%

③運動施設（体育館等）の設置 10 12.3% 0 0.0

④休憩室の設置 55 67.9 8 57.1%

⑤残業制限 28 34.6 5 35.7%

⑥年休取得推奨 39 48.1 6 42.9%

⑦メンタルヘルス教育 36 44.4% 5 35.7%

⑧ 労働安全衛生に関する社内報や関連冊
子等の配布

17 21.0 4 28.6

⑨喫煙対策 40 49.4% 6 42.9%

⑩保健対策 16 19.8 1 7.1%

⑪職場巡視（安全パトロール） 47 58.0 10 71.4%

⑫職場清掃管理 30 37.0 6 42.9%

⑬その他 0 0.0 1 7.1%

記載（職場）数 75 92.6 13 92.9%

未記載（職場）数 6 7.4% 1 7.1%

回答職場数 81 100.0 14 100.0
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はじめに

労働基準法 第32条

１ ．「使用者は、労働者に、休憩時間を除

き一週間について四十時間を超えて、労

働させてはならない。」

２ ．「使用者は、一週間の各日については、

労働者に、休憩時間を除き一日について

八時間を超えて、労働させてはならな

い。」

誰もが常識的なこととして、認識している

労働の根本的な法規制である。

しかし、現実はどうであろうか？

近年に限らず、長時間労働はあらゆる業種

の職場で問題となり、あるいは当然のことと

してこの規制を超えた就労が行われ続けてい

る。

もとより、１日８時間を超える労働はすべ

て違法ということではなく、８時間を超える

労働に対しては、様々な法規制や制度が定め

られている。

ある意味では、時間外労働の必要性を認め

容認する中で、１日８時間が労働の根本法制

として堅持されているのである。

労働者の働き方や労働環境と健康や安全は

密接な関係にある。多くの事件・事故による

労働災害の歴史は、働き方や労働環境の不十

分さの歴史でもある。

近年は、「過労死」や「過労自殺」の言葉

が、国会でも議論され、厚生労働省も調査研

究に取り組みはじめている。

そのような中でも、長時間労働による被害

者の報道が繰り返され、極めて異常な長時

間・過重労働が明らかにされるたびに、小生

は「この国では８時間働くだけではダメなの

か」と疑問を持つのである。

働き過ぎによって、健康を害しあるいは命

までも落とすことなど、あってはならないこ

とは、労働の原則である。

安倍政権は、「働き方改革」を掲げ、働き

方改革実現会議を発足させた。日本経済の再

生を実現するために、付加価値生産性と労働

生産性の向上を図る必要があるとして、画一

的な労働制度や保育・介護との両立困難など

働くことに立ちはだかる様々な壁を取り除き、

「一億総活躍の国創り」をすすめるというも

のである。

確かに「一億総活躍」は別として、日本の

「働き方」には多くの課題が存在し、労働に

かかわる事件や事故が繰り返されてきた。

「働き方改革」なるものが、その改善や解

決に結びつくものとなるのか？働く者にとっ

ては、命と生活そして生き方にかかわる多く

の重要課題が提起されているのである。

昨年３月に決定した「働き方改革実行計

画」では、長時間労働の是正など何点かの問

長時間労働からの解放に向けて
― 問われる「働き方」と労働安全衛生の現状 ―

公益社団法人　新潟県自治研究センター
常務理事・研究主幹　桝　口　敏　行
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題認識と改善の視点が示されている。

計画等の内容は後述するが、本稿では過重

労働による多くの犠牲者や家族が訴え続けて

きた、「長時間労働問題」の改善に焦点をあ

て述べることとする。

長時間労働の実態と「是正」の本質

長時間労働による過労死や過労自殺が報道

に触れる機会が多くなっている。しかし、報

道は一部であり、また労働災害認定が認めら

れるものはその中のごく僅かであろう。

現在でも、日本の労働には、時間外・長時

間労働が当たり前のように行われ、「日本の

企業文化」とまで言われている。その理由は

様々考えられるが、残業手当という金銭的な

誘因の存在、長時間労働が「頑張っている」

との功労的評価論など年功序列・終身雇用が

一般的である日本企業の構造悪とも言われて

いる。

確かに、日本の労働者は「働き蜂」と言わ

れ、それが日本企業の成長を支えてきた仕組

みでもあったが、そこに問題がなかったとい

うことではない。

今日、「Karoushi」（過労死）は不名誉

な国際共通語となり、長時間・不休の日本の

労働者を卑下する言葉となっている。

そもそも、「働くこと」に対する意識の違

いがある。ヨーロッパ諸国では、働くことの

目的は「自らの自由の獲得」にあると言わ

れ、休暇制度等は完全取得が当然とされてい

る。有給休暇制度を持ちながら、制度取得す

ら満足に取れないことにあきらめている日本

の労働者意識にも問題があるであろう。今は、

消え失せた「プレミアムフライデー」が思い

起こされる。毎月末の金曜日には午後３時に

仕事を切り上げ、趣味や外食を楽しもう―

―という取り組みであった。しかし、多くの

労働者は「自分とは関係ない」「使うお金の

余裕がない」、あるいは「早く切り上げると、

他の日に残業が待っている」といった消極

的・悲観的な意見が実施当初から出されてい

た。この機会を活かそうとする職場も労働者

も、少数派であったのではないだろうか。当

時、率先して導入した企業も、有給の振替な

どへの様変わりがみられる実態もある。

このような意識や状況は世界共通のものな

のだろうか。答えは「ノー」である。

欧米諸国では、長時間労働は「美徳」とさ

れておらず、むしろ上司の監督と本人の能力

のなさの証左であると考えられており、仕事

と私生活を両立させるためには家族との時間

をしっかりと確保し英気を養うことによって

効率的な仕事が可能になると考えられている

のである。安息日・休日に働くなど、宗教的

に論外なのである。

ILO「ILOSTAT Database」や総務省「労

働力調査」、厚生労働省「毎月勤労統計調

査」のデータ（いずれも2013年を基礎に試

算）によると、年平均労働時間（時間）は

ドイツ1,388、フランス1,489、イギリス1,669、

日本1,735、韓国2,163である。また、週40時

間以上の労働を行う人の割合は、フランス

27.5％、イギリス37.0％、ドイツ45.1％、日

本59.9％、韓国79.0％であった。

日本型企業運営が多いとされる韓国、そし

て日本の長時間労働が目立っている。

また、日本では週60時間を超える労働者の

割合は、全体として低下傾向にあるものの、

特に30歳代の男性の割合が高くなっている。

国際労働機関（ILO）からは、「労働時間
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が週48時間を超過すると健康や成果に悪影響

を及ぼすことがある」との報告も出されてい

る。それは、主要先進７か国中で、時間当た

りの生産性が最下位となっていることに表れ

ている。

「働き方改革」の中で、「投資やイノベー

ションの促進を通じた付加価値生産性の向

上」の必要性を挙げているが、そのこと自体

は正しい指摘であると考える。

確かに、産業構造の変化によって高度成長

時代での標準的な労働のもととなっていた

「長時間・大量かつ安価な生産」の分野では、

日本の競争力は急速に衰退している。日本製

品は姿を消し、中国をはじめとした新興国の

「お株」となったのである。

工業生産中心の社会では、画一的・集団的

な労働が主となっていたが、多くの先進諸国

がそうであったように工業からサービス業や

より付加価値の高い生産へと移ったのである。

また、工業生産ではオートメーション化がす

すみ、生産の合理化とシステム化が実現した。

こうした産業構造の転換は、専門性の高い技

術者や自立と裁量を持ったホワイトカラー労

働者を必要とすることとなったが、一方で労

働時間や期間を限定する労働力、すなわち有

期間労働者やパートタイマー・派遣労働者が

増加することとなった。

その結果、旧来の集団的・画一的な労働を

前提としていた労働法制は実態に合わないも

のとなり、新たな産業競争へ企業運営の変化

に沿った対応が迫られるものとなった。その

ことが最も顕著に表れている対応こそ、労働

時間の柔軟化・個別化・多様化への対応なの

である。

労働時間の課題は、単に時短の問題ではな

く、個別事情も含め複雑かつ多様化する事情

をはらんだ課題なのである。

企業・経営側と経済成長優先の政治の狙い

は競争力の強化であり、柔軟な労働力による

生産性向上なのである。一方、労働側の目指

すところは、人間らしく尊厳を持った労働

（ディーセント・ワーク）であり、安全かつ

安心できる労働の実現である。

それぞれが、一致できる課題と相反する問

題が存在し、これからも産業構造の変化に

よって常に転換が求められていくものなので

ある。

「働き方改革実行計画」と問題点

政府は、一昨年となる平成28年６月に、

一億総活躍社会を目指す「ニッポン一億総活

躍プラン」を閣議決定し、その最大のチャレ

ンジとして「働き方改革」に取り組むことと

した。

そして、昨年３月28日に政府の働き方改革

実現会議により、検討テーマとそれらへの対

応策を取りまとめた「働き方改革実行計画」

が発表された。

計画は、本文、工程表、別添１：同一労働

同一賃金ガイドライン案、別添２：時間外労

働の上限規制等に関する労使合意、からなる

ものであった。詳細は、首相官邸HPを参照

されたい。

実行計画の本文中で、「働き方改革」は日

本経済再生に向けての最大のチャレンジとし

ている。さらに、日本の企業文化、日本人の

ライフスタイル、日本の働くということに対

する考え方そのものに手を付けていく改革と

謳っている。

また、改善テーマとして①非正規雇用の処
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遇改善、②賃金引き上げと労働生産性向上、

③長時間労働の是正、④柔軟な働き方がしや

すい環境整備、⑤女性・若者が活躍しやすい

環境整備、⑥病気の治療と仕事の両立、⑦子

育て・介護と仕事の両立、障害者の就労、⑧

雇用吸収力、付加価値の高い産業への転職・

再就職、⑨教育環境の整備、⑩高齢者の就職、

⑪外国人の受け入れ、を示し現状の問題認識

とともに改善方向を示している。

課題の視点や示されている認識は、働く側

にとっても理解できるところとなっている。

これらの内容が「真の改革」となるのであれ

ば、労働者にとっても大きな期待を寄せるも

のであろう。

しかし、改革の方向性は示されながらも、

文中には、「助成措置」や「支援措置」など

の言葉も目立ち、具体的な施策がどのように

展開されるかは今後の課題である。

これらが、これまでも放ち続けられ的を射

た実感の薄い「安倍政治の矢」で終わるか否

かは、労働者側の具体的提言や施策展開の監

視と実効性の確保への努力が極めて重要とな

るであろう。

さて、主テーマである「長時間労働」の是

正について述べる。

日本の一般的労働者の年間総労働時間は約

2,000時間で推移しているが、全体としては、

減少傾向にあるとされている。しかし、一般

労働者やパートタイム労働者などを個別にみ

ると決して減少傾向とは言えない。減少傾向

の数値は、パートタイム労働者の増加が背景

にあり、見掛け上の全体減少なのである（図

１）。

前述した世界の各国との比較でも、ドイツ

やフランスなどでは日本のパートタイム・短

時間労働・非正規的な働き方は極めて少なく、

労働時間の実態比較ではかなりの開きとなる

のである。

また、年次有給休暇の取得率は、依然とし

て５割を下回っている現状である。

長時間労働の是正や仕事と生活の調和のと

れた労働のあり方は、労使ともに喫緊の課題

と認識されている。さらに、企業・経済界か

らは、前項で述べた多様な働き方の必要性が

求められているのである。

政府は、平成27年の通常国会に、①年次有

給休暇に係る時季指定の使用者への義務付け、

②企画業務型裁量労働制の対象業務の追加、

図１：年間総実労働時間（一人平均）2016年
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③高度な専門知識等を要する業務に就き、か

つ、一定額以上の年収（1,075万円以上）を

有する労働者に適用される労働時間制度（高

度プロフェッショナル制度）の創設などを内

容とする「労働基準法等の一部を改正する法

律案」を提出し、「働き方改革」が動き始め

た。

これら法案の提出を受け、野党４党は①労

働時間の延長の上限規制、②休息時間の規制

等を内容とする法案を提出したが、その後、

違法な時間外労働をさせた場合の罰則の強化

等を追加した法案を再提出した。

しかし、いずれの法案も衆議院の解散によ

り、審議未了・廃案となっている。

廃案となったが、関係法案の骨格はほとん

ど変わることがないと予想されるので、若干

の解説と問題点を指摘しておく。

まず、時間外労働に罰則付きの上限規制を

明示し、法的強制力を伴い定めることである。

労使の時間外労働に対しては、いわゆる36協

定によるものとされてきた。厚生労働大臣の

限度基準告示で、原則月45時間以内、年間

360時間以内と定められているが、罰則によ

る強制力はない。36協定で特別条項という労

使合意と届出があれば上限なく時間外労働が

可能になっていたのである。　　　　

法案にある上限規制は36協定でも超えるこ

とができない上限を定めるものとなる。具体

的には、時間外労働の限度を、①原則「月

45時間、かつ、年360時間」、②特例として、

臨時的な特別の事情がある場合でも「年720

時間」とし、かつ、１か月では休日労働を含

んで100時間未満、２～６か月の月平均では

休日労働を含んで80時間以内、③特例の適用

は年６回を上限、との内容であり、これまで

の限度告示を踏襲している。

また、時間外労働の限度基準の適用除外業

務であった建設事業や自動車の運転業務も対

象となる方向が示されている。

しかし、「100時間の攻防」で報道された

が、上記②の上限は、厚生労働省が定めた

『脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基

準』（平成13年12月12日基発第1063号）「過

重負荷の有無の判断」に記載されている時間

外労働の時間（１か月間におおむね100時間

又は２か月間ないし６か月間にわたって１か

月当たりおおむね80時間＝労災認定基準のい

わゆる「過労死ライン」）そのものといえる

内容であり、極めて不適切であるばかりか、

この上限を政府自らが容認することとなるの

である。　

日本労働弁護団は、この内容を受けこれま

での判決を引用し声明を出している。

「裁判所も、月95時間分の時間外労働を義

務付ける定額時間外手当の合意の効力が争わ

れた事件で、『このような長時間の時間外労

働を義務付けることは、使用者の業務運営に

配慮しながらも労働者の生活と仕事を調和さ

せようとする労基法36条の規定を無意味なも

のとするばかりでなく、安全配慮義務に違反

し、公序良俗に反するおそれさえあるという

べきである』としている（ザ・ウィンザー・

ホテルズインターナショナル事件札幌高裁平

24.10.19判決・労判1064号）。また、月83時

間分のみなし残業手当の効力が争われた別の

事件では、『月83時間の残業は、36協定で定

めることができる労働時間の上限の月45時間

の２倍近い長時間であり、…相当な長時間労

働を強いる根拠となるものであって、公序良

俗に違反するといわざるを得ず』としている
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（穂波事件・岐阜地裁平27.10.22判決・労判

1127号）ことに留意すべきである。

このように、判決では月95時間や83時間の

時間外労働でさえ、使用者の安全配慮義務に

違反し、公序良俗に反するものであるから無

効である（民法90条違反）とされるのである

から、政府が検討し使用者団体が求めてい

るとされる「月100時間」「２か月平均80時

間」の時間外労働の容認は、裁判所によって

公序良俗に違反し無効とされるおそれの強

いものであることを指摘しておきたい。」

（2017年２月28日時間外労働の上限規制に関

する声明）。

労働者にとって、時間外を含めた労働時間

は、まさに労働者の人間らしく尊厳を持った

労働（ディーセント・ワーク）の原点である。

なかでも時間外労働は、例外の措置であるこ

とを労使ともに確認しなければならない。

　

また、企画業務型裁量労働制の対象業務の

追加やいわゆる高度プロフェッショナル制度

の創設は、報道でも「残業代ゼロ法案」ある

いは「過労死促進法案」などと呼ばれ、ブ

ラック企業に悪用される可能性がある制度と

して、労働側の反発を招いているものである。

政府の労働政策審議会でも、これらの制度

の拡大や創設に対する反対意見とともに、前

者については追加される対象業務の範囲が不

明確であることや、後者については健康確保

措置が不十分であることなどについて懸念が

述べられている。政府は、連合などからの要

請を踏まえ修正を行うとしている。

これらは、労働に対する評価を「時間」か

ら「成果」に変えるもので、能力が高く成果

を短時間で上げることできれば、労働時間の

短縮や生活との両立が可能となるとのメリッ

トを挙げている。しかし、制度の運用次第で

は、成果主義（企業側の評価）による不明瞭

な賃金体系や無制限な労働時間を容認するこ

ととなる。

現状でも、「歩合給」や「成果給」など売

り上げに連動して給与が決められる仕組みが

存在している。売り上げが評価に値しなけれ

ば、最低賃金法の範囲となり得る。

あるいは、労基法では、「管理監督者」に

は、「時間による管理は不適切」とされ、深

夜残業以外の残業代が不支給であっても良と

されている。そのことを逆手に、管理職の拡

大による「名ばかり管理職」が問題となって

いる。昨年12月にも、大手の野村不動産が裁

量労働制を違法適用し、社員に残業代を支

払っていないとして労働基準監督署から是正

勧告を受けたとの報道があり、「定額の使い

放題社員」との批判が高まった。労働側は、

極めて慎重に対処する必要がある課題である

が、範囲拡大を提案する前提として、政府は

懸念される課題についてこれまでの検証と報

告を当然に行うべきである。

これまで述べた以外にも、長時間労働抑制

策として労働基準法等の改正が見込まれてい

る課題があるので記述しておく。

① 中小企業における月60時間超の時間外労

働に対する割増賃金の見直し。

　 　これまで中小企業には、割増賃金率

（50％以上）について猶予措置が認めら

れていたが、これを廃止するもの。

② 著しい長時間労働に対する助言指導を強

化するための規定の新設。

　 　時間外労働に係る助言指導に当たり、

「労働者の健康が確保されるよう特に配
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慮しなければならない」旨を明確にする

もの。

③一定日数の年次有給休暇の確実な取得。

　 　使用者は、10日以上の年次有給休暇が

付与される労働者に対し、５日について、

毎年、時季を指定して与えなければなら

ないこととするもの（労働者の時季指定

や計画的付与により取得された年次有給

休暇の日数分については指定の必要はな

い）。

④ 企業単位での労働時間等の設定改善に係

る労使の取り組み促進（労働時間等の設

定の改善に関する特別措置法の改正とし

て）。

　 　労使の改善に係る取り組みを促進する

ため、企業全体を通じて労働時間等設定

改善企業委員会の決議をもって、年次有

給休暇の計画的付与等に係る労使協定に

代えることを可能にするもの。

　

現政権下では早々にこれらの法案通過が見

通せる中、労働者の命と健康を守るために長

時間労働の是正に向けた実効性の確保が課題

となるであろう。労働組合の姿勢と力量が試

されることとなる。

「ジタハラ」に悩む労働者

「ジタハラ」とは「時短ハラスメント」の

略で、残業時間削減のための具体策がないま

ま、従業員に「時間短縮の強要」と「嫌がら

せ」を行う行為である。

「働き方改革」では、時間外労働の縮減が

課題となり、過労死や過労自殺の客観的な要

因判断は「勤務時間」によることが多い。

本来、長時間労働の是正や見直しは、企業

の責任で行うことは当然であり、取り組むべ

き課題である。

しかし、就労時間に見合わない業務量を科

すことや時間短縮の合理的な方策を示し講じ

ない中で、単に時短だけを強要することは労

働密度を高めたり、サービス残業の要因とな

るなど、労働者に一方的な不利益を及ぼすこ

ととなる。

昨年11月、手帳の販売で知られる高橋書店

が20代から60代の男女730人にインターネッ

トによるアンケート調査を行い、その集約結

果が発表された。

現役のビジネスパーソンを対象に行った

「働き方改革」に関するアンケート調査であ

る。この中で、「約４割のビジネスパーソン

が時短ハラスメントに悩まされている」と伝

えた。全体集約の中では、53.4％が「会社で

働き方改革が行われている」と答え、そのう

ち41.5％が「働く時間が短くなったのに、業

務量が以前のままのため、仕事が終わらな

い」という「時短ハラスメント」の悩みを訴

えている。また、「働く時間が制限されたこ

とにより、仕事へのやりがいが減った」「仕

事を家に持ち帰っている」との回答があった。

（日経新聞）

このような事例は、電通での過労自殺事件

以降、増えつつあると報道されている。

「就労時間の短縮」という旗頭を掲げ、退

社を強要し、人件費の抑制を図りながらも労

働者への不利益を押し付けるブラック企業が

増加し、労働法の専門弁護士事務所への相談

が行われる事例が、インターネットでも多く

紹介されている。

このような「法の抜け道」を探る事象が起

こり、ブラック企業が存在することや長時間
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を費やす労働争議が起こることは、日本の特

異なものといえよう。

なぜならば、欧州（EU）では、残業時間

を含め週48時間や勤務間の労働開放時間11時

間など直接規制が厳格であるとともに罰則も

厳しい。アメリカでは、週40時間を超える残

業には50％の割増賃金が規定されているだけ

であるが、過重な労働が強いられる会社にい

つまでも勤める感覚はない。より良い条件の

会社に転職することは、当然とされているの

である。

日本では、ドラマチックな転職は考えにく

く、愚痴を言いながら務め続ける労働者が多

いのであろう。

しかし、このことを繰り返さないためには、

法規制も重要であるが、何より毅然とした労

働者意識と知識を具えた上での対応と行動が

求められるのである。

労働法を活かす

我が国の労働法は、労働基準法や労働組合

法をはじめ、最低賃金法、男女雇用機会均等

法など様々な法律が定められている。

その共通する理念は、資本主義社会におけ

る労働・生活する労働者の生存権あるいは人

間の尊厳の具体的保障である。つまり、労働

者のための法律なのである。時には、労働問

題の解決のため、使用者側との調整的な役割

を果たすが、あくまでも労働者の心身と人間

性を保護する法律である。だから、法規に不

十分さはあっても、自分自身のための一連の

法律であることを自覚したい。違法行為は、

使用者によって行われ、被害者は労働者にな

る。法規があっても、違法な状態や行為を黙

認したり諦めたりすることは、労働者として

の義務を果たしていないことであり、そのこ

と自体も違法行為に匹敵するものと考えるべ

きであろう。

企業にとっても、違法な行為や状態が発覚

した時やそのことが要因で事件・事故につな

がった時には、極めて大きな企業ダメージと

なり社会的制裁を受けることにつながるので

ある。

企業側の違法行為で労働者の実害が出る問

題の多くは、労働基準法違反であり、36協定

の未締結や協定を超えた残業命令、そして残

業代の未払いである。厚生労働省では、2017

年５月から労働基準法などの労働基準関係法

令に違反して書類送検が行われた企業名を同

省のHPに掲載し、毎月更新が続いている。

その企業名には、電通、H.I.S、三菱電機、

パナソニックなどの有名企業も名を連ねてい

る（公表されているので、掲載した）。

本稿を執筆中にも、「労基法違反TBSに是

正勧告 36協定超える時間外労働」のニュー

スが入った。

繰り返される違法行為には、企業に甘い罰

則規定があると言われている。例えば、電通

事件では「社員に違法残業をさせた」として、

「罰金50万円」の判決を東京簡易裁判所が言

い渡した。「過労自殺も出たのに、たった50

万円か？」と誰もが思うであろう。

36協定の労基法違反に対しては、「６か月

以下の懲役又は30万円以下の罰金」が罰則

として定められている（労基法119条１号）。

起訴内容は、過労自殺の事件ではなく、４人

の従業員に対する違法な残業命令であり、併

合罪として30万円×４人＝120万円が罰金の

上限となる。裁判官は、電通が社会的制裁を

受けたこと、再発防止の誓約を行ったこと、
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過去の同種の均衡を考慮したことなどで、50

万円とし、管理職については、「悪質性はな

かった」として執行猶予となったことが報道

された。欧州では考えられず、この程度かと

呆れる方も多いであろう。法律は、罰則以前

に守り・守らせて価値があるのである。　

さて、今次報告書でアンケート調査を行っ

た労働安全衛生法について、述べることとす

る。

労働法制の目的は、労働者の健康と安全の

確保にあるが、何よりもけがや病気の発生を

未然に防ぐことが重要である。労働災害の認

定や補償は、あくまでも救済措置なのである。

まずは、予防措置を尽くすことが重要として、

労働安全衛生法が存在する。

具体的には、①職場における労働安全衛

生体制の整備、②危険・健康障害の防止措

置、③機械・有害物などの規則、④安全衛生

教育・健康診断等の実施、を事業者と関係者

に義務付けている。これら規則等の実効性を

確保するために、罰則ととも

に労働基準監督署による監督

や取り締まりが行われている。

長時間労働についても、過多

な残業や休日出勤の結果、抑

うつ傾向が強まり、心理的ス

トレスを感じている従業員が

増えていることを受けて、厚

生労働省は抑止に向け平成28

年度から全国の労働基準監督

署による重点監督の対象を月

残業100時間超から80時間超

へ拡大させた。そして、過重

労働撲滅班を大都市だけでは

なく全国展開している。企業

への監視の目が強まってきているのである。

そのことは、従業員からの労働裁判の件数

がこのところ増加傾向にあることでも問題が

多発していることが解る。また、平成18年度

４月から労働審判法が導入され、訴訟より簡

易であることから、労働者は申し立てをしや

すくなり急速に増加しているのである（図

２）。

こうした流れに抗して、企業としても労務

管理の見直しを余儀なくされるケースが増加

している。それは、ある意味では訴訟や審判

に耐え得る対処ともいえる。あいまいな労務

管理では、実績を示されれば反証が難しいと

されているのである。

このような状況から、事業者独自の労働安

全衛生マネジメントシステムを取り入れる企

業も増えつつある。

しかし、まずは職場内からの自主的な管

理・監視が最も有効な取り組みであろう。

図２：労働関係民事通常訴訟事件と労働審判事件



− 120 −

労働災害は、被災した労働者や家族にとっ

ては辛いことであるが、同じ職場でともに働

く者にとっても辛いことであろう。事件や事

故の発生後に、繰り返される反省や誓約など

にどれほどの価値や効果があるのだろうか。

今回のアンケートは、県内では名の通った

企業や自治体・学校などが対象であった。

結果は、考えていた以上に労働安全衛生法

の周知や理解、さらに遵守がなされていない

ことが解った。そのことは、職場によって格

差があるものであった。

例えば、産業医はすべての職場での選任義

務があるが、全国の順法状況より低い。医師

不足に悩み続けている本県の特徴かもしれな

いが、委員会について「形式的」との回答も

多く、医師がそのような委員会に時間を割く

価値を感じることはできないであろう。委員

会は、労使が現場状況を踏まえ議論し必要な

措置を講ずる重要な場である。委員会が形骸

化していることは、職場の安全衛生体制が形

骸化していると認識すべきである。労働組合

として、職場改善等の要求がありながら、委

員会を「形式的」状態にしていることは、労

使ともに責任を果たしていないといえる。当

然、組合員も労働安全に対する意識が薄れる

こととなるであろう。そこから、事件や事故

が起こる可能性が高まることとなる。

また、割合としては少なかったが、労働災

害の状況や組合員の健康について、「把握し

ていない」との回答や産業医について「誰か

わからない」、あるいは委員会の開催状況や

労災の認定について「わからない・把握して

いない」の回答は、異常な状況といえる。本

報告書を通して、改めてそれぞれの職場にお

ける労働安全衛生法の実効性の検証と必要な

改善が図られることを願いたい。

今は、死語になりつつあって欲しいが「寿

退社」という言葉があった。考えれば、日本

の女性労働者に対する企業文化の象徴的な言

葉であった。結婚、出産、育児、介護によっ

て家庭の比重が大きくなると、性別を問わず

離職や転職、あるいは労働条件が不利になる

ことを承諾させられる。そこには、日本の労

働者の必須条件として、長時間労働があるの

ではないだろうか。

政府は、「働き方改革」を最重要課題とし

ている。しかし、安倍総理は、「世界で一番

企業が活動しやすい国」を目指しているので

ある。

まさに、労働組合は正念場を迎えているこ

とを再認識しなければならない。
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はじめに

労働安全衛生法が国会において全会一致で

可決成立してから45年以上が経過し、その後

同法は時代の変化に合わせ改正を重ねている。

近年ではメンタルヘルスへの対応という新た

な重要課題も加わり、「働き方改革」の動き

ともあわせ、労働安全衛生についての注目度

は大きくなってしかるべきところである。

しかしながら、新潟県自治研究センターに

よるアンケート調査の結果をみると、労働安

全衛生法に基づく取り組みや制度の活用が、

労働組合にとって重要視されているという印

象は強くない。別稿において指摘されるよう

な様々な課題の存在とともに、与野党、保革、

労使それぞれの立場から議論を積み上げて成

立させた法律の「原点」が忘れられている点

は否めない。畠中信夫氏は、2003年当時の講

演で、「31年前の安衛法の制定当時も問題

として存在し，現在も相変わらず課題として

存在し続けている事項」に、「『分かりやす

さ』の問題」、「小零細企業における法の実

効確保の問題」、「請負作業に係る労働災害

の防止の問題」「マンネリ化の問題」などを

挙げているが（注１）、そうであれば、制定当

時の社会的な状況や制定過程での議論をあら

ためて振り返りながら、論点を再確認する必

要がある。

そこで、本稿では、労働安全衛生法案が審

議された1972年の通常国会（第68回国会）に

おける議事録を中心に、どのような論議が行

われたのかいくつか整理していく。

また、制定当時の論議も踏まえながら、今

般のアンケート調査の結果とのかかわりで示

される今日的課題として、労働安全衛生法そ

のものの周知不足や形骸化の問題についても

考えてみたい。

労働安全衛生法の歴史的な評価については、

同法の制定により、労働災害の減少がみられ

ることから、「安衛法による規制やこれに基

づく行政の指導監督、また事業者による自主

的な取組が一定の成果をあげたものと考えら

れる」（注２）とするのが一般的である。そし

て、1911年の工場法制定以来の労働安全衛生

全般の歴史については、別稿との重複を避け

るため詳細は省略するが、この分野での基本

文献である、『安全衛生運動史―労働保護か

ら快適職場への70年―』では、戦後の民主化

政策において出発した労働基準行政のなかで

制度的な取り組みが行われるとともに、鉄鋼、

造船、セメント等々産業別の安全衛生運動が

企業側からも始まったとの趣旨で説明されて

いる（注３）。労働安全衛生の発展の歴史の一

つの画期として、労働安全衛生法が位置付け

られることは間違いではないものの、主とし

て労働安全衛生（運動）の推進者として描か

れるのは、行政や企業という側面が強いので

労働安全衛生法制定過程における論点と今日的な課題について
― 特に第68回国会の論争を中心にして ―

公益社団法人　新潟県自治研究センター
研究主幹　齋　藤　喜　和
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ある。労働運動史研究においても労働安全衛

生が中心的に取り上げられることはあまりみ

られない。

しかし、高度成長路線の「光と影」を捉え

るときに、たとえば公害問題や、福祉を正面

から取り上げた革新自治体の登場などが、労

働・政治運動史として、あるいは現代政治史

として取り上げられるように、労働安全衛生

法の問題においてもそれらの視点が重要なは

ずである。本稿では、労働安全衛生法制定議

論に労働側の視点が大きな意味を持った点も

また、国会審議の論点を整理するなかであら

ためて確認をしていくものである。

１．労働安全衛生法案提出に至る過程

（１）戦後労働運動と労働安全衛生

労働側にとって労働安全衛生運動のひとつ

の画期とされているのは、1966年の日本労働

者安全センター（総評系）と産業災害防止対

策委員会（同盟系）の発足である。いずれも

その直接的な契機となったのは、1963年の11

月９日に起こった、国鉄の鶴見事故（横浜市

鶴見区での東海道線二重衝突事故）と三池炭

鉱三川鉱の爆発事故という２つの大規模な事

故である。

前記『安全衛生運動史』においては、「こ

れらの大災害は、労働組合が安全衛生に真剣

に取り組む契機ともなった」とし、1964年の

総評、中立労連主催の災害対策全国活動者会

議で「抵抗なくして、安全なし」というス

ローガンを掲げたことをもって、「戦後二十

年にしてようやく労働災害が、労働組合の闘

争目標にのぼった」としている。

しかし、これは労働安全衛生のみを単独で

捉えた場合の見方であり、戦後労働運動が労

働災害を捉えなかったこととは違うはずであ

る。初期の総評の職場闘争や「ぐるみ闘争」

が単に賃上げを求めたものではなく、職場の

多様な労働条件整備を求めていたことも一

例であろう。採択には至らなかったものの、

1958年総評大会に提出された「総評組織綱領

草案」においても職場闘争は職場要求に始ま

るとされた。「職場要求は一口に職場の諸要

求といわれるほどその中味は多種類にわたる。

賃金協定の実施、賃金の職場別個人別展開に

関するものもあれば、福利要求、施設改善の

要求もあり、人よこせの要求もあれば職制の

態度改善を求める要求もある」と、労働条件

の一環としての安全衛生は追求されていたの

である。

また、高度成長期の政治的な重大問題で

あった公害については、労働安全衛生法案を

審議した1972年の国会においても社会党議員

が述べているように、労働災害の延長線上に

公害があるという立場に立っていた。この立

場は、政府や資本側よりはるかに早く確立し、

労働組合や労働者政党が持ち続けたものであ

る。もともと労働側の求めてきたものが、労

働基準法の充実・強化による、より本質的な

労働条件整備であり、労働安全衛生分野だけ

を労働基準法から抜き出して捉えるという運

動をしていなかったからこそ明らかにできた

立場なのである。

労働側が広義の労働条件と結びついた安全

衛生に取り組んでいたことは忘れてはならな

い。

（２） 労働基準法研究会の報告と労働安全衛

生法案に対する総評・同盟の見解

産業活動の急速な変化に対応できる適切な
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労働災害防止対策として、労働基準法から労

働安全衛生分野を抜き出し、労働安全衛生対

策の総合的立法を行うよう提言したのは労働

基準法研究会である。同研究会は、労働省か

らの依頼により1969年に設立されたもので、

報告書が提出されたのは1971年７月である。

労働省はこの報告書などを基にして、1971年

11月、中央労働基準審議会に対して労働安全

衛生法案の構想を諮問し、翌1972年２月、労

働省提案が妥当であるとの答申が出された。

法案の出発点となった労働基準法研究会の最

終報告「安全衛生関係報告・むすび」におけ

る、現状認識と今後の基本方向について、そ

の要旨をまとめると以下のようになる（注４）。

① 現行の労働基準法に基づく労災防止対策

では不十分かつ時代の変化に対応できな

い。積極的、科学的対策が必要。

② 最低基準確保を中心とする安全衛生対策

は限界にきている。労災防止の実効性確

保、行政指導分野の充実、強化と研究部

門拡充。それらの施策を通じた企業内で

の自主的活動の展開をはかる。

③ 安全衛生を担当する技術者の不足。民

間・政府を問わず技術者の育成・確保を。

④ 中小企業、構内下請企業に対する対策が

不十分。

以上のことから、労働安全衛生対策の新た

な立法の必要性を主張したのである。

これに対する、労働側の見解は以下のとお

りである。総評、同盟ともに労働基準法の強

化による労働安全衛生の施策の充実を求めて

きた経過があり、単独の立法化については程

度の差はあるものの懸念が表明されている。

まず、厳しい姿勢で臨んだのは総評である。

おもな主張は以下のとおりである（注５）。

① 労働者の生命、健康、権利がすべてに優

先することが原則的に保障されていない。

② 安全・衛生について労働者や労働組合の

立場が法律的に不明確。

③経営者の責任が不明確。

④ 労基法から安全衛生条項が引き抜かれる

ことによる、なしくずし的な労基法弱体

化、形骸化への懸念。

これに対して同盟は、「今回の構想は（中

略）われわれが主張してきた抜本改正と趣旨

を同じくするものであり、基本的には賛成の

方向で本案成立のため努力をつづけている」

とし、おおむね歓迎する姿勢を表明した。た

だし、「今さら附言するまでもなく、新法制

定によって、労働基準法のなしくずし的改悪

が行われてならないことはもとより（中略）、

より厚みのある行政展開を期待する」として、

労基法からの単独法化に伴う懸念を示し、釘

を刺した（注６）。

政・労・使の立場が出そろったなかで、国

会ではどのような経過をたどり、全会一致の

修正可決・成立となったのか。次に国会論戦

の概要をまとめていく。

２．労働安全衛生法案をめぐる国会論戦

（１）政府提案理由と社会党の立場

労働安全衛生法案をめぐる具体的な審議の

舞台は社会労働委員会であるが、1972年２月

29日、同委員会において塚原労相から法案の

趣旨説明が行われている。塚原は、「これま

での高度成長の過程を経て、経済成長の成果

を国民生活の向上に結実させ、高度福祉国家

を実現する必要性がいっそう高まっていま

す」との認識を示し、そのうえで、「私は、

この際、人間尊重、福祉優先を根本方針とし
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て、次の事項に重点を置いて労働行政を展開

する考えであります」と述べている。労働安

全衛生法案は、まさにその趣旨を実現するも

のとして、「勤労者の安全と健康を守るため

の総合的な施策を推進する」ための法制度と

して説明されている。

法案の要旨は以下の通りである。

①労働災害防止は事業者の責務である。

② 下請関係のある場合は元請企業が、共同

事業所の場合には代表事業者が責任を負

う。

③ 事業所内に総括安全衛生管理者を置くな

ど、安全衛生管理体制を設ける。

④安全・衛生コンサルタントを置く。

⑤罰則を強化する。

そして、労働安全衛生法案に含まれる内容

として以下の７つの項目を挙げている。

① 安全衛生教育の充実。そのための安全衛

生教育センターの設置。

②有害物質表示制度の設置。

③ 健康管理手帳制度の創設と特殊健康診断

等の強化。

④産業医学総合研究機関の建設。

⑤労働災害防止団体への助成強化。

⑥安全衛生融資制度の創設。

⑦ 危険有害な施設設置にあたっての事前審

査制度。

それに対して、野党第一党の社会党は、法

案には以下のような問題があるとして、国会

で追及を重ねた（注７）。

① 法案が労働基準法から安全、衛生部分を

抜き出したもので、労基法の総合性が失

われ安全問題が労働条件と切り離される

恐れがある。

② 安全問題が労使の対立点となってきた問

題認識がなく、権利関係が不明確。

③ 安全衛生委員会、コンサルタントの設置

は基準行政の肩代わりの要素が強い。

④ 安全、衛生の規制基準が既存の労基法の

安全規則とかわらない点。

これらの問題は、次に見ていくように、理

解が共有される部分も多く、最終的な与野党

共同での修正案提出へとつながることとなっ

た。修正案採決前の社会労働委員会での総括

的な質疑を行った社会党の田邊誠は、各党か

ら出された問題点を12項目にわたって述べて

いる。紙面の関係上すべて触れることはでき

ないため、論点の明確な上記４点の問題につ

いてみていくこととする。　　

なお、国会での論議については、いずれも

衆議院会議録を参照にしている。以下（２）

から（７）の各節で引用した委員等の発言の

出典は、それぞれの日付の会議録である。

　

（２）おもな論点①

　　　―労基法からの「独立」―

労働組合側からも懸念が表明されていた、

労働基準法から当該部分を抜き出して単独で

法律化することによる、労働基準法のなしく

ずし的空洞化については、野党委員から質問

が相次いだ。与党からもなぜ単独の法律とし

て制定するのかが問われ（衆議院社会労働委

員会1972年３月28日、自民党向山一人の質

問）、「基準法が時代に適合しなくなったた

めか、それとも産業の変化に対処するためか

というふうなことで御質問がございましたが、

私ども、二つの原因が今回の労働安全衛生立

法の制定の必要を認めた根拠である」との答

弁がされている。
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国会最終盤における総括的な質疑のなかで、

田邊誠は次のような質問を行い、塚原労相か

ら次のような答弁を引き出している。

○田邊委員

まず第一は、労働災害の発生というものは、

やはり長時間労働やあるいは低賃金等の劣悪

な労働条件に起因しているということがいわ

れておりますけれども、こういった点から見

て、労働基準法から今回の法案を分離いたし

まして、その結果というものが十分な災害防

止にいわば役立たなくなるのではないか、こ

ういう実は心配をしておる向きがあります。

したがって、この際やはり労働条件の向上、

改善を通じて、労働災害の防止、そして健康

で文化的な職場環境づくりをするようにしな

ければならない。そういう意味合いで、やは

り従前の、いわば労働者の憲法といわれる労

働基準法とこの労働安全衛生法案というもの

が、一体的に運用されることがどうしても必

要だということがいわれてまいりましたが、

これに対する大臣のお考え方をひとつ明らか

にしていただきたいと思います。

○塚原国務大臣

（前略）こうした二つの法律の関係を法律

上も明らかにするために、第一に、労働安全

衛生法の（目的）の中に、労働基準法と相

まって労働者の安全と健康を確保するもので

あることを明確にいたし、第二番目には、労

働基準法に「第五章　安全及び衛生」の章名

を残し、同章中に「労働者の安全及び衛生に

関しては、労働安全衛生法の定めるところに

よる。」ということを規定いたしております。

第三番目には、労働基準法関係の事項を調査

審議する労働基準審議会において「労働安全

衛生法の施行及び改正に関する事項」この審

議をお願いすることといたしております。

さらに、今後とも、労働安全を含む労働基

準行政を進めるにあたりましては、それを担

当する労働基準監督機関において、労働基準

法と労働安全衛生法との一体的、総合的な運

用に十分配慮し、労働条件全体の改善を通じ

て安全衛生問題を進めていく考えであります。

（３）おもな論点②

　　　―労災問題追及とセットの論戦―

労働安全衛生法案の審議のなかで、社会労

働委員会でもっとも議論がたたかわされたの

は、労災問題であった。

たとえば、衆議院の同委員会では、３月14

日に鉛中毒の労災認定問題を山本政弘（社

会）、寺前巌（共産）、４月18日には国鉄の

新幹線建設工事の労災問題について古寺宏

（公明）、同25日には古寺が専売公社の粉じ

ん問題を取り上げている。後述のように、電

機産業におけるPCBの問題など、有害物質に

ついても労災問題とのかかわりで追及が行わ

れた（山本政弘、島本虎三など）。

また、権利関係が不明確との問題について

は、これに関連させる質問として、３月14日

に郵政での労使問題を田邊誠（社会）、３月

28日に自治体首長の労働組合に対する不当労

働行為問題を山本政弘と後藤俊男（社会）、

映画関係の下請労働者の問題について寺前巌

が具体的な産業別の事例を挙げて質問を行っ

ている。４月18日には、「事業者」の責任に

ついて後藤俊男が質問をし、「下級管理者に

責任のしわ寄せはない」との確認がされてい

る。
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さらに、山本政弘は、勤務労働時間外の安

全教育をめぐる労使紛争として、ゼネラル石

油での懲戒解雇を事例として質問を行ってい

る。安全教育を勤務時間内で行うかどうかに

ついては、労使間の問題であることを示しな

がら、安全問題は労働条件そのものであると

いう論議を行っている。これは、労基法から

労働安全衛生部門を独立させる問題とともに、

法案に示された「労働者の協力」とはどの範

囲なのかについて問題提起したものである。

後述のように、労働者の協力については、

原案で「事業者その他の関係者が実施する労

働災害の防止に関する措置に協力するように

しなければならない」という義務規定になっ

ており、この部分についても修正案につなが

る論議となっていくのである。

（４）おもな論点③

　　　―安全衛生委員会―

安全衛生委員会と産業医に関して集中した

質問を行ったのは田畑金光（民社）である。

田畑は、「労働者と使用者が一体となって

取り組むという姿勢、それがやっぱり私は労

働災害の防止の前提条件であるし、それがま

た一番大事な問題だ」とし、安全衛生委員会

が労働者の参加という点では「一歩前進」で

あるとした。そのうえで、「安全衛生に関す

る事項についての点検、調査、予防措置、こ

ういうような点等についてもこの委員会にそ

のような権限を独自に付与すべき」との主張

をしている。ちなみに、安全衛生委員会の開

催について、政府が正式に「月１回」につい

て言及したのは、田畑質問に対する答弁が最

初である。

また、このような安全衛生委員会の権限の

強化と運営のあり方についての質問をするな

かで、産業医等の課題にも言及している。特

に原案の95条の衛生指導医が非常勤である点

を実効性の観点から取り上げ、産業医や衛生

指導医の人材確保を求めている。「医師確保

が困難なときに、大臣、労働関係の必要とす

るお医者さんを、産業上のお医者さんをどう

確保するかということが私は一番大きな問題

じゃないか」との指摘は、今日の産業医のあ

り方の課題を考えるうえでも重要である。

このように、田畑は労働安全衛生法へ一定

の評価をしているものの、「この法律は非常

に条文ばかり多くて内容はたいしたこともな

い、また読みにくい、理解しにくい、効果も

あまり期待できない、この法律全体から私は

そんな感じを受けるわけです」という厳しい

見方も同時に行っており、その指摘もまた今

日に一部通じるところがあると思われる。

（５）おもな論点④

　　　―安全、衛生の規制基準―

３月28日の橋本龍太郎（自民）の質問は、

その後この問題が大きく取り上げられる口火

を切るものとなった。橋本は、健康管理手帳

制度（離職後の労働者が、業務に起因して発

生する疾病を予防し早期発見するための制度

である）に関連して、支給対象を拡大するよ

う再三求めた。この議論は、製造禁止の有害

物質の範囲を拡大すべきという議論につなが

るものとなった。

橋本質問の直後に、寺前巌（共産）が続き、

島本虎三（社会）も橋本質問を基に論点を深

めた。４月18日には古寺宏（公明）が佐賀関

製錬所のヒ素中毒について質問を行っている。

４月25日の締めくくりの質疑では田邊誠が
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重ねて取り上げ、塚原労相は「先般の審議に

おいて、橋本先生などの御質疑において御指

摘を受けたところであります。おっしゃると

おりであります。その際の政府委員の答弁が

必ずしも明確でなかったことは、まことに遺

憾であります」としたうえで、「当面手帳交

付対象としては、ベンジジン、ベータナフチ

ルアミン等、労働安全衛生法により製造禁止

をするものを中心に取り上げ、この制度を発

足させたいと考えておりまするが、今後は有

害物質等について広く検討を重ね、漸次対象

を拡大し、この制度の充実につとめる所存で

あります」と答弁している。与野党の「連

携」のような形となった質問が、その後の健

康管理手帳制度の拡充へとつながっていくの

である。

なお、４月25日の委員会で島本虎三が、製

造禁止物質の対象にアスベストを含めるべき

と追及しているのは重要である。この島本の

質問と、「規制の遵守で労働者に有害な障害

を生ずることを防ぎ得る」として反対した政

府答弁については、歴史的事実として重く受

け止めたい。

その他、「安全に疑義のある場合の一時的

な就労拒否権」の要求（後藤俊男）、給食、

清掃等の労働に関わる安全衛生の質問（田邊

誠）なども行われている。

（６） ５党共同提案での修正案と全会一致で

の可決・成立

これまで４点に絞って法案審査の過程を述

べてきた。繰り返しになるが、この法案は原

案について与野党がさまざまな視点で問題点

を明らかにし、最終的には自民、社会、共産、

公明、民社５党による共同提案で法案は修正

され、全会一致による成立となった。

修正案の要旨は以下の６点である。

① 労働災害の定義について、その範囲を明

確にすること。

② 事業者の快適な作業環境の実現と労働条

件の改善を通じて安全衛生を確保するこ

との責務を明らかにすること。

③ 労働者は労働災害の防止に関する措置に

協力するようつとめなければならないこ

ととすること。

④ 労働者側から安全衛生委員会委員の推薦

がない場合の措置について整備を行なう

こと。

⑤ 労働災害の発生が急迫している場合の事

業者の労働者を退避させる義務について

規定すること。

⑥ 法令違反に関する労働者の申告の趣旨を

明らかにすること。

ちなみに、国会論議を主導した社会党から

は、以下の７点の修正が提示されていた。

① 業務に関するすべての災害を労災とする

こと。

② 職場の安全は労働条件そのものであるこ

とを明記すること。

③ 事業者の行う安全措置に対し労働者の協

力義務付けは労働者の三権を奪う恐れが

あるので削除すること。

④ 安全衛生委員会の労働者委員は労組の推

薦とすること。

⑤ 健康診断の時間内実施、医師選択の自由

を明記すること。

⑥緊急避難権を確立すること。

⑦ 労働者の申告権と同時に改善要求権を保

障すること。
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　つまり、社会党の修正要求は健康診断関連

以外のすべての項目で、一定の反映がなされ

ていることがわかる。

なお、修正案と同様に、「本法の施行に当

たっては、労働条件を確保することを目的と

する労働基準法の総合性がそこなわれること

のないよう、これと一体的に運用すること」

をはじめとする７項目の付帯決議も５党共同

により提案され、全会一致で可決されている。

３ ．アンケート調査の結果とのかかわり

で求められるもの

―労働安全衛生法の理解度不足は

　　　　　　　　なにに起因するのか―

労働安全衛生法案の提出から成立過程を振

り返り、当初問題として指摘された、いくつ

かの点をここまで明らかにしてきた。

それでは、当時指摘された問題点は、今日

につながるものとしてどのようなことがある

のだろうか。端的にいえば、与野党で激しい

議論を通じて作り上げたにもかかわらず、労

働安全衛生法そのものの理解がなぜ進まない

のかという点である。

今般のアンケート調査では、「労働安全衛

生法に基づく体制区分や内容を就労者全体で、

理解・承知されていますか？」との質問に、

「ほとんどの者は、理解・承知していない」

との回答が約３割あった。この数字だけをみ

ると、比較的理解されているとの見方もでき

なくはないが、たとえば委員会の開催状況に

しても、法定の月１回以上（年12回以上）と

の回答は６割を超える程度である。委員会で

の議論や産業医との関係においても、積極的

であるとの回答が大勢とはいいがたい状況で

ある。

本稿の冒頭でも紹介したように、法律の理

解度の問題は、畠中信夫氏も制定当時からの

課題として指摘されている。また、前述のよ

うに「読みにくい、理解しにくい」（田畑金

光）との指摘も国会論議で実際にあったとこ

ろである。

それでは、理解しにくい法律を学校教育で

学んでいるかといえば、それもないのである。

今回のテーマとの関連だけでいえば、や

はり労働基準法から独立した法律であるこ

とが影響している。学校教育で労働者の権

利を学ぶ機会はほとんどなく、学んだとし

ても中心となるのはまず労働三権と労働三

法である（注８）。

しかも、近年さかんに行われているキャリ

ア教育では、労働者の権利や労働条件・環境

整備について学ぶことはほとんどない。　

2014年11月に連合が発表した「学校教育に

おける『労働教育』に関する調査」で、「こ

れまでに学校で学んだこと」のうちトップが

「働くことの意義」（70.9％）、次が「社会

の仕組みと雇用関係」（65.6％）である。職

場体験・インターンシップも否定すべきでは

ないが、そこで学んだことは「仕事内容」

「大変さ」「マナー」「働くことの意義」が

上位であり、労働条件を学ぶ機会とはほとん

どなっていない。　

その一方で、「働く上での権利・義務を理

解すれば、今よりももっと安心して働ける」

との質問に、７割もの肯定的な回答があるこ

とからも、労働教育の必要性は明らかである。

なお、筆者は公務員受験予備校での講座を

担当しているが、その立場からいえば、公務

員試験で「労働法」が主要科目となっている

のは、労働基準監督官くらいである。地方公
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務員上級（大卒レベル）では全40問中２問、

国家一般職（大卒）では労働法の出題はゼロ

である。地方公務員初級（高卒）では、労働

分野の出題はあっても、労働基準法をはじめ

とする主要な法制の出題であり、労働安全衛

生法については過去一度も出題されていない。

民間の就職試験においてはもはや論を待たな

いであろう。

今回のアンケート結果からも、また連合の

労働教育の調査をはじめとする各種調査など

からも、労働組合自身がまずは労働安全衛生

を学ぶ機会を確保することと、教育分野での

政策要望として労働教育（キャリア教育では

ない権利教育）の必要性をおおいに訴えてい

くべきことを筆者からは提言しておきたい。

また、労働安全衛生法の成立に際し、「労

働者の協力」について義務規定を努力規定に

修正したことは、労働側の大きな成果であっ

たといえるが、同時に、たとえば安全衛生委

員会をどのように労働組合が活用するのかと

いう大きな課題も続いているともいえよう。

委員会が「交渉の場ではない」とすれば、な

おさら組合が安全衛生の状況を日常的に把握

し、交渉の場で具体的な要求をしていくこと

が求められるはずである。それは、野党側の

修正要求の中で、事業者の責任が明確にされ

た経過や「労働条件を確保することを目的と

する労働基準法の総合性がそこなわれること

のないよう、これと一体的に運用する」とい

う、附帯決議の内容と合わせて考えてみると

わかりやすい。今一度原点に立ち返って労働

安全衛生法を捉える重要性を述べておきたい。

おわりに

労働安全衛生法の審議がおこなわれていた

1972年は第一次石油ショックの前年であり、

あとから振り返れば、高度経済成長がいよい

よ終わるという段階であった。また、第三次

労働災害防止基本計画（５ヵ年計画）の最終

年度にあたっていたが、1968年度からの労災

死亡者数半減の目標には遠く及ばず、6,000

人を超える犠牲者を出し続けていた時代で

あった。

こうした情勢を背景に、労働側の攻勢は当

然激しいものがあり、高度経済成長の「影」

の部分である公害問題も含めて、運動の力が

法制度の整備をすすめたという側面がある。

法案審議中の４月25日にいたっては、公労協

のストライキの真っただ中であり、国会内外

で政府に対するたたかいがすすめられていた

状況にあった。

今日の政府主導の「働き方改革」とは状況

が異なるからこそ、こうした歴史的な経験を

持った事実を振り返ることは重要である。

与野党を超えて成立した労働安全衛生法を、

高度成長期最終盤、「労働攻勢」の時代が勝

ち取った「宝」として捉え直すことで、労働

者の側から新時代の労働安全衛生を充実化さ

せていく動きがつくられることを期待したい。

（注１）畠中信夫「労働安全衛生法の30年と今後

の課題」『安全衛生コンサルタント』（日本労

働安全衛生コンサルタント会所収）、2004年、

11ページ。

　 h t t p : / / w w w . j a s h c o n . o r . j p / p u b l i s h /

pdf/69/69kinenkouen.pdf

（注２）衆議院調査局厚生労働調査室「労働安全

衛生法の一部を改正する法律案（内閣提出第64

号）（参議院送付）参考資料」、2014年５月、

１ページ。
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（注３）労働安全衛生の歴史については、『安全

衛生運動史―労働保護から快適職場への70年

―』（中央労働災害防止協会、1986年）参照。

なお、産業医に焦点を置きながら、労働安全衛

生法の歴史的経過を述べたものとしては、堀江

正知「産業医と労働安全衛生法の歴史」（産業

医科大学雑誌第35巻特集号、『産業医と労働安

全衛生法四十年』、2013年）が詳しい。

（注４）『日本労働運動資料集成』第７巻、法政

大学大原社会問題研究所編（旬報社、2006年）、

185～186ページ所収。

（注５）同上、185～186ページ所収。

（注６）同上、185～186ページ所収。

（注７）日本社会党政策審議会編『月刊社会党号

外第68国会報告』（日本社会党機関紙局、1972

年）83ページ。

（注８）学習指導要領における労働教育の位置づ

けを明らかにし、労働組合として労働教育の重

要性を述べたものに、塙万里奈「労働教育の必

要性と新たな提言―小学校における「労働教

育」の実現に向けて―」がある。

　https://www.rengo-ilec.or.jp/event/ronbun/

no09/01.html

※上記以外の参考文献

〇畠中信夫『労働安全衛生法のはなし』（中災防

新書、2016年）。

〇大室正志『産業医が見る過労自殺企業の内側』

（集英社新書、2017年）。

〇坂本秀行『労務管理と職場支配』（労大新書、

1982年）。

〇稲木健志他『過労死とのたたかい』（新日本新

書、1989年）。

〇全日本自治団体労働組合『職場点検活動のてび

き』2017年度版。

【 Ⅳ．労働組合からの論評 】



【 Ⅳ．労働組合からの論評 】
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はじめに

この実態調査は、公益社団法人　新潟県自

治研究センターにおいて実施されたもので、

新潟県内の労働者福祉協議会加盟労働組合か

ら抽出した125組合から回答を得ている。

働く者にとって、健康で安全に働くことは

単純なようで重要なことである。今回の実態

調査は、新潟県内の現状を把握するものであ

る。とかく「全国的に」とか「一般的に」と

の表現があるが、自らの職場や地域状況を把

握することは、対策をとることや運動にとっ

ても極めて有効なことと考える。

以下、実態調査の内容に触れながら、労働

と健康そして安全の確保について述べること

とする。

１．労働安全衛生法による体制

安全衛生体制、安全（衛生）管理者等の選

任、安全（衛生）委員会等の設置義務につい

ては、業種や事業所ごとの従業員数により異

なる。どのような体制を法が求めているのか、

まず整理と理解を深めることとする。

１．総括安全衛生管理者の選任

総括安全衛生管理者を選任しなければなら

ない事業場は、次のとおりである。

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業100

人以上（事業所ごと常時使用する労働者数以

下同じ）。

製造業（物の加工業を含む）、電気業、ガ

ス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品

卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各

種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売

業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動

車整備業及び機械修理業300人以上。

その他の業種1,000人以上。

２．安全管理者の選任

安全管理者を選任しなければならない事業

場は、次のとおりです。

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製

造業（物の加工業を含む）、電気業、ガス業、

熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、

家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小

売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料

小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業

及び機械修理業50人以上。

３．衛生管理者の選任

常時50人以上の労働者を使用するすべての

事業場。

４．安全（衛生）衛生推進者

10人以上50人未満の事業場に「安全衛生推

進者」又は 「衛生推進者」を選任し、その

者に安全衛生業務を担当させることとなって

いる。

５．産業医の選任

常時50人以上の労働者を使用するすべての

事業場。

「勤労者と職場の安全対策」にかかわる実態調査から
― 回答から見える職場と課題 ―

全日本自治団体労働組合　中央本部
総合労働局長　森　本　正　宏
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６．安全委員会

一定の規模及び業種に応じ「安全委員会」

を設けることとなっている。

林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・

木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品

製造業、輸送用機械器具製造業、運送業のう

ち道路貨物運送業、港湾運送業、自動車整備

業、機械修理業、清掃業50人以上。

製造業（上記を除く）、電気業、ガス業、

水道業、熱供給業、運送業（上記を除く）、

通信業、各種商品卸売業、 家具・建具・

じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・ 

建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館

業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理

業100人以上。

７．衛生委員会の設置

50人以上のすべての事業場。

※ 安全・衛生それぞれの委員会の設置に代

えて、安全衛生委員会を設置することも

できる。なお、それぞれの役割を含め詳

しくは以下のHP等参照いただきたい。

　 厚生労働省「職場の安全サイト」　

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/index.html

　 新潟労働局「安全衛生体制のあらまし」

　 http://niigata-roudoukyoku.jsite.mhlw.

go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_

eisei/roudouanzenkankei/kanritaisei.

html

２ ．実態調査から見える健康と安全対策

の現状

この項では、設問毎に回答の特徴点につい

て小生なりの分析を述べることとする。

（Ⅰ）労働安全衛生体制の状況について

Ｑ１ 　労働安全衛生法（体制）の周知具合

について

全体の集計では、十分またはおおむね理

解・承知されているとした回答が過半数を超

える一方で、全く理解・承知されていないと

する回答はないものの、ほとんど理解・承知

されていないと回答した組合が３割弱に上

る。特に、公務職場35.9％や50人未満の事業

所40.0%でその割合が高い。

安全（衛生）委員会等の設置・選任義務が

ないことや、多くの公務職場については、労

働基準監督機関が人事委員会または首長（使

用者と監督者が同一）とされていることから、

第三者機関による牽制機能が働かないことな

ども一つの要因と考えられる。

Ｑ２ ・Ｑ３　労働安全衛生体制における選

任・設置状況について

業種・事業所規模により選任・設置の義務

化状況は異なるため、集計表からの分析は困

難であるものの、おおむね法令に基づき、選

任・設置が行われている。

しかし、両設問とも未記載が１割程度、ま

た委員会の設置状況について「わからない」

という回答も民間・公務および各事業所規模

いずれにも回答があるなど、選任・設置はさ

れているものの、現場ではその活動が十分に

理解されていない。労働組合として労働安全

衛生の取り組みが、重要視されていないなど

の状況も散見される。

Ｑ４　委員会の開催状況について

労働安全衛生法に基づく安全衛生規則第23

条には、委員会は「毎月一回以上開催するよ
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うにしなければならない」と定められており、

定期的に開催されている（74.4%）、開催数

は年12回（63.2%）が多数を占めた。

未記載等の職場は、おおむね設置義務のな

い50人未満の事業所と考えられるが、開催

回数が６回以下にとどまっている事業所も

13.2％と一定数存在している。

Ｑ５ ～Ｑ８　安全（衛生）委員会の位置づけ

と議論状況について

Q６の委員会の議論状況では、「報告が中

心」「形式的な開催」との回答が大多数を占

めている。職場での安全（衛生）が一定担保

され、重大な労働災害が発生していないこと

の裏返しともとれる。一方、メンタル不調や

各種ハラスメント、長時間労働などの問題も

職場に山積していることがQ８委員会での課

題や他の統計からも指摘されている。例えば、

職場巡視や時間外勤務の多い職場では、一定

以上の時間外勤務については原因と改善策を

毎月確認する。また、休職者の状況や健康診

断、疾病の状況、ハラスメントに関する研修

企画など協議時期（月）を定めて議論するな

ど、委員会における活動の活性化が必要と考

えられる。

また、Q７職場での意見交換についても、

ほとんどの職場が職員の自発的な意見申し出

などにゆだねているといった状況にあり、日

常の労働の中で見過ごされている。職場に潜

在化する危険個所などについて、定期的に学

習会などを開催し「気づき」「見える化」の

機会づくりと職場意見の集約を行うなどの工

夫が必要であると考える。

Ｑ９及びＱ10の産業医に関する設問について

産業医の選任は50人以上の職場において義

務付けされているが、産業医の労働安全衛生

委員会への出席自体は義務付けられていない。

回答結果では、選任が義務付けられる職場

においてはおおむね選任が行われており、い

つでも連絡が取れるなど連携が取れているこ

とが示されている。

安全（衛生）委員会への出席に関しては、

出席は義務付けられていないものの産業医と

の連携した取り組みは安全衛生活動を進める

うえでは不可欠といえる。

議題にもよるが、関連する議題や少なくと

も委員側が要請した場合は出席するなどの

ルール化を更に進める必要がある。

産業医の役割としては、少なくとも職場巡

視を月１回（一定の条件を満たす場合２か月

に１回）以上行うことが求められている。産

業医の職場巡視の状況や結果報告についても、

委員会での議題として取り上げる必要がある。

また、健康診断における有所見率は50％を

超える（厚生労働省：定期健康診断報告より

別表）状況にあり、過重労働対策も含め健康

診断の実施とその結果に基づく措置等が適切

に行われることが必要である。そのためにも

医師に対する就業上の措置に関する意見聴取

なども適切に進める必要がある。

なお、産業医はもとより産業医の選任義務

のない50人未満の小規模事業場においても健

康診断結果に基づき医師等からの意見聴取を

行う上で必要となる情報の提供なども2017年

からあらたに義務付けられている。

さらに2017年の安全衛生規則の改正により、

産業医には長時間労働に関する情報の提供が

事業者に義務付けられている。
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今後、働き方改革に関する見直しにおいて

も、産業医との連携強化などの改正が予定さ

れているところである。

（Ⅱ）労働災害の状況について

Q１　健康問題の職場での訴えの状況につ

いては、以前とあまり変わらないという回答

が多いものの、回答者別に見ると公務や内勤、

従業員数、女性割合の多い職場において、訴

えが増えているように感じているとの回答が

他の職場に比べて多い。また、Q３の労働災

害の認定状況も同様の傾向を示しており、Q

５の回答とも合わせ、共通する課題として、

メンタルヘルスや長時間労働の課題などに関

する対策への強化が求められているものと想

定される。

Q２　労働災害認定の申請状況及びQ４協

力の状況については、特に問題はないとする

回答が多数を占めるものの、理解が不足し十

分な成果があげられていないとする回答が２

割に上っている。

労働災害の発生状況は長期的には減少傾向

にあるものの、死傷者数は近年では必ずしも

減少傾向とは言えない（別表）。あらためて

災害ゼロを目指した取り組みの活性化が必要

であろう。

長時間労働や過重労働ハラスメントや職場

などに起因する労働災害（心疾患や脳血管障

害、ストレス性疾患など）は、外傷性の災害

と比べ、業務との関連性の証明が複雑であり、

労働災害認定の基準に関する理解や協力体制

づくりを一層進める必要がある。

また、災害防止（予防）の観点からも、長

時間労働対策に関しては、時間外労働の上限

規制の導入の動きも踏まえ、2017年１月に厚

生労働省が策定した「労働時間の適正な把握

のために使用者が講ずべき措置に関するガイ

ドライン」等を活用し、勤務時間管理の徹底

と、時間外労働の実態把握や改善策について

の委員会や労使での協議、さらには適切な36

協定の締結（見直し）や人員配置などに積極

的に取り組む必要がある。

メンタルヘルス対策としては、各種ハラス

メントの定義からしっかりと理解を進めると

ともに、メンタル不調に対応する知識習得の

機会の他、コミュニケーション研修なども計

画・定期的に実施することが有効と考えられ

る。

（Ⅲ） 労働組合としての取り組みと職場の状

況について

Q１　労働組合としての取り組みは、安全

衛生委員会の開催報告や相談窓口の設置など

があげられているものの、特に行っていない

との回答が25.6％に上っている。

Q２　相談実績と相談窓口の周知について

は、相談実績があるとした組合が50％を超え

る一方、相談窓口の周知は充分でないから全

く周知されていないまでの回答が62％を超え

ている。

特別な窓口の設置を行っていなくとも、労

働組合の通常の取り組みとして、組合員の相

談窓口としての役割は担われているものと推

測されるものの、労働安全衛生に関する取り

組みに関心の低い職場も多く存在することが

うかがわれる。

Q３　労働組合としての具体的要求につい

ては、要求課題があり要求しているという組

合が53.6%を占めているものの、現時点では

要求するものがないとする組合が35.2%に上
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り、民間、小規模、外勤・男性割合の高い組

合では、その傾向が強く表れている。

この傾向は（Ⅱ）労働災害の状況とは異な

る（逆の）事業所において割合が増えている

ところである。

このことからは、長期的には安全（衛生）

活動の取り組みにより、職場環境は改善して

きており、外傷性の災害に対する安全対策が

一定はかられてきたという認識と、一方で長

時間労働などの過重労働、ハラスメントや職

場の人間関係などの課題に職場の関心が高い

ことを示しているものと考えられる。

Q４　職場での安全・保険の環境や対策で

実施されている項目では、休憩室の設置や職

場巡視の項目が６割を超え、年休取得促進や

メンタルヘルス教育、喫煙対策などが半数近

い組合の事業所で行われている状況であった。

３．まとめ

今回取り組まれたアンケートは、新潟県内

における労働安全衛生体制の状況や労働組合

の安全衛生活動に関する意識など、今後の活

動に向けて貴重な資料になるものと考えてい

るところである。

安全衛生体制に関しては、法令に則して委

員会や各種管理者等の選任が行われてはいる

ものの、安全（衛生）委員会の開催状況や委

員会での議論状況を見ると、労働安全衛生活

動が必ずしも活性化しているとは言えない状

況を表している。

作業環境等の改善は長期的には改善傾向に

あることがうかがえるものの、現在でも年間

900件を超える死亡事故が発生するなど、依

然として労働災害は一定数発生している状況

で推移している。

未熟練労働者への安全教育なども必要と考

えるが、危険個所の潜在化に対する「気づ

き」や「見える化」に向けた取り組みを組合

員とともに実行していかなければならない。

また、活動の点検と並行し、職場の改善意見

の集約を行うなどの取り組みも今後も引き続

き重要であろう。

さらに、労災認定に労働組合がかかわるこ

とは、被災者救援という立場だけでなく、同

様の労働災害を発生されないための「気づ

き」と「改善」につながるものです。

現在、長時間労働の是正など過重労働対策

やハラスメント対策は多くの職場で喫緊の課

題として受け止められている。

実態調査の設問にはなかったが、ストレス

チェックの実施状況や集団分析の活用状況な

どもあらためて点検してみることが必要であ

ろう。

さらに、化学物質による健康被害も新たに

基準の見直しが行われるなどしており、これ

らを取り扱う事業所においてもリスクアセス

メントの実施のほか、必要な教育・学習を行

う必要がある。

安全（衛生）活動の活性化に向けて、まず

は必要な委員の選任や委員会の開催状況をあ

らためて点検するとともに、義務化されてい

ない職場においても選任や設置を要求するな

ど、体制の構築に取り組むことである。さら

に安全（衛生）委員会では、職場からの意見

集約のほかに時間外労働の実態や対応策、健

康診断、産業医による職場巡視などの状況、

ハラスメント対策や職場巡回・研修会の企画

など、山積する課題を、定期的かつ計画的に

取り組みを進めることが肝要である。

上述の内容は、いずれも原則であり基本的
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な活動である。法が制定されただけで、健康

や安全の確保が保障されるものではない。そ

れぞれの職場で、多くの仲間と法の実効性を

高める意識と維持する努力なしに、健康も安

全も得られないのである。

2016における労働災害発生状況について

１　概況　 死傷者数117,910人

　　　（前年同期比＋1,599人、1.4%増加）

　　死亡者数928人（同△44人、4.5%減少）

２　 死傷災害の発生状況

　　　（死亡災害及び休業４日以上の死傷災害）

　⑴業種別発生状況

　　　 製造業 26,454人

　　　（前年同期比＋63人、0.2%増加）

　　　建設業 15,058人

　　　（同△526人、3.4%減少）

　　　 陸上貨物運送事業 13,977人

　　　（同＋92人、0.7%増加）

　　　第三次産業 54,280人

　　　（同＋1,972人、3.8%増加）

　⑵事故の型別発生状況 

　　　転倒 27,152人

　　　（前年同期比＋1,203人、4.6%増加）

　　　墜落・転落 20,094人

　　　（同＋188人、0.9%増加）

　　　動作の反動･無理な動作 15,081人

　　　（同＋661人、4.6%増加）

　　※ 以下､｢はさまれ・巻き込まれ｣､｢交通

事故（道路）｣､｢切れ･こすれ｣の順 

３　死亡災害の発生状況 

　⑴業種別発生状況

　　　製造業 177人

　　　（前年同期比＋17人、10.6%増加）

　　　建設業 294人

　　　（同△33人、10.1%減少）

　　　陸上貨物運送事業 99人

　　　（同△26人、20.8%減少）

　⑵事故の型別発生状況

　　　墜落・転落 232人

　　　（前年同期比△16人、6.5%減少）

　　　交通事故（道路） 218人

　　　（同＋29人、15.3%増加） 

　　　はさまれ・巻き込まれ 132人

　　　（同＋４人、3.1%増加）

　　※ 以下、「激突され」、「崩壊･倒壊｣、

｢飛来・落下｣の順

　　　　　　　　（出典：厚生労働省ＨＰ）

別表
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